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【最新情報6月号　トピック一覧】6月29日更新
＊文部科学省

・特別支援教育資料（平成25年度）

・特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有状況等調査結果の概要（平成25年度）（6月25日）

＊内閣府男女共同参画局

・「性犯罪被害者支援に関する調査研究」報告書（6月16日）

・男女共同参画白書（平成26年度版）「変わりゆく男性の仕事と暮らし」

＊朝日新聞

・児童ポルノ改正法成立へ　所持に罰則、漫画などは対象外（6月4日）
・（社説）児童ポルノ　法改正を根絶のてこに（６月10日）
・（彼女の事情）児童養護施設で育った・畑山麗衣　幸せな家族、つくっていく　女子組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6月5日）

・子の貧困対策で数値目標提言　有識者検討会（6月6日）
・虐待、繰り返される実情　一時保護の子ども、半数再被害（6月9日）
・男児遺棄、見逃した行政　縦割り解消、機能せず　厚木（6月11日）
・教委制度見直し、来年４月施行へ　改正法が成立（6月13日）
・教委制度、６０年ぶり転換　首長関与強化、改正法成立　文科省、留意点通知へ（６月１４日）
・大阪）性犯罪の証拠物　取り扱いマニュアル作成へ（６月１４日）
・所在不明児、見逃さない　各地の自治体が対策（6月15日）
・いじめをなくせ　「反いじめの日」の取り組み（6月15日）
・（社説）若者の意識　「どうせ」のその先へ（6月17日）
・交流サイトに潜む危険　「本音で話しやすい」落とし穴に（6月19日）
・（インタビュー）頼りにくい社会を変える　熊谷晋一郎さん（6月21日）

・（患者を生きる：２５２９）子に希望を　小さく生まれて：６　情報編　求められる長期的支援(6月22日)
・（学びを語る）虐待防止へ学校の役割　チーム組んで連携した対応を　西野緑さん
（6月25日）

・警察への「匿名通報」最多８８２５件　ウェブ利用増加（6月26日）
＊毎日新聞

・白骨遺体:厚労相　子供の安否確認「文科省と連携深める」（6月3日）
・いじめアンケ:県内公立校、「被害」３割が相談せず　悩みを抱えて孤立化　／熊本（6月5日）
・中３自殺:松竹景虎君が残した夏休みの作文　いじめテーマ（6月6日）
・子どもの貧困対策:「国を挙げて防止」学資援助や就労支援（6月5日）
・子どもの貧困対策:大綱提言案合意　学資援助など盛る（6月6日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜学校は変わったか＞いじめ防止法成立１年／上　長崎・中３自殺　隠蔽体質改まらず(6月11日)
・日本の実力:子供の学力は世界で何位？学力はトップクラスだが、上昇志向は乏しい（6月11日）
・いじめ:「自殺」が中高生６人　防止法施行後（6月11日）
・文科省:児童生徒の自殺、全ての事例調査　有識者会議が指針案（6月12日）
・学校は変わったか:いじめ防止法成立１年／中　山形・中１自殺　遺族の思い反映できず（6月12日）
・発信箱:だれのため？＝落合博（6月12日）
・性同一性障害:学校に相談６０６人　文科省初調査（6月13日）
・教委改革法:成立…首長権限強化　委員の資質向上が課題（6月13日）
・いじめ:現状と対策　他者との共生力を　加害・被害、常に交代　河野銀子・山形大教授（教育社会学）に聞く　／山形(6月13日)
・学校は変わったか:いじめ防止法成立１年／下　「発端」の大津市、模索続く　「過剰」気にせず即応(6月13日)
・傷害致死:知的障害２６歳の犯罪死を見逃し−−愛媛県警（6月13日）
・性同一性障害:相談の子６０６人　児童生徒、文科省調査　学校が障害配慮６割（６月14日）
・児童ポルノ禁止法:単純所持も処罰　改正法成立、被害防止に期待（6月18日）
・クローズアップ２０１４:改正児童ポルノ禁止法きょう成立　単純所持、やっと規制　罰則適用の対象者限定（6月18日）
・子供自殺:「貧困」の影　「経済的困難」が５％、「進路」は１２％　文科省調査（6月20日）
・虐待通告:２０００年以降最多５３５８件　「心理的」５年前の３．５倍　　／埼玉（6月20日）
・子供自殺:「貧困」の影　「経済的困難」が５％、「進路」は１２％　文科省調査（6月20日）

・くらしナビ・ライフスタイル:子ども虐待防止、若者が声　９月の世界会議でフォーラム
（6月25日）

・社説:国際教員調査　先生たちは忙しすぎる（6月26日）
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　怖い薬物、身近にも　／大阪
（6月28日）

＊産経新聞

・障害者の就職、過去最高（6月5日）
・【虐待を越えて　タエコは訴える（１）鬼父】
父に殺されかけて知った「暴力への罪悪感が次の虐待を生む」　断ち切るには謝れ、「好き」だと言え（6月7日）
【虐待を越えて　タエコは訴える（２）恩人】
・命つないだ１０円玉、先生は２７年間心配していた　「私が家族を引き裂いた。タエコは生きているか…」（6月7日）
・問題行動の生徒、「個別指導教室」を設け、“隔離”へ　レベル１～５に分類　大阪市教委、来年度の導入目指す(6月10日)
・ご注意！　高校部活の体罰　指導者を一律１年間停止に　渡辺敦司（6月13日）
・小中高、性同一性障害調査　悩み深刻…自殺未遂や不登校も「学校現場の理解不可欠」（6月14日）
・教育行政の責任明確化　民意反映させ適正運用を　改正法が成立（６月１４日）
・どう変わる？　学校の健康診断　座高など廃止、新たな項目追加も　斎藤剛史（6月16日）
・児童ポルノ単純所持も「１年以下の懲役」　改正法成立、７月施行　摘発急増で規制強化（6月18日）
・マイノリティの子供を支援（6月18日）
・広がるスマホがらみの犯罪　狙われる無防備な子どもたち　斎藤剛史（6月19日）
・即日全件調査、新指針に　全教員から聞き取り専門家も　有識者会議（6月20日）
・子供の自殺、１０人に１人が進路問題　背景調査、文科省が初めて実施（6月20日）
・生みの親が別にいることを知った７歳長男は「お母さん、大丈夫？」と育ての母を気遣った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6月20日）
・なくならぬ「児童虐待」、再発防止策作った直後も被害に悩む和歌山…検察の「情報公開」で状況は変わるか（6月22日）
・「家庭の愛情」知らぬまま育つ「養護施設の子」…“卒業後”もさいなまれる孤独感（6月22日）
・児童ポルノ　恥ずべき社会脱する機に（6月24日）
・学級崩壊させる「問題児」は“特別教室送り”…橋下流「更生プログラム」は“画期的”か“レッテル貼り”か（6月24日）
・里子・施設の子・里親を不安に陥れる「高卒後は自立せよ」…望んでも大学進学できぬ子は多く(6月24日)
・日本の先生、働き過ぎ？　「授業以外」に追われ、仕事時間最長　ＯＥＣＤ国際教育調査（6月25日）
・「親権」の強さに阻まれる「養子縁組制度」…“育てられぬ親”の子の「幸せ」とは何なのか（6月26日）
・アンガーマネジメント　怒りを制御、体罰防止で注目（6月26日）
・児相に虐待捜査情報提供へ　法務省、検察に指示（6月27日）
＊読売新聞

・リベンジポルノ　画像の拡散をどう防止するか（6月3日）
・教員暴力減は本当か（6月6日）
・性犯罪被害者の氏名、被告に伝えない制度導入へ（6月12日）
・性同一性障害の子供６０６人…学校配慮なし４割（6月14日）
・女性の薬物依存断つ　リハビリ施設始動（6月15日）
・「今の学年でいじめ被害」１割…熊本の小中高（6月19日）
・子どもの所在確認に統一基準…神奈川（6月19日）
・子育て支え、虐待防ぐ…保育所に臨床心理士配置（6月18日）
・自殺の小中高生「進路で悩み」１割、いじめは…（6月21日）
・見知らぬ男とＩＤ交換、出会い系アプリ被害増(6月23日)
＊東京新聞

・虐待死の防止　お母さんを孤立させず（6月4日）

・虐待死の７５％見落とし　「要対協」１０年（6月21日）
＊日本経済新聞

・恋人間の暴力、保護命令１～４月51件　改正ＤＶ防止法で対象に（6月29日） 
＊文部科学省
・特別支援教育資料（平成25年度）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1348283.htm
・特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有状況等調査結果の概要（平成25年度）（6月25日）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2014/06/25/1349052_01.pdf
＊内閣府男女共同参画局

・「性犯罪被害者支援に関する調査研究」報告書（6月16日）
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h26_seihanzai_houkoku.pdf
・男女共同参画白書（平成26年度版）「変わりゆく男性の仕事と暮らし」

（概要版）http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/gaiyou/index.html
（全体版）http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/index.html
＊朝日新聞

・児童ポルノ改正法成立へ　所持に罰則、漫画などは対象外（6月4日）
　罰則がなかった単純所持を違法とすることを柱とした児童ポルノ禁止法改正の修正案が自民、民主、維新、公明、結いの５党でまとまり、今国会で成立する見通しとなった。定義があいまいだと批判があった児童ポルノの範囲をより明確化し、漫画、アニメ、ＣＧも調査研究するとしていた付則を法案から外した。修正案は４日の衆議院法務委員会に提出される。

　自民と公明、維新から昨年提出された改正案に、写真と電磁的記録を対象とした児童ポルノの定義の一部が加筆された。「衣服の全部又（また）は一部を着けない児童の姿態であって」と「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の間に、「殊更（ことさら）に児童の性的な部位（性器等若しくはその周辺部、臀部（でんぶ）又は胸部をいう）が露出され又は強調されているものであり、かつ」が入った。定義を厳格にすることで、捜査の対象が拡大される懸念を解消させようとした。

　また自公維案の付則には「政府は漫画、アニメーション、ＣＧなど児童ポルノに類するものと児童の権利侵害の関連性について調査研究を推進する」とあったが、今回の修正案では削除された。「ドラえもん」のしずかちゃんの入浴場面までが児童ポルノになりかねないといった批判があり、漫画家や出版界から強い反発があった。

　電子メールに児童ポルノの画像が添付されるなど、自分が知らないうちに単純所持とされないようにするため、「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持するに至った者」に絞った。法律の適用についても「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意」と書き込まれた。

　単純所持の罰則は、１年以下の懲役又は百万円以下の罰金となる。改正法は施行から１年間は猶予される。衆院法務委に委員を出している５政党が協議会を設け、５月上旬から修正案を検討してきた。

　修正案について、単純所持の禁止を求めてきた日本ユニセフ協会の中井裕真広報室長は「禁止法ができた１５年前から単純保持については議論があった。主要７カ国で合法なのは日本だけだっただけに国際的な水準に近づく」と評価する。

　一方、漫画などの法規制に反対してきた日本雑誌協会の高沼英樹編集倫理委員長（光文社編集管理局長）は「漫画やアニメが対象から外れたことは評価するが、児童ポルノの規定がいまだあいまいなまま、単純所持を禁止するのは大変危険だ」と話している。

http://digital.asahi.com/articles/ASG624HYQG62UTIL01C.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG624HYQG62UTIL01C
・（社説）児童ポルノ　法改正を根絶のてこに（６月10日）
抵抗できない子どもを食い物にする性的虐待を、根絶するはずみにしたい。
　子どもを被写体にしたポルノを所持するだけでも犯罪となる。児童ポルノ禁止法が、そう改正される見通しになった。

　この法ができたのは１５年前だが、これまで処罰の対象は、子どものポルノの製造や販売などだった。自分で見る目的で所持することも違法とするかどうかは、先送りされていた。

　児童ポルノは見過ごしてはならない犯罪である。社会が許容する余地をなくすためにも、今回の改正は支持できる。

　日本はかねて、世界に出回る児童ポルノの主生産地として国際的に批判されてきた。

　９９年に法が施行された後も、被害はやまないどころか増えている。警察庁によると、昨年までの１０年で製造・流通などでの送致件数は約８倍、特定された被害者数は約９倍になった。

　もはや、作り手や売り手だけでなく、買い手も処罰することで、需要そのものを断ち切るしかない。日本を除く主要７カ国（Ｇ７）は、すでに所持を犯罪としている。

　仮に子どもに性的な関心があっても、心の内にとどまる限り法が入り込む余地はない。

　しかし、児童ポルノの製造過程には、子どもへの強姦（ごうかん）、強制わいせつなど性的虐待があり、児童ポルノはその記録だ。

　虐待された被害に加え、だれかが所有すれば、被害者の屈辱は半永久的に続いてしまう。

　悩ましいのは、児童ポルノの定義にあいまいさが残ることだ。とくに「性欲を興奮・刺激するもの」という規定は今後の論点の一つとなろう。

　ふつうの人が性的興奮を感じなくても、性犯罪があったことを疑わせる写真や画像もある。小児性愛が背景にある犯罪を防ぐには、性欲を指標とするより性的虐待の記録となるものこそ規制すべきだとの指摘もある。

　法がどこまで実効的にはたらくか。規制の範囲が適切かどうか。捜査当局は運用のなかで不断に検証していくべきだ。

　国会の議論では、児童ポルノと重なる漫画・アニメ・ＣＧなども規制すべきか調査研究をする付則を入れることも検討されていた。表現の規制につながる問題であり、最終的に見送られたのは妥当だ。

　まずは被害者をなくす観点から取り組むべきだろう。

　親や近親者から被害を受けるケースもある。警察や児童相談所などが連携して子どもを守るとともに、被害にあった子を長期的に見守る態勢も必要だ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11181041.html?_requesturl=articles%2FDA3S11181041.htmlamp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11181041
・（彼女の事情）児童養護施設で育った・畑山麗衣　幸せな家族、つくっていく　女子組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6月5日）

　◇父母との縁は薄くても、濃い愛情を知っている。そんな私が紡ぐ道。

　■１８歳で現実直面

　《生後まもなく両親から離れ、施設で育った。１８歳で退所し、新しい家族を得たいま、願うことは――。》

　

　大学卒業を間近にした今年の２月、２２歳になった日に結婚しました。“相方”は二つ上の大学の先輩です。

　大学の友達や先生が会費制のパーティーを開いてくれました。ウエディングドレス姿を見てほしい、と思ったのは親代わりになってくれたグループホームの「兄さん」「姉さん」夫婦。そして一緒に育った子どもたちでした。

　父に施設に預けられてから、両親と暮らしたことはありません。「かわいそう」と思われがちだけど、愛されて育ったと自信をもって言えます。習い事をさせてもらって、向き合ってもらって。今も数カ月に一度、帰ります。

　厳しい現実に直面したのは、大学に入って、１８歳で一人暮らしを始めてから。保証人になってくれる親がいない、と携帯電話の機種変更もアパートの引っ越しも断られて。悔しかった。

　■若者の進路応援

　《大学進学の動機は途上国の子どもの助けになることを学びたくて。その後、目線は国内にも向いた。》

　障害者の作業所と縁ができたりするうち、しんどい状況の子は日本にもたくさんいることに改めて気づきました。私が育った施設のように、子どもの意思を尊重してくれる所ばかりじゃないことにも。

　今は、若者の進路や就労支援の相談員として働いています。「うちはお金がないから」と将来に夢をもてない子。養護施設出身の子。情報を取りにいけない人たちのサポートをしたい。

　学びたいのに学べない、働きたいのに働けない。そんな社会は納得がいかない！　人って、たとえ同じものでも、押しつけられたものではなく、自分で選び取ったものならがんばれるんじゃないかな。

　穏やかな“相方”からのプロポーズの言葉は「世界一幸せな家族になりましょう」でした。いずれは、大好きな子どもたちとも暮らしたい。授かれたらうれしいし、授からなくても、「家」を知らない子たちと一緒に。

　だって、血がつながらなくても家族になれること、私は知っていますから。

　（取材・松尾由紀　写真・伊藤菜々子）

　◆元気のもと

　＜絵を描く＞　ペンと紙を見るとうずうず。色鉛筆もあればうれしい。思いついたものを描くだけで落ち着くし、気分転換にもなる。

　◆１８歳のわたしへ

　笑ってたって、しんどいのはばれてんで。みんな、「もっと頼ってほしい」って思ってくれてるんだよ。

　　　　　＊

　１９９２年　大阪生まれ。乳児期に神戸市の乳児院へ。以降、併設の児童養護施設や、より小規模なグループホームで暮らす

　２０１０年　関西学院大に入学し、一人暮らしを始める

　２０１４年　結婚。大学卒業後、若者の就労支援などをする社団法人に就職

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11175144.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11175144
・子の貧困対策で数値目標提言　有識者検討会（6月6日）
　子どもの貧困対策を進めるために政府が初めて作る「大綱」に向けて、有識者検討会が５日、提言をまとめた。進学率改善などの数値目標の設定のほか、児童扶養手当拡充など経済的支援の強化を求めた。政府は提言をふまえて大綱をまとめ、７月末にも閣議決定する予定だ。

　検討会は４月から議論を始めた。困窮家庭や児童養護施設で暮らす子どもの進学や保護者の就職を支援する制度の課題のほか、貧困の実態を把握するための調査手法も話し合ってきた。

　困窮家庭で育つ子どもの大学進学率、学校に配置するソーシャルワーカーの数などを指標とし、政策効果を検証することを提言。また無利子奨学金など学費支援の拡充や、児童扶養手当の支給年齢延長や増額などを盛り込んだ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11175588.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11175588
・虐待、繰り返される実情　一時保護の子ども、半数再被害（6月9日）
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児童相談所に一時保護された子どもの過去
　親の虐待などで児童相談所（児相）の一時保護所に入所した子どもの半数近くが過去に保護された経験があることが、日本子ども家庭総合研究所の調査でわかった。保護した後の児相の取り組みが親子関係の改善につながらず、虐待が繰り返される実情が浮かんだ。

　研究所は社会福祉法人恩賜財団母子愛育会に所属し、７０年以上子どもや家庭の保健・福祉などを研究している。研究所によると、全国の一時保護所に入所する子どもの実態を調査したのは日本初という。

　研究所は２０１３年８～１１月、全国１２９カ所の一時保護所に対し、同年８月に３日以上入所していた子どもについて尋ねた。１２０カ所が回答し、１０８８人が該当した。

　このうち６１・８％が過去に児相とかかわりがあり、平均３・２７回にのぼった。４５・７％は一時保護歴があり、過去に平均２・８４回保護されていた。２５・２％は児童養護施設や里親などに預けられたことがあり、平均１・６６回だった。

　７６・６％は過去も含め何らかの虐待を受けていた。３７・２％はきょうだいが虐待されていた。きょうだいの不審死も１１件あった。

　調査した和田一郎・主任研究員は「一義的には子どもを保護した後の、児童相談所の対応の失敗」と言う一方で、「法制度を変えない限り再被害は防げない」と指摘する。「長く暮らせる児童養護施設などに子どもが入所するには親の同意が原則必要で、家に帰さざるを得ないことが多い。虐待しないよう親を指導するのも難しいのが現状だ」

　元児相所長の津崎哲郎・花園大特任教授（児童福祉論）は「子どもを保護した児相が子どもを取り上げられた親を対立構造の中で指導しても改善は望みにくい。米国では司法、英国では親の代理人を含む専門家会議が親の指導内容を決める。日本も調整機能を担う人が２者間に入る仕組みが必要だ」と話している。（編集委員・大久保真紀）

　　　　　◇

　〈一時保護所〉　虐待などで心身が危険な状態にあるなど緊急の保護が必要な子どもを児相が一時的に保護する施設。保護対象は虐待を受けた子どもが多いが、非行少年や保護者がいない子どももいる。１２年度の保護件数は２万７７７件。入所期間は原則２カ月までで、その後は児童養護施設や里親などに預けられたり家庭に戻ったりする。

http://digital.asahi.com/articles/ASG667QH1G66UTIL048.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG667QH1G66UTIL048
・男児遺棄、見逃した行政　縦割り解消、機能せず　厚木（6月11日）
パートで斎藤理玖君（当時５）の白骨遺体が見つかった事件では、亡くなる前から市や児童相談所が異変に気づきながら情報共有せず、親の育児放棄を見逃していた。縦割り行政解消のために設けた組織も機能していなかった。

　２００３年６月、当時２歳の理玖君への児童手当の支給手続きが途切れた。前年までは父親名義の申請書類が市に提出されていた。市の市民健康部も３歳６カ月健診の未受診を把握。だが、いずれの情報も部課内にとどまった。

　厚木児相は０４年１０月、午前４時に裸足に紙おむつ姿で路上にいた理玖君を保護した。体のあざも母親を嫌がるそぶりもなく、「迷子」と判断した。剣持道子副所長は「情報共有できていれば、虐待事案に切り替えられたかもしれない」と話す。

　「三つの情報が集まれば理玖君を助けられた可能性がある。児相や市が互いに『情報を出す』という意識を徹底しないと虐待は防げない」。ＮＰＯ法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワークの山田不二子理事長は指摘する。

　神奈川県警によると、理玖君は０６年１０月～０７年１月に死亡したと推定される。遺体発見まで７年以上、放置されていた背景にも行政の連携不足がみられる。

　０５年４月に施行された改正児童福祉法で、市町村が虐待と認識する子どもの情報を児相などと共有するための「要保護児童対策地域協議会」（要対協）を設置する努力義務が盛り込まれた。厚生労働省によると、０９年４月の再改正では、虐待リスクも把握できるように「定期健診が未受診」など、虐待の判断に至らない情報の共有も求められた。

　再改正後の昨年５～１０月、市教委はアパートを計６回訪問。いずれも留守で同年１２月には父親と勤務先で面会し、「生きている」と言われたが、理玖君には会えなかった。児相も１２年３月、理玖君が小学校に通学していないことを確認していた。だが、こうした情報が厚木市の要対協で報告されることはなかった。

　県は第三者委員会を立ち上げ、児相や市、市教委の対応の検証を進めている。

　虐待防止に取り組むＮＰＯ法人「シンクキッズ」の後藤啓二代表理事は「具体的な情報を共有しようという意思が行政機関には無い。情報を共有し、子どもに会って安全を確認し、継続的にフォローする措置を明確に定める法律が必要だ」と話す。

　（倉持裕和、竹野内崇宏）

　■か細い声で「パパ」、最後の姿　県警、殺人容疑の適用検討

　理玖君への保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された父のトラック運転手、斎藤幸裕容疑者（３６）が神奈川県警に供述した内容から、育児放棄から死亡に至る経緯が浮かんできた。

　県警への斎藤容疑者の説明では、２００１年５月、妻（３２）と厚木市のアパートで暮らし始めた。まもなく理玖君が生まれた。夫婦間はぎくしゃくしていた。妻が０４年秋ごろに家を出ると、夜勤をしながら週５日は帰宅し、理玖君にパンなどを与えていたという。

　だが、飲食店勤務の女性と交際を始めると、育児がおろそかになった。「女性に気持ちが傾いた」。理玖君はあばら骨が浮き出るほどやせていった。

　０６年夏以降は帰宅回数が週１、２回に減った。１０月ごろ、最後に生きている姿を見たときには自力で立てないほど衰弱し、か細い声で「パパ」と呼び続けていた。「怖くなり、１時間もしないうちに出た」。１週間後に戻ると死んでいた、という。

　また、「このままでは死んでしまうと思った」「（育児放棄が）ばれるのが怖くて病院に連れて行けなかった」とも話しており、県警は殺人容疑の適用も検討している。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11183087.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11183087
・教委制度見直し、来年４月施行へ　改正法が成立（6月13日）
　教育委員会制度を見直す改正地方教育行政法が１３日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。２０１１年の大津市のいじめ事件で教委が十分に機能しなかったと批判されたことを受け、自治体の首長の教育行政への関与を強める内容。１５年４月に施行される。

　改正法では、首長は教育委員とともに総合教育会議を構成し、教育の大方針である「大綱」をつくる。大綱に従って教育委員会は教科書採択や教員人事といった教育行政を執行する。

　また、教委の会議を代表する教育委員長と事務局を率いる教育長が一本化され、「新教育長」となる。首長から任命され、教委の全業務をとりまとめる。

　参院の委員会審議では、総合教育会議で首長と教委が十分に協議・調整を図ることや、地域住民の意向が大綱に反映されるよう努めることなどが付帯決議として採択された。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11188619.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11188619
・教委制度、６０年ぶり転換　首長関与強化、改正法成立　文科省、留意点通知へ（６月１４日）
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教育行政の仕組み
　教育委員会制度が約６０年ぶりに大きく転換する。教育への自治体の長（首長）の関与を強める改正地方教育行政法が１３日、参院本会議で可決、成立した。施行は２０１５年４月。文部科学省は首長が暴走しないようにすることなど運用面での留意点について、７月にも各自治体に通知する。

　参院では、首長が設ける「総合教育会議」や、そこで教委と話し合ってつくる教育行政の方針「大綱」などを通じて首長が教委に介入し、現場の混乱につながる恐れが指摘された。

　総合教育会議の議題について、下村博文文科相は１２日の文教科学委員会で教科書採択や教員人事などを念頭に「協議対象として適切でない事項は、通知や説明会を通じて丁寧に周知したい」と答えた。首長が大綱策定にあたって教委と十分に協議、調整する必要性なども通知に盛り込む方針だ。

　改正法では、首長は総合教育会議を主宰して教委とともに大綱を作成したり、事務局を率いる教育長を直接任命したりできるようにした。教委の一員である教育長も、会議を代表する教育委員長と一本化することで権限が強まった。

　一方、教委の会議は「教育の政治的な中立性を担保するため」として、引き続き教育行政の執行機関とされた。教育長に対しても、教育委員の３分の１以上が求めれば会議を招集させることができる。下村文科相は１３日の記者会見で、教委の執行権限を残したことについて「バランスのとれた改革になった」と話した。

　■教委の活性化策、示されず

　教育委員会制度の見直しのきっかけの一つは、１１年に起きた大津市のいじめ自殺事件だった。教委は事実究明が後手に回り、形骸化していると批判を受けた。

　その教委は今回の改正で残ったが、活性化策は示されなかった。大津市の問題や大阪市立桜宮高校の体罰事件で「教育委員に情報を正確に伝えなかった」と批判された事務局の改革も、盛り込まれなかった。

　教委はどうあるべきか。　首長は「住民全体の民意」を代表する存在として総合教育会議を開けるようになる。

　それに対し、教委は「教職員、親、子ども、地域住民ら『教育の当事者の民意』をふまえるべきだ」と言うのは愛知県立大の坪井由実（よしみ）教授（教育行政学）だ。「各校に彼らでつくる協議会を置き、その代表からなる教育審議会を教委の下に設けてはどうか」と提案する。

　新しい制度を自治体の長、教育長、教育委員、そして住民がどう使いこなすかが問われている。（高浜行人、編集委員・氏岡真弓）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11189003.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11189003
・大阪）性犯罪の証拠物　取り扱いマニュアル作成へ（６月１４日）
　女性に対する性犯罪が全国最多を記録する大阪。府は、府警や民間の支援団体などと７月上旬にワーキングチームを立ち上げ、加害者の体液など性犯罪の証拠物に対する取り扱いマニュアルを作る。証拠物を確実に採取して加害者の早期検挙につなげるほか、被害者に配慮した方法を医療機関に知らせるのも狙いだ。府によると関係機関で統一したマニュアルを作るのは全国初の試みだという。

　府警のまとめでは、昨年の認知件数は強姦（ごうかん）が２０９件、強制わいせつが１３３４件でいずれも全国最多だった。ただ、強姦罪や強制わいせつ罪の場合、被害者の告訴が必要な親告罪にあたり、告訴するまでに時間がかかる場合がある。

　性暴力の被害を受けた女性の相談や診察に阪南中央病院内で２４時間体制で応じている民間の「性暴力救援センター・大阪（通称ＳＡＣＨＩＣＯ）」によると、２０１０年の発足から今年３月までに計７７９人が訪れ、うち６割の５００人が未成年だったという。

　ＳＡＣＨＩＣＯでは被害者が直後に告訴を望んだ場合は、府警に連絡して警察が指定する産婦人科などで証拠物を採取する。また、そうでないケースでも、しばらくたってから告訴を望んだ場合に備え、ＳＡＣＨＩＣＯでは被害者の了解を得て、独自の方法で直後に体液などの証拠物を採取、保管してきた。

　一方、被害者が近くの産婦人科に駆け込んだ場合、多くの医院は証拠物を保存する設備を持ち合わせていないという。府治安対策課によると、被害者自身、保存するということに思いが至らない場合も多く、被害を受けてしばらくしてから告訴した場合、証拠物が無く、検挙の可能性が下がることがあるという。

　こうしたことから、府では府警や弁護士、法医学の専門家、産婦人科医、ＳＡＣＨＩＣＯなどとワーキングチームを立ち上げ、加害者の体液など証拠物をどのように採取・保管すれば加害者の検挙につながり、裁判で証拠として採用されるかなどを検討するという。

　ＳＡＣＨＩＣＯのスタッフの高見陽子さん（６１）は「警察や司法関係者、産婦人科医と連携して統一マニュアルができれば心強い。作る過程で被害者の苦しみを伝え、性犯罪の被害の深刻さを伝えたい」と話す。

　高見さんによると、被害直後の警察による事情聴取が長時間に及び、被害者の苦しみがさらに増すこともある。また医師から「夜にそんな格好で歩いているから被害に遭うんじゃないか」などの心ない言葉を言われ、さらに傷つくこともあるという。

　マニュアルには被害者に対する配慮の必要性も盛り込んで年度内にまとめ、関係機関に周知するという。マニュアル作りは内閣府の今年度の性犯罪被害者を支援するモデル事業として実施する。（京谷奈帆子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG5Z5T1ZG5ZPTIL02R.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG5Z5T1ZG5ZPTIL02R
・所在不明児、見逃さない　各地の自治体が対策（6月15日）

　虐待死が相次ぐ「所在不明児」をなくすため、各地の自治体が対策に乗り出している。神奈川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E5%B8%82.html" \o "厚木市のトピックスを開く" 厚木市で男児が白骨遺体で見つかった保護責任者遺棄致死事件は、行政が情報共有や所在確認を徹底していれば防げた可能性も指摘される。組織間の連携や専任保健師の配置など、幼い命を見守る態勢づくりが進む。

　■専任の保健師が訪問　愛知・豊橋

　愛知県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82.html" \o "豊橋市のトピックスを開く" 豊橋市のアパートを１１日、４０代の保健師が訪れた。３歳児健診に来なかった子どもの部屋の呼び鈴を鳴らしたが、応答はない。電気メーターがゆっくり回っていた。《心配しています。連絡をください》。郵便受けに手紙を入れ、次の家に向かった。

　昨年４月から市が配置している「ハイリスクケース」専任の保健師３人のうちの一人だ。健診を受けず、地区担当の保健師が複数回、電話や訪問をしても会えない家庭を受け持つ。

　配置のきっかけは２０１２年、所在不明だった４歳女児が衰弱死し、両親が保護責任者遺棄致死罪で有罪判決を受けた事件だ。

　「あの時もっと捜していれば」。この専任保健師は悔やむ。０５年夏、地区担当として女児が生まれる前の家庭を訪ねていた。兄が生まれ、「母親が支援を希望している」と病院から連絡があった。だが、住所が間違っていて親子に会えず、住所を調べ直して再訪することもなかった。

　地区担当は約１０人で年間延べ約１５００人を訪ねていた。「助けを求める母親が多すぎ、会えない子は『後回し』だった」。親子はその後に転居し、居場所がつかめなくなった。

　今は子どもの顔を見るまで何度でも足を運ぶ。「事件を二度と起こさない」

　厚木の事件と同様に、豊橋の事件でも市の縦割り行政が批判された。保健所は女児と兄の未受診、小学校は兄の未入学を把握。いずれも自宅訪問できょうだいに会えなかった。だが各部署は情報を共有せず、虐待と認識していなかった。

　その反省から市は通学や児童手当の支給の有無などの情報共有の徹底を呼びかけ、部署間の情報照会の仕組みを整えた。情報をパソコンで一覧できるシステムも今月、導入する予定だ。

　所在不明だった６歳女児の虐待死が昨年４月に発覚した横浜市。事件を機に所在不明児を改めて調べると、両親と車で転々と暮らす子が見つかった。麻薬中毒の母親に連れられて行方不明になった子もいた。虐待を担当する市こども家庭課は「所在不明自体を虐待ととらえなければいけないとわかった」。

　横浜市は今年４月から、市内各区で未入学や長期欠席の児童・生徒を把握する戸籍課が虐待担当部署に報告する仕組みを導入した。児童相談所とも連携して居場所を調べ、それでも突き止められなければ警察に捜索してもらう。

　■商品券渡し、母親と接点　奈良・宇陀

　所在不明になる前に、親との関係を築くことを重視する自治体もある。

　東京都港区は１１年度、非常勤の専任保健師２人を年間計２６４万円で雇った。２人は地区担当の保健師１４人とともに対面確認を始め、１２年度に乳幼児健診を受けなかった全９６１人の所在を確認した。うち約３０件を「要支援」の家庭と判断し、託児サービスや母親の交流会につなげた。

　鍵は「保健師と母親との信頼関係」と担当課。未就学児がいる家庭の半数以上が居住３年以内の「新住民」だ。母親の孤立を防ぐため、母子手帳を渡す時から担当の保健師を決める。

　最近、出産したばかりのある母親が電話にでなくなった。担当保健師は妊娠中から何度も相談に乗っていた。出向くと家に入れてくれた。うつの兆候が出ていた。「ドアを開けてもらえる関係が重要です」

　山あいに３万３千人が暮らす奈良県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%87%E9%99%80%E5%B8%82.html" \o "宇陀市のトピックスを開く" 宇陀市。昨年度から生後２カ月の子どもがいる親に対し、予防接種の説明会後、出産祝いの１万円分の商品券を手渡している。この取り組みを通し、昨年度は新生児１４８人全員の所在を確認した。今年度は１６０万円の予算を確保している。

　市福祉保健交流センターで９日にあった説明会。座布団に寝かせた赤ちゃんを囲み、母親１６人が車座になった。福本直美さん（３３）はスマホを取り出し、隣り合った２人と連絡先を交換した。１年前に大阪府から越してきたばかり。「ママ友ができてうれしい」

　保健師の植松秀香さん（４２）は「過疎化で周りの住民が減り、親子が孤立しやすくなっている。行政が関わるだけでなく、母親同士が助け合える関係を築けるようにしたい」と話す。（田中聡子、古城博隆）

　■行政は危機感を

　ＮＰＯ法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク・山田不二子理事長の話　地域の人間関係が希薄になり、周囲の大人の目が子どもに行き届かなくなっている。また、虐待する親は社会とつながりを持たない傾向があり、親子がいなくなっても気づかれにくい。所在不明児は家庭内暴力からの避難など虐待ではないケースも少なくないが、子どもの命を守るために、行政は「虐待が潜んでいる」という危機感を持ち、実態を把握して対策を考える必要がある。

　◆キーワード
　＜所在不明児＞　乳幼児や未就学児の健診に姿を見せず、行政が居場所を把握できない子ども。文部科学省によると、１年以上所在が分からない小中学生は昨年５月時点で７０５人。虐待による死亡が相次いだことを受け、厚生労働省も今年４月、所在の分からない１８歳未満の人数や市町村の対応状況について、初の全国調査を始めた。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11190887.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11190887
・いじめをなくせ　「反いじめの日」の取り組み（6月15日）

　シドニーの知人から、「娘が通っている小学校で、いじめがあるようだ。学校が親に情報提供を呼びかけている」と聞いた。調べてみると、全国調査では４人に１人が「なんらかのレベルのいじめを受けた経験がある」と答えたという。また、特にいじめが多いのは、小学校高学年と中学１年だという調査結果もあるそうだ。

　オーストラリア政府は２０１１年から、毎年３月の第３金曜日を「いじめと暴力に反対する行動日」と定めてさまざまなイベントを行っている。４回目となった今年の３月２１日には、全国で２１００以上の学校に在籍する９６万人以上の児童・生徒が寸劇をしたり、ゲストを招いた講演会を開いたりした。

　「反いじめの日」とは何だろうと思い、当日、ニューサウスウェールズ州立の南シドニー高校を訪ねた。教師らによると、この学校に通う多くの生徒の家庭は、ごく普通の中流階級で、アジアやヨーロッパなど多民族の背景を持っているという。つまり、シドニーではごく一般的な階層だということだ。

　講堂では、生徒たちが企画して作った短い映画が上映されていた。無視をしたり、集団で仲間はずれにしたりすることもいじめだと訴える内容だ。生活担当の教師によると、「一番難しいのは、『いじめ』をどう定義するか」だという。「我慢してしまう子が多いので、教師としては日ごろから声をかけて、生徒にとって話しやすい存在であるように努めている」ということだった。

　具体的に、どんないじめがあるのか、生徒たちに聞いてみた。日本でも問題になっているが、こちらでも最近多いのは、「サイバーブリーイング（インターネット上のいじめ）」だという。これは、加害者がオンラインで見知らぬ生徒を中傷する、いわば流しの「トローリング」とは異なり、加害者と被害者が同級生や上下級生同士であるなど、すでに知り合いであることが多いそうだ。

　同校で生徒会役員を務めるアンドリュー・ホアンさんとレベッカ・ミルン・ミュラーさんに話を聞いた。「携帯電話はだいたいの生徒が持っているから、サイバーブリーイングはいつでも起きうる。反いじめの連帯を示すためにミサンガを手首に付けたり、生徒同士で話し合う場を積極的に設けたりしている」という。

　どれも、日本でも良く聞く話だった。当たり前のことなのかもしれないが、どこの国にもいじめは存在するのだ。（郷富佐子＝シドニー）

http://digital.asahi.com/articles/ASG5R3FHNG5RUHBI013.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG5R3FHNG5RUHBI013
・（社説）若者の意識　「どうせ」のその先へ（6月17日）
　「『自虐史観』を植えつけられて、若者が自国に誇りを持てなくなっている」

　「行き過ぎた個人主義がはびこり規範意識が低下している」

　こう熱心に主張される向きには、まずは安心して頂きたい。

　閣議決定された今年の「子ども・若者白書」は、日本、韓国、米国、英国、ドイツ、フランス、スウェーデンの計７カ国で、１３～２９歳の男女約千人ずつを対象に昨年実施したインターネット調査の結果を掲載した。

　「自国人であることに誇りを持っている」と答えた人の割合は、日本が７０％。米国、スウェーデン、英国に次いで高く、「自国のために役立つと思うようなことをしたい」は５５％でトップだった。一方「他人に迷惑をかけなければ、何をしようと個人の自由だ」は４２％。他国平均は約８割なので極端に低い。

　調査で若者意識すべてをつかめるわけではないが、気になるのは「自分自身に満足している」と回答した人の割合が日本は４６％で最下位だったことだ。他の６カ国は７割を超える。

　日本人であることの誇りが、自分自身への満足を大きく上回るという日本だけのこの傾向をさて、どう考えたらいいのか。

　いまを生きる子どもや若者の意識からは、目に見えない、この社会の「気分」を感じ取ることができる。正解はない。ただ、基調には「どうせ」が漂っているように思えてならない。

　「自分の将来に明るい希望を持っている」（６２％）、「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」（５２％）、「社会をよりよくするため、社会における問題に関与したい」（４４％）、「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」（３０％）。すべて日本が最下位だ。

　「どうせ」は便利だ。高望みしなければ、失望せずに済む。低成長時代に適合した、「幸せ」な生き方だとも言える。

　だが、「どうせ」が広がると、本来は自分たちの手でかたちづくっていくはずの社会が、変わりようのない所与のものとして受けいれられてしまう。

　人は社会のなかで役割を担い、そのことを通じて人に認められたいという欲求を満たし、生きている実感を手にできる。「どうせ」な社会はおそらく、その機能を持ち得ないだろう。

　「どうせ」なんかじゃない。

　彼らよりも長く生きている「大人」がそれを示せるかどうかが、まずは問われている。「そんなキレイゴトじゃ、どうせ何も変わらないんだよ」で、片付けてしまわずに。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11193493.html?_requesturl=articles%2FDA3S11193493.htmlamp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11193493
・交流サイトに潜む危険　「本音で話しやすい」落とし穴に（6月19日）
　見知らぬ人と交流できるインターネットのサイト。熊本県の県立高校の女子生徒が殺害された事件でも、逮捕された赤石弥（わたる）容疑者（４７）と女子生徒は、それを通じて知り合ったとされる。画面の向こうの「誰か」とは本音で語りやすいことに落とし穴がある、と専門家は指摘している。

　捜査関係者によると、２人が知り合ったサイトは「コミュニティーサイト」とみられる。複数の人が質問や相談、返事を書き込む形式で、２人はサイトを通じ、いろいろな相談をしていたという。

　コミュニティーサイトはフェイスブックといったソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）やツイッター、ゲームサイトなど、見知らぬ多くの人と交流できるサイトを指す。異性間の交流を目的とした出会い系サイトと違い、より気軽に参加でき、幅広く利用されている。

　内閣府によると、２０１３年度の高校生約５００人を対象にした調査では、携帯電話・スマートフォン所有率は９７・２％。このうち９６・７％がインターネットを利用しており、その浸透ぶりがうかがえた。

　ＮＰＯ法人子どもとメディア（福岡市）の山田真理子・代表理事は「本音はネットでしか言えない」という声を子どもたちからよく聞くといい、「日常的に話を聞いてくれる人がいないと、ネット上で意見を認めてくれる人を大事に思ってしまう」と話す。

　だが、顔が見えず、サイトによっては匿名でやりとりが可能なだけに、危険もつきまとう。

　警察庁によると、コミュニティーサイトを利用して性犯罪などの被害に巻き込まれた１８歳未満の少女らの数は昨年、１２９３人。前年より２０％増え、摘発した事件も３８％増の１８０４件で、ともに統計を取り始めた０８年以降最多だった。

　兵庫県立大の竹内和雄准教授（生徒指導論）によると、昨年１２月に兵庫県内の中高生１３５８人に「ネットで知り合った人と実際に会った」かどうか尋ねたところ、携帯電話利用者の３％、スマホ利用者の１６・９％が「実際に会った」と答えた。女子高校生に限ると携帯電話１１・１％、スマホ２９・５％に達した。

　竹内准教授は「初めは危険と思っていても次第にまひしてくる。子どもには犯罪に遭う恐れなどネットの怖さや利用のモラルを口酸っぱく伝える必要がある」と話したうえで、「『携帯、スマホはだめ』では解決しない。使い方を親も一緒に考えるのが大事だ」と言う。

　今回の事件を受け、熊本県教委は１７日、犯罪に巻き込まれないための指導を徹底するよう、学校に通知を出した。生徒が出会い系サイトを利用したり、ネットに個人情報を載せたりしたことがあるかを初めて調査するほか、保護者に家庭でのルール作りを呼びかけるという。

■父親「一日も早く真相を」

　「親としては、一日も早く真相が判明し、刑が確定することを願っております」。赤石容疑者の逮捕の報を受け、女子生徒の父親は弁護士を通じて談話を発表した。

　女子生徒の中学時代の同級生の男性（１７）は「言い訳をせずに全部話してほしい。ちゃんと罪を償って」と憤った様子で語った。友人の女子生徒は「犯人に対しては怒りしかない。本当のことが分かるかと思うと安心した」と話した。

　女子生徒が通っていた県立高校は校長名の談話を出した。「夢を抱きながら青春を謳歌（おうか）していた未来ある生徒が、事件に巻き込まれ、人生を全うできなかったことが無念でなりません」と悼んだ。その上で、「真相が明らかになることを願うとともに、生徒たちが安全で安心な生活ができるように取り組んでまいります」とした。

http://digital.asahi.com/articles/ASG6L4T7VG6LTIPE01L.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG6L4T7VG6LTIPE01L
・（インタビュー）頼りにくい社会を変える　熊谷晋一郎さん（6月21日）

　所在不明のまま衰弱死した幼児、ネット登録のベビーシッターのもとで起きた死亡事件、認知症高齢者の大量行方不明。救いの手を求めることはできなかったのか、と思わずにいられない出来事が続く。脳性まひで車いす生活を送る熊谷晋一郎さんは、日本社会に今必要なのは「自立と依存をめぐる考え方を大胆に更新させること」だと語る。

　――自立と依存、どこに問題があるのでしょう。

　「二つの言葉は普通、対の意味で考えられていますよね。たとえば健常者は自立し、障害者は他人の介助に依存している、というふうに。英語でもｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ、ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅです。しかし本当に対の関係でしょうか」

　「健常者が他人の助けを借りずに生活できているのは、多数派にあわせて設計された社会システムのおかげです。下支えするモノや制度、つまり依存先が多い。逆に障害者は、依存先が極端に限られている。本来、人は何かに依存しなければ生きられないのだから、自立は錯覚です。問題は依存先の数の差です」

　「依存先の数が限りなく増えた先に自立が実現する。ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅより、ｍｕｌｔｉ‐ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅの方が適切ではないかと思います。私はそれを『依存先の分散』と呼んでいます」

　――こうした問題意識を抱いたきっかけは。

　「直接的には、東日本大震災でした。研究室からあわてて逃げようとしたら、エレベーターが動かない。幸い親しい同僚が駆けつけてくれ、車いすから私の体を降ろし、背負って階段を下りてくれました。エレベーターという移動手段しか、自分にはない。ものすごくダメージが大きな経験でした」

　――生い立ちも関係ありますか。

　「はい、相当に。高校まで山口県にいて、両親の手厚い介助のもとで過ごしました。普通学級に通ったのですが、母は常に控室に待機し、トイレから食事、移動など私のすべての生活をサポートしてくれました。そしてリハビリ。脳性まひが治るという、欧州で流行していた方法に則して、母と猛特訓を重ねました」

　「でも成長するにつれ、不安になるわけです。母が死んだら自分はどうなるのか。とにかく母と距離を置く必要があると、一人暮らしを決め、大学入学を機に上京しました」

　――様変わりでしたか。

　「毎日が発見、でした。障害者の自立生活運動の先輩たちに一人暮らしのノウハウを聞いて部屋をバリアフリーにし、手すりをつけました。数十人の介助の手も確保しました」

　「何より、初めて手にした自由でした。好きな時間に酒を飲んでメシを食って。リハビリもやめて。もちろん失禁するわ、トイレははって行かなきゃならないわで不便はある。でも世界がまったく違って見えた」

　――将来への不安も消えた？

　「楽観していました。ところが医学部を卒業し、小児科の研修医１年目で壁にぶつかった。自由に動かない私の手と腕では、採血の注射が打てなかったのです。患者の親から、主治医を代えてくれと言われたこともありました」

　「ショックでした。生まれて初めて『障害がなかったらよかった』と思いました。自分のような者が医者をしていていいのかと周りに助けも求められなかった。１００円ショップで買った雑貨で自助具を作ったりして、もう悪循環ですよ。状況が開けたのは職場を変わってからです」

　――どう打開したのですか。

　「非常に多忙な病院で、いきなり当直を任されました。私は、これはできません、こちらを手伝ってもらえればここまでできます、と申し出た。注射に介助スタッフがつきました。あとで知ったことですが、チームで乗り切るために、同僚たちがサポート態勢を話し合ってくれた」

　「自分一人ではすべてできないと示すこと、助けてもらう依存先を多くもつこと。自立と依存の考えの核は、このとき固まりました」

　　　　　　＊

　――勇気づけられるお話ですが、障害に限らず様々な問題を抱えた人たちが、社会的な場で自分が弱者だと申し出ることにリスクを感じています。排除されないか、自己主張しづらくならないか、と。

　「確かに、弱さをあらわにすることは、相手に支配されるリスクを伴います。依存と支配とは紙一重ですから。力でねじ伏せる支配にせよ、庇護（ひご）的で狡猾（こうかつ）な支配にせよ」

　「弱者の権利を保障する社会制度が一定程度整ってきた結果、逆に平等の認定が難しくなりました。私の研修医１年目の失敗もそうでしたが、自分のニーズも、周囲の配慮も、何が合理的な範囲なのか、わからない。個別に事情は違いますし、平等とは何かの解がないからです。そういう中、たとえば人間関係が築けずヘルプを出せない人を排除する動きも出てきている。職場での自立は、正直、私も完全に実現できたわけではなく日々、格闘しています」

　――多くの依存先を確保しようという提言はわかりますが、数を増やせばいい、というものでもないのでは。質の問題ではありませんか。

　「質が大切なのは否定しません。ただ、快適さを追求しては危ない。依存先の数だと思います」

　「母との話に戻しましょう。子どものころのリハビリは熾烈（しれつ）で、私が泣き叫ぶので雨戸を閉めてやったほどです。なぜ耐えられたのか。揺るぎない愛情を確信していたからです。一種の共依存と呼べるかもしれません。『産んだのはそっちなのに、なんでこっちが痛い思いをするんじゃ』。そう口走ったとき、いつもはみじんも迷いを感じさせなかった母が一瞬ひるみ、同時に私の中に痛みと苦しみがにじんだのを覚えています。最近、母と昔話をしたら、あの頃は心が折れないように、毎日仏壇に手を合わせていた、と」

　――「無償の愛」と美化されがちな家族介助の足元は危うい？

　「強い絆で結ばれた密室の関係は依存が深まり、すごく怖いことです。介護苦殺人や子どもの虐待など、痛ましい事件は密室のぎりぎりの状態から起こりやすい。だからこそ依存先はできる限り多く、薄く広くが肝心だと言いたい」

　　　　　＊

　――１０年ほど前、障害を前面に出さない「スーパー障害者」に批判もありました。東大卒の熊谷さんも、否定的なまなざしを受けましたか。

　「入学してしばらくたった頃、障害者自立運動の先輩たちから言われました。『みんな、おまえのこと嫌いだった』と。エリート障害者がきたと警戒したらしい。それから酒を飲んでは議論しましたよ。あなただって、障害者全体から見れば恵まれたグループに入るじゃないか、健常者の側とかかわりを持つこともあるだろう。支配構造から免れている人間は皆無だ、と」

　「支配構造は、めまいがするほど複雑です。状況次第で立場も変わる。多くの場合、明確な敵はいないんです。そこで犯人捜しをしてしまうと、問題を単純化、矮小（わいしょう）化して、悪循環になりかねない」

　――政府・与党の医療・介護保険改革は、サービス削減や利用者の負担増を打ち出しました。

　「小児科の現場では、一人で子育てを抱え込みすぎている親に出会います。共同研究をしている薬物依存症の女性たちの話では、幼い頃の虐待の傷から他人を頼れなくなり、過剰な自立心ゆえに薬物に依存していく傾向もあるそうです。社会の至るところで、依存先の数の格差が存在する。自助拡大は明らかにおかしいと思います。再分配を進めるための社会保障を充実させてほしい」

　「ただ、国に体力があった頃と違い、国内総生産（ＧＤＰ）や税率など全体の目配りをしないわけにはいきません。国に主たる責任を求めるのは当然としても、財源確保のアイデアを本気で議論する必要がある。また依存先を増やすという私の主張でいえば、市場やＮＰＯ、地域共同体などに幅広く分散させたほうがいい。国だけに依存すれば、管理されるリスクもありますから」

　　　　　　＊

　――発想の転換が必要だ、と。

　「日本の最も深刻な問題は、政治にインフォームド・コンセント（説明と同意）があまりにもないことでしょう。議論をして、どこに不確実性があり、それでも決定するに至ったのはなぜかを共有する。現状では黙って信じろという医者に手術をされるようで、とても心配です」

　「弱者も与えられるだけの立場に居直らず、専門知識を身につけなければ対等な関係は成立しません。社会保障の財源の議論について、これまではあきらめるか、情念を押し通して終わっていましたが、グランドデザイン作りに当事者が関わることが必要だと思います」

　　　　　＊

　くまがやしんいちろう　東京大学先端科学技術研究センター特任講師　７７年生まれ。東大医学部卒。小児科医。「リハビリの夜」で新潮ドキュメント賞。近著に「ひとりで苦しまないための『痛みの哲学』」。

　◆取材を終えて

　幼いころ数学者にあこがれていた熊谷さんは、非論理的なことを嫌う、理の人だ。政治の体たらくには語気を荒らげて批判した。一方で直感を重んじ、物事の複雑さから目を背けない、繊細で柔らかな感受性の持ち主でもある。「依存先の分散」という一見合理的な提言に、難題と向き合う強靱（きょうじん）な意志と、思索と煩悶（はんもん）の軌跡を見た。（藤生京子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11201301.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11201301
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・（患者を生きる：２５２９）子に希望を　小さく生まれて：６　情報編　求められる長期的支援(6月22日)
　小さく生まれる赤ちゃんが増えている。厚生労働省の人口動態統計によると、出生体重２５００グラム未満の赤ちゃんの割合は、１９８０年５・２％から２０１２年９・６％に増えた。１５００グラム未満は０・４％から０・８％に倍増。高齢出産に加え、若い時期のダイエットでやせた妊婦が増えていることなども、理由として指摘されている。

　一方、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）での救急医療や産科医療が進み、命が助かる赤ちゃんは増えた。新生児（生後４週未満）の死亡率（出生千人あたり）は８０年４・９％から１２年１％に下がった。

　命が助かり、その後退院していく小さな赤ちゃんが増えたことで、成長にあわせて長期的に支援していく体制が求められている。

　小さく生まれると、その赤ちゃんは、病気や障害のあることが少なくない。厚労省研究班は０３～０７年に１５００グラム未満で生まれた３歳児を調べた。約５７００人のうち脳性まひは８％、失明（両側と片側を含む）は１％、補聴器の使用０・８％、言葉や運動などの発達の遅れは１６％で確認された。

　退院するときに目立った障害がなくても、幼稚園・保育園、小学校と集団生活に入っていく段階で、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、自閉症スペクトラム障害、学習障害などの発達障害に対する支援が必要になるケースもある。

　自治医科大小児科・総合周産期母子医療センターの河野由美准教授は「兆候を早く知り、集団生活に適応しやすいように、なるべく早く周囲が対応してあげることが大切だ」と話す。

　新生児科医らでつくる「ハイリスク児フォローアップ研究会」は、ＮＩＣＵから退院した後も少なくとも小学３年までは、発達の程度などを調べることが必要、と指摘する。ＮＩＣＵを持つ全国の総合周産期母子医療センターなどに、定期的な健診の実施を呼びかけている。

　会長の楠田聡・東京女子医大教授によると、学習障害は小学３年ぐらいにならないと判断できないことが多いという。楠田さんは「ＮＩＣＵで救命し退院できたらそれで終わり、ではいけない。継続的な支援が必要」という。（武田耕太）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11203116.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11203116
・（学びを語る）虐待防止へ学校の役割　チーム組んで連携した対応を　西野緑さん
（6月25日）

　神奈川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E5%B8%82.html" \o "厚木市のトピックスを開く" 厚木市で当時５歳の男児が白骨化して見つかるなど、子どもが虐待の犠牲になるケースが相次いでいる。学校現場で講じることのできる手立てはどんなことがあるのだろうか。

　■大阪府教育委員会チーフ・スクールソーシャルワーカー、西野緑さん

　非行があったり、どこか落ち着かなかったりなど、子どもの問題行動の裏には親からの虐待が潜んでいるケースが少なくありません。たとえば、子どもの体に不自然なアザがあったとします。本人が「こけた」と言ってもその通り受け取るのか、「何かあるのではないか」と考えるか。学校や教員に虐待に対する意識がどれくらいあるかが問われます。

　幼稚園や学校では、教職員が長時間、日常的に子どもと接していますから、変化に気づくことができる。家庭訪問で家族の様子を知ることも可能です。われわれスクールソーシャルワーカー、教員、管理職、養護教諭など、子どもにかかわるあらゆる大人がチームになって、それぞれの視点を生かして連携しながら取り組むことが重要です。

　子どもは自分から虐待を受けていることを打ち明けるとは限りません。「自分が悪い子だから」という罪悪感を持っている。大人は「いつでも話を聞くよ」という姿勢を心がけるようにします。

　自分を大事にしてくれることが分かると、子どもは徐々に心を開いてくれるものです。居場所を学校につくり、大事にされる経験を重ねれば、子ども自身が変わるきっかけにもなります。

　親への支援も重要です。学校にいいイメージを持っていない親もいるので、子どもの養育態度の改善を求める「上から目線」ではなく、親に対しても「どうしたのですか」と声をかけ、寄り添いながら信頼関係を築く。社会全体としていい意味での「おせっかい」が必要です。（聞き手・芳垣文子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11207599.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11207599
[image: image4.jpg]ERA—EREICHTD
SROBASERS

D& CARLR CRRLY

[
()

' s
(EEL) =
e




・警察への「匿名通報」最多８８２５件　ウェブ利用増加（6月26日）
　子供の虐待や暴力団などの情報を匿名で求める警察庁の窓口にあった昨年度の通報は８８２５件で前年度を４３９８件上回り、制度を導入した２００７年度以降最多となった。同庁が２６日に発表した。専用ウェブサイトへの通報が大幅に増えており、同庁幹部は「ネット対策が奏功した結果ではないか」と話している。

　電話とウェブサイトで情報を募る「匿名通報ダイヤル」。警察庁は昨年度、スマートフォン対応のサイトを作り、都道府県警のサイトからのアクセスも可能にした。ウェブ上で寄せられた情報は前年度より４３４４件多い８００６件で、全体の通報件数を押し上げた。情報に基づく事件の摘発と子供の保護は計５６件（前年度は１８件）だった。

　元々は子供や女性が被害者になる犯罪が対象だったが、１２年度からは暴力団が関与する犯罪、地下銀行などの犯罪インフラ、薬物・拳銃犯罪の組織犯罪３部門も新たに対象に加えた。

　組織犯罪３部門の通報は１６３２件（前年度比５４９件増）。薬物・拳銃犯罪が前年度より５５９件多い１３２１件に上った。暴力団関与の犯罪は１６３件、犯罪インフラは１４８件だった。情報をもとに警察が摘発した事件は、覚醒剤所持、偽装結婚、外国人の不法就労など２６件（前年度は９件）に及ぶ。

　警察庁幹部は「通報者の特定はしない。暴力団の現役組員も情報を寄せてほしい」と呼びかけている。通報は専用のサイト（http://www.tokumei24.jp）か電話窓口（０１２０・９２４・８３９、平日午前９時半～午後６時１５分）へ。

http://digital.asahi.com/articles/ASG6T3DJFG6TUTIL015.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG6T3DJFG6TUTIL015
＊毎日新聞

・白骨遺体:厚労相　子供の安否確認「文科省と連携深める」（6月3日）
　神奈川県厚木市のアパートで白骨化した子供の遺体が見つかった事件を受け、３日午前の閣議後記者会見で、児童相談所や学校など関係機関の連携強化が必要だとする発言が関係閣僚から相次いだ。

　厚生労働省は今春、文部科学省などと連携し、住民票があっても行方が分からない１８歳未満の子供について、自治体職員らが直接安否を確かめる初の調査に乗り出している。こうした経緯を踏まえ、田村憲久厚労相は「痛ましい事件。こういうことがないようさらなる連携を深めたい」と述べた。そのうえで「連携しているから絶対大丈夫ということではない。（問題が発覚するたびではあるが）各自治体にお願いする」と強調した。

　また、文科省は１年以上学校に通学していない小中学生（居所不明者）の数を毎年調査しており、下村博文文科相は「厚労省と緊密に連携し、痛ましい事案の未然防止につながる対策の充実に努めたい」と話した。

　厚木市の事件では、児童福祉法に基づき、関係機関が虐待や非行問題の対応にあたる要保護児童対策地域協議会（要対協）で扱っていなかったことも判明している。田村氏は「こうした事例が起きないよう、（連携を）再度徹底していく」と述べた。【遠藤拓、三木陽介】

http://mainichi.jp/select/news/20140603k0000e010201000c.html
・いじめアンケ:県内公立校、「被害」３割が相談せず　悩みを抱えて孤立化　／熊本（6月5日）
　◇見ても黙認のケースも　県教委「何らか対応必要」

　県教委と熊本市教委は、県内の公立学校でのいじめの実態を把握しようと、全児童生徒を対象に昨年度実施した「心のアンケート」の結果を発表した。いじめを受けた児童生徒の約３割が誰にも相談しておらず、悩みを抱えて孤立化している状況が浮き彫りになった。【松田栄二郎、井川加菜美】

　アンケートは、県内の公立小中高校と特別支援学校の児童生徒計約１８万２０００人を対象にして昨年１１〜１２月、無記名で実施した。

　県教委の調査（熊本市立小中学校除く）で「今の学年でいじめられたことがある」と回答したのは▽小学生１６・７％▽中学生５・４％▽高校生１・５％▽特別支援学校生２・３％−−だった。具体的ないじめ行為では「冷やかし、からかい」が最多。「今もいじめは続いている」と回答したのは全校種平均で２４・８％だが、今年１月末時点で９割以上は問題が解消したという。

　しかし、いじめられたことがあると答えた児童生徒の２９％が「誰にも相談していない」と回答。いじめを見た時の対応について「黙ってみていた」と回答したのが中学生で３４・６％、高校生で２８％だったため、県教委は「今後、何らかの対応が必要」としている。

　熊本市教委の調査で「今の学年でいじめられたことがある」と回答したのは小学生が１６％、中学生は５・２％。このうち約３割の児童生徒が「いじめられたことを誰にも話していない」と回答。「今もいじめは続いている」と回答したのは、小学生２１・５％、中学生２９・２％。一方で「今の学年で誰かに嫌なことを言ったり、したことがある」と回答したのは小学生で２９％、中学生で２５・１％いた。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140605ddlk43100560000c.html
・中３自殺:松竹景虎君が残した夏休みの作文　いじめテーマ（6月6日）

　長崎県新上五島町で１月に自殺した町立奈良尾中３年の松竹景虎（まつたけ・かげとら）君（当時１５歳）が、昨年の夏休みに学校の宿題でいじめをテーマにした作文を書いていたことが分かった。当時、松竹君は日常的に同級生からいじめを受けて悩んでいた。作文では自分がいじめられていることには触れず、いじめが起きる仕組みなどについて書いていた。記述内容は松竹君が学校内で置かれていた状況と重なり、学校や同級生への訴えと言えそうだ。

　作文は、人権を主題にして宿題として出されていた。松竹君は「空気」のタイトルで、なぜいじめが起こるかや、なくすためにはどうすればいいかなどを約２０００字でつづっていた。松竹君の死後、学校から両親に返還された。

　両親が同級生から聞いた証言などによると、いじめは昨年の夏休み前の１学期から始まっていた。数人のグループを中心に他の生徒も同調し「陰口を本人に聞こえるように言うなど精神的に追い込んでいくいじめだった」という。松竹君は「自分は嫌われている」と悩み、２学期から無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」（ライン）で複数の同級生に自殺する考えを伝えるようになっていた。

　松竹君は作文に「いじめの原因は何かを伝えよう。それは『空気』だ。目に見えないものだから恐ろしい。いじめをしなければ自分がやられてしまうという空気……」と書いている。

　また「『あの人嫌い。あなたもそうでしょ？』と言われたら『いいえ』と答える勇気があるだろうか」と問いかけ「もし、少しでも友達が嫌いな子に優しくすれば、そのことを責められ、今度は自分がいじめの対象になるのではないかという不安と恐怖にかられる。それの連鎖がおこるから、周りの人に合わせるといじめがおこる可能性がある」と記した。

　松竹君は成績が良く、学校行事でもリーダー的な存在だった。ある同級生は「目立つことをよく思わない生徒がいて、悪口を言われたと思う」と語る。１、２年時には別の生徒がいじめられ、３年になって松竹君が対象になったという。作文にも「対象者は移り変わってもいじめは続く。人間というのは、自分より下の人間がいなければ不満をもつものだ」と書かれていた。

作文の後半部分で、いじめの解決方法として「みんなが親友になることだ」と記し「偏見やおくそくだけでその人の性格を決めつけるのはよくない。笑顔で話さなければ相手の性格はわからない。笑顔の大切さだけは忘れないでください」と結んでいた。
　父裕之さん（５０）によると、松竹君は作文があまり好きではなく、普段は両親に見せてアドバイスを求めていたが、この作文は見せていなかった。学校から返還されて初めて作文の存在を知った。裕之さんは「息子が自らのことを書いている。遺書のように感じる」と受け止めている。

　一方、町教委は５月２８日の記者会見で「悪口など一つ一つの事案はいじめと認められるが、自殺の原因とは断定できない」とし、町は第三者委で検証する方針を示している。【樋口岳大】

　◇松竹君が書いた作文（一部抜粋）

　空気

　情報社会である現在、毎日膨大な情報が流れてくるが、必ずといっていいほど目にする記事がある。それがいじめ問題だ。「中学の男子生徒がいじめにより自殺しました」などという事件が起こるのが最近はあたりまえと思う人が増えていると思う。

　いじめの加害者の気持ちを想像してみた。主な理由は二つほど考えられる。一つ目は、いじめという行為が楽しい。「相手の反応がおもしろい」などがよく補足としてつけ足される。このての加害者は恐らく、自分がその苦痛を知ることでしかやめないだろう。

　二つ目は、周りの友達に合わせているからだと考えられる。そう、ほとんどの人が自分が嫌われないように生活しているのだ。もし、少しでも友達が嫌いな子に優しくすれば、そのことを責められ、今度は自分がいじめの対象になるのではないかという不安と恐怖にかられる。それの連鎖がおこるから、周りの人に合わせるといじめがおこる可能性があると思う。

　もっともたちが悪いのは後者の方だ。なぜなら、いじめが完全に終わることがほとんどないからだ。対象者は移り変わってもいじめは続く。

　では、いじめの原因は何かを伝えよう。それは「空気」だ。これが目に見えないものだから恐ろしい。いじめをしなければ自分がやられてしまうという空気、いじめに参加しないといけない空気。いじめの加害者、主犯でさえも空気によって動かされているのだ。

この問題を解決する方法はただ一つ……。みんなが親友になることだ。そう、実はすごく簡単なはずなのだ。人の笑顔は人を笑顔にし、その笑顔がまた別の人を笑顔にすると思う。僕の好きな歌にこういう歌詞がある。「空気なんてよまずに笑っとけ、笑顔笑顔、笑うかどには福来たる」。暗い顔をしていてもいいことは起こらない。学校で習う数学の公式や英単語を忘れても、笑顔の大切さだけは忘れないでください。
http://mainichi.jp/select/news/20140606k0000m040145000c.html
・子どもの貧困対策:「国を挙げて防止」学資援助や就労支援（6月5日）
　子どもの貧困対策に関する内閣府の検討会は５日、政府が７月にも策定する「子どもの貧困対策大綱」への提言案を大筋で合意した。教育・福祉関連の施策の拡充を求めているが、財源が考慮されておらず、実際の施策につながるかは不透明だ。

　提言案は「全ての省庁が協働し、国を挙げて貧困防止に取り組むことが必要」としたうえで、学資の援助や就労支援などを盛り込んだ。官民共同の基金の創設や、貧困の実態に関する調査研究も新たな施策として提言した。

　しかし財源に言及していないうえ、盛り込んだ施策は８９項目に及んでおり、「すべてを施策に反映するのは難しい」との見方が出ている。政府は今後、正式な提言として打ち出し、パブリックコメントで意見を公募したうえで７月にも大綱を閣議決定する方針。

湯澤直美・立教大教授（社会福祉論）は「財源の壁もあるが、少しでも実効性の高い大綱を策定し、内閣府に子どもの貧困対策室を設置してほしい」と話している。

http://mainichi.jp/select/news/20140606k0000m040133000c.html
・子どもの貧困対策:大綱提言案合意　学資援助など盛る（6月6日）
　子どもの貧困対策に関する内閣府の検討会は５日、政府が７月にも策定する「子どもの貧困対策大綱」への提言案を大筋合意した。教育・福祉関連の施策拡充を求めているが、財源が考慮されておらず、実際の施策につながるかは不透明だ。

　提言案は「全ての省庁が協働し、国を挙げて貧困防止に取り組むことが必要」としたうえで、学資の援助や就労支援などを盛り込んだ。官民共同の基金の創設や、貧困の実態調査研究も提言した。

　しかし財源に言及していないうえ、盛り込んだ施策は８９項目に及んでおり、「すべてを施策に反映するのは難しい」との見方が出ている。政府は今後、正式な提言として打ち出し、パブリックコメントで意見を公募したうえで７月にも大綱を閣議決定する方針。【遠藤拓】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140606ddm012040066000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜学校は変わったか＞いじめ防止法成立１年／上　長崎・中３自殺　隠蔽体質改まらず(6月11日)

　長崎県佐世保市からフェリーで２時間半。新上五島町は西海国立公園の美景に囲まれたのどかな離島だ。今年１月８日の３学期初日。町立奈良尾中３年、松竹景虎（かげとら）君（当時１５歳）は登校しなかった。朝、自宅を出た後に近くで自ら命を絶ったのだ。

　学校は翌９日、級友にアンケートを実施した。２１人の単学級。複数の生徒が「うざいなどの悪口を言ったことがある」「松竹君が（無料通話アプリの）ＬＩＮＥ（ライン）で『死にたい』『なんで嫌われてるんだろう』とメッセージを送っていた」と答えていた。

　学校は結果を町教委に報告。教委は２週間後、父裕之さん（５０）と面会したがアンケートの回答内容は伝えず「いじめは見つからなかった」と話した。だが、いじめのうわさが出始めた。裕之さんは町教委にアンケートの開示を要求。死から１カ月以上過ぎた頃、結果が伝えられた。

　「法の定義に照らせばいじめでしょう」。父は３月、町教委幹部らに詰め寄った。日常的に悪口を言われて悩み、命を絶つまで追い込まれていた息子。昨年６月に成立したいじめ防止対策推進法は「対象となった児童らが心身の苦痛を感じているもの」をいじめと定義している。それでも幹部はかたくなにいじめを認めなかった。

　ところが５月２７日、いじめを苦にしていたことを毎日新聞が報じると、町教委は一転主張を翻す。翌日記者会見した道津利明教育長は「心理的苦痛を感じていたことは推察できる。一つ一つの事例は法の定義に照らすと、いじめと思われる」。

　なぜ、いじめを認めなかったのか。釈明はこうだ。「松竹君は学級の中心で、そういう子がいじめを受ける認識は薄かった。調査がずさんと言われても仕方ない」。いじめを裕之さんに伝えなかったことには「軽々だった」と謝罪。だが、一方で「いじめが自殺の原因と断定できない」とも話し、第三者委員会の原因調査を待つ考えを強調した。

　自殺を暗示するサインを送っていた松竹君。一部の同級生は保護者のスマートフォンを使って松竹君のラインを見ており、保護者のひとりは「『死ぬ』という松竹君と『死ぬな』という同級生のやりとりを見たことがある。伝えられずに申し訳ない」と裕之さんに謝罪したという。

　裕之さんは「町教委や学校は情報を隠蔽（いんぺい）し、事実関係をあやふやにしたまま幕引きをしようとした」と憤り「第三者委員会の人選などで、町の思うままに進められるのではないか」と不信感を募らせる。

　自殺のサインは見逃され、事実を遺族に伝えぬ学校と教委の構図は、今もなんら変わらない。

　教育評論家の尾木直樹さんは「町教委は法の趣旨をふまえず遺族の心情を尊重する基本ができていない。遺族が警戒するのも当然だ」と話す。

　松竹君を助けることはできなかったのか。「インターネット上で出ているのに、それが教師や周りの大人に届かなかったというのが残念」。教育長は反省を口にした。

　　　　＊

　２０１１年の大津市中学２年男子生徒いじめ自殺事件をきっかけにした「いじめ防止対策推進法」が成立してまもなく１年。だが、命を絶つ子はなくならず、遺族は学校や教委に不信を募らせる。法は機能しているのか。現場から報告する。

………………………………………………………………………………………………………

　◇いじめ防止対策推進法（抜粋）

　＜学校、教職員の責務＞【８条】学校及び教職員は、児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止及び早期発見に取り組む。児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20140611org00m040010000c.html
・日本の実力:子供の学力は世界で何位？学力はトップクラスだが、上昇志向は乏しい（6月11日）
　◇一度落ちた学力がまた向上した

　2013年12月、経済協力開発機構 （ＯＥＣＤ）は、2012年に世界65カ国・地域の15歳約51万人を対象として実施した「学習到達度調査」（ＰＩＳＡ） の結果を公表した。日本は「数学的リテラシー」が7位、「科学的リテラシー」が4位、「読解力」が4位と、全3分野で前回を上回り、2000年に同調査が始まって以来、もっとも高い順位を得た。

　2014年4月には、学校のカリキュラムにない問題に関して、知識や技能を用いたりデータを読み取ったりしながら解決に取り組む「問題解決能力」（問題文をＵＳＢメモリで配布し、学校でふだん使っているコンピューターで解答）も公表、ここでも日本は参加44カ国・地域中3位という高い成績を収めた。

　日本は過去、数学的リテラシーでは、初めて調査が行われた2000年に1位を獲得したものの、2003年に6位、2006年には10位と順位を下げた。科学的リテラシーも、2000年、2003年と2位だったが2006年には6位に。読解力は2000年から順に8位、14位、15位と、いずれの分野でも低落傾向が続いていた（問題解決能力は、2003年のみ筆記式で実施され、日本は4位だった）。とくに2003年の調査では、読解力がトップ10から転落しただけでなく、点数の下落幅が24点と、参加国・地域中最大だったことが教育関係者に衝撃を与えた。それまでの「ゆとり教育」からの大転換を促すことになったきっかけが、この「ＰＩＳＡショック」である。

◇「ゆとり教育」に巻き起こる批判

　文部省（当時）が「ゆとり教育」を打ち出したのは、1977年に改訂され、1980年から実施された学習指導要領においてだった。背景には、当時、1971年に実施された「現代化カリキュラム」といわれる学習指導要領が科学技術の発展に対応した高度な教育を目標にしていたために、これについていけない生徒が大量に出るという現状があった。過熱する受験戦争への批判もあった。そこで文部省は、学習指導要領に盛り込む内容を一部削減、「ゆとりある充実した学校生活」へ舵を切ったのだった。そこには知育偏重主義に対する反省があった。

　さらに1989年改訂・1992年実施の学習指導要領では、子供の知識より意欲や関心を重視する「新しい学力観」が打ち出された。1992年からは段階的に学校週5日制が導入され、1996年には、中央教育審議会が、自ら課題を見つけて解決する力＝「生きる力」を育む「ゆとり教育」を答申した。

　この「ゆとり教育」の総仕上げが、1998年改訂・2002年実施の学習指導要領である。「ゆとり」をもって「生きる力」の教育を目指すというスローガンのもと、学校週5日制に見合った学習内容の大幅削減、そして改革の目玉といわれた「総合的な学習の時間」が導入された。

　だが、学習内容の3割削減、授業時間の15％削減といった指導要領の内容が明らかになると、大きな批判にさらされることになる。台形の面積を求める公式が教科書から消える、円周率が3.14ではなく3に簡略化される−−といった報道がなされ、折から「分数ができない大学生」が問題視されていたこともあって、保護者や教育関係者の間に、「さらに学力低下が加速するのではないか」という不安が募っていった。公立校と私立校の間で、授業時間やカリキュラムに格差が生じ、“自衛策”として、都市部を中心に子供に私立中学を受験させる親も増えた。家庭の経済格差が教育の機会均等を揺るがしかねないという事態が生じることになったのである。

「ＰＩＳＡショック」に加えて、2004年末には、国際教育到達度評価学会（ＩＥＡ）による国際数学・理科教育調査（ＴＩＭＳＳ）でも、小学4年の理科と中2の数学の得点が前回より低下したことが明らかになった。民間や文科省自身の国内調査でもすでに知られていた学力の低下傾向が、国際調査によって確認されたのである。

　これを受けて中山成彬文科相（当時）は、日本の子供の学力は「とても世界のトップレベルとはいえない」と発言、学習指導要領の見直しを中教審に諮問するにいたった。その結果、2008年の学習指導要領改訂で、学習内容や主要教科の授業時間を増やすとともに、総合的な学習の時間を大幅に削る文科省の方針が打ち出され、新学習指導要領は2011年度から本格実施されることになる。学校間・地域間の競争を過熱させるとして長らく中止していた全国学力テストも、2007年から43年ぶりに復活した。

　◇学力向上は「脱ゆとり教育」のせいなのか

　そして2012年、「脱ゆとり」後の最初の調査となったＰＩＳＡで、日本は過去最高の成績を上げたのである。これについて、下村博文文科相は記者会見で、「いわゆる『ゆとり教育』から脱却し、確かな学力を育成する取り組みが功を奏した」と胸を張った。しかし、2003年にランクを落とした調査対象の学年は、「ゆとり」のカリキュラムによる教育を1年しか受けていなかったし、好成績の2012年の調査対象となった学年は、「脱ゆとり」の教育を受けていない。それに、日本の順位は今回初めて回復したわけではなく、実際には2009年の段階で、すでに低落は止まっていたのである（別表参照）。

　そこにはそれなりの背景がある。文科省は、2003年のＰＩＳＡショックを受けて、学習指導要領が改訂される前の2005年に、すでに「読解力向上プログラム」を打ち出していた。また、2007年から復活した全国学力テストで、応用力・記述式問題が弱点であることも改めて浮き彫りになった。近年、教育現場に表現力や情報活用力を重視した「ＰＩＳＡ型授業」が浸透しつつあるのは、そうした事情がある。

　実際、人気の高い公立中高一貫校や首都圏の私立中では、詰め込んだ知識だけを使って解答させるのではなく、データを読み取って考察したり、自らの考えを論理立てて説明させたりする「ＰＩＳＡ型入試」を導入する流れがある。これに合わせて学習塾でもＰＩＳＡ型授業を行うところが増えてきた。以上を考えると、2009年以降の成績の向上は、「脱ゆとり教育」のせいではなく、むしろＰＩＳＡへの対策が進んだ結果だといったほうが適切だ。

　一方、各国でこうしたＰＩＳＡ対策が進むことに対して、「それぞれの地域の伝統や文化の多様性が損なわれる」として懸念する声もあがっている。2014年4月には、米国の大学教員と中学校長が発起人となり、テスト形式の再検討と順位付けの廃止を求める文書をネット上に公開、賛同者が相次いでいるという。

　◇成績はよいが出世意欲がない

　2012年のＰＩＳＡでは、重点調査対象の数学的応用力について、生徒の興味や目的意識などを問う意識調査も9年ぶりに行われた。たとえば数学の授業が楽しいか、といった「興味・関心」の度合いや、将来仕事に役立てたいか、といった「動機付け」の調査である。この調査では、日本の生徒は、すべての項目で平均を下回った。とくに「将来の仕事の可能性を広げてくれるから数学は学びがいがある」と回答した割合は、平均の77%を大きく下回る52%だった。

　2006〜07年にベネッセ教育研究開発センター（現・ベネッセ教育総合研究所）が、東京・ソウル・北京・ロンドン・ワシントンＤＣ・ヘルシンキの公立校の10〜11歳（東京では小学5年生）を対象に、学習に関する意識や実態を調べた調査でも、「出世する」「金持ちになる」「社会で役に立つ人になる」ために勉強が役立つか、という設問に対し、「役に立つ」と答えた割合は、東京の小学生が全項目で最低だった。どの程度の学歴を得たいかという設問に対しても、北京の小学生の65.2％が「大学院まで」を希望したが、東京の小学生は「高校まで」との回答が相対的に多かった。

　同調査は、学校外での学習時間（塾・家庭教師の授業を含む）についても尋ねている。欧米3都市の62〜74分（平日の平均）に比べると、東アジア3都市はいずれも長く、ソウルが145.8分、北京は131.6分。東京は101.1分と、この中ではもっとも短く、「およそ30分」に満たない子の割合は、ソウル・北京の倍以上だった。

　学習意欲の低い子供の割合は、学年が上がるとともに増加する傾向にある。全国高等学校ＰＴＡ連合会が、2009年秋に6000人以上の高校生を対象として行ったアンケート調査では、帰宅後に「まったく勉強しない」と答えた生徒が男女とも約半数に上り、勉強している生徒でも、1日の平均勉強時間は、男女とも2時間に満たなかった。

　日本青少年研究所が2009年に日米中韓の4カ国の高校生約6000人を対象として行った「高校生の勉強に関する調査」でも、「授業中に居眠りをする」と答えた生徒は、韓国32.3％、米国20.8％、中国4.7％に対し日本は45.1%に上る。

日本の教育法が欧米で評価されるわけ

　ＰＩＳＡの開始当初、教育先進国として注目を集めたのは、個性を重視する教育で知られた北欧諸国だった。とりわけ好成績を上げていたフィンランドには、「ＰＩＳＡショック」後、日本から多くの視察団が訪れた。しかし、その教育法は、日本の「ゆとり教育」に近いものだった。

　フィンランドでは7歳から16歳までを小中一貫の義務教育の対象とし（99％の学校が公立）、年間の授業時間数は日本を大きく下回っていたほか、学力テストによる順位づけもなかった。にもかかわらず高い学力を維持できた背景には、授業についていけない生徒に対する個別指導を担当する教師を別に置き、生活指導や心のケアを専門スタッフに任せるなど、授業を担当する教師がその準備に専念できる環境があったとされる。

　ところが、そのフィンランドの順位も、2006年に1位だった科学的応用力が2009年は2位、2012年は5位と低下し、2位だった数学的応用力も、2009年は6位、2012年は12位と急落した。2003年に読解力で日本（14位）を16点上回って8位となったスウェーデンにいたっては、2009年には日本に逆転され、2012年には55点もの差をつけられた。

　スウェーデンは1990年代以降、地域と学校の裁量権を拡大するとともに、民間を参入させて学校選択制を積極的に導入した。しかし自治体によって予算や政策が異なるため、学力の地域間格差や学校間格差が急速に拡大、成績下位校の学力低下が止まらなくなっていった。

　フィンランドについては、学習意欲が低下していたこと、平等性を意識するあまり優秀な生徒を置き去りにしてきたことの弊害が顕在化したという意見のほか、スウェーデン同様、国家の関与が薄まったからだという主張もある。対照的に、2012年のＰＩＳＡで上位を占めたアジア勢は、国立教育政策研究所によれば「国家が教育政策に積極的に関与しており、教科書やカリキュラムが充実している」（産経新聞2013年12月4日付）ことが背景にあるという。

　子供の学力低迷に悩む米国では、これまで各州に任されてきた学習基準づくりを、全米規模の共通学習基準（ＣＣＳＳ）に作り変えたが、モデルとなったのは日本とシンガポールであった。ＣＣＳＳの数学分野をまとめたメンバーの一人、フィル・ダロー米ピアソン財団上級フェローは「米国の従来のカリキュラムは浅い上に整理されていない。答えを出すテクニックだけ追求し、本質を理解する点が欠けていた」と日本との違いを分析する（朝日新聞2014年1月7日付）。

　日本の学校教育で伝統的に重視されてきた、教師が授業を公開し授業後に検討会で話し合う「授業研究」を取り入れる動きも、世界各国で見られはじめた。東京学芸大の「国際算数数学授業研究プロジェクト」では、海外の教員向けに算数・数学の授業研究に関する研修を行っているが、事実、その研修に参加した教員の教えるシカゴ市の小学校では、学力が大幅に向上した。

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）も、アジア、中南米、アフリカの20を超える国々で教育支援のプロジェクトを実施している。カザフスタンで授業研究を指導した経験のある千々布敏弥・国立教育政策研究所総括研究官は、「日本は授業研究や指導要領などの『強み』を、研修プログラムとして輸出する道を考えるべき」と提案する（朝日新聞2014年1月7日付）。

　◇海外で大受けする塾のノウハウ

　少子化が進行するなか、生き残りを考える教育産業は、海外へ目を向けている。とりわけ熱い視線が注がれているのが、経済成長が著しく、教育熱心なアジアの国々だ。日本で小学生向けの「科学実験教室」を展開する学研は、2009年からインドやタイの計約650の小学校に授業方法と教材を提供、ベトナムにも進出の予定という。大手の栄光ゼミナールは、2013年にハノイ校を開き、日本流のきめ細かい指導を売りにしている。

　いちはやく海外に進出し、成功を収めたのが「ＫＵＭＯＮ」（公文教育研究会）だ。いまでは海外の学習者数が日本を上回り、世界48カ国・地域で434万人が学ぶ。74年に米ニューヨーク州で日本人駐在員の子供を対象に教室を開設したのを皮切りに、88年、公文式算数を採用したアラバマ州の公立小学校が、全米学力テストで平均点を20点も上昇させたことから、全米にその名が知れ渡った。1977年からはブラジルに進出、目下16万人が学んでいるが、英語学習者の3分の1以上、数学学習者の1割を社会人が占めるという。急成長にともなって所得格差が広がるブラジルでは、キャリアアップを狙う社会人が増えていることが背景にある。

　一方、アジアで急速に会員を増やしているのが「ベネッセコーポレーション」で、中国・台湾・韓国における会員数は約92万人。とくに中国における急成長が著しく、チベット自治区にも会員がいるという。子供に人気のキャラクター「しまじろう」（中国名は「巧虎」）を活用、日本と同様に児童劇コンサートやテレビ番組で知名度を高める戦略が奏功している。

　◇親の所得格差が子供の学力に及ぶ？

　2014年4月、佐賀県武雄市は、埼玉県の学習塾「花まる学習会」と提携した官民一体型小学校を2015年度に開校すると発表した。また東京都足立区は、2012年度から区の予算で進学塾「早稲田アカデミー」に講師派遣を委託し、学力が高いが世帯年収の低い中学3年生を対象に無料で利用できる「足立はばたき塾」を開設している。かつては「必要悪」とみなされた塾だが、学校や自治体も学力向上の要望には抗しがたく、塾が蓄積してきた指導法や受験ノウハウを利用せざるを得ないというのが現実だ。

　ただ、子供を塾に通わせることができるのは比較的裕福な家庭であることも間違いなく、足立区のように自治体が費用を負担するケースはまだ少ない。文科省が2013年の全国学力テストの結果と、同時に実施した保護者アンケートの回答をもとに、家庭環境と子供の成績の関連性を調べたところ、親の年収や学歴が高いほど子供の学力が高い傾向があることがわかった。

　教育の経済格差は社会のあり方に大きな影響を及ぼすというのは、哲学者の芦田宏直・人間環境大副学長である。同氏によれば、国語、算数、理科、社会という主要教科の学習や、本を通じて身につけられる知力は、本人の努力が反映されやすい。むしろ「入試の点数だけで合否を決める点数評価こそが、格差の少ない民主的な社会を作ってきた」という。芦田氏は、ペーパーテスト偏重を改め「人物本位」の入試にしようという動きについて「面接で初対面の人に好感を与える能力は、本人の意思や努力よりも、家庭や地域など環境に左右される面が大きい。人物本位とは『育ちの良さ』を見ることの言い換えでしかない」と批判する（朝日新聞2013年11月12日付）。

　親の所得格差は看過できない水準に達している。ユニセフと国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が共同でまとめた報告書（2013年12月公表）によると、日本の子供の「幸福度」は、先進31カ国中6位。就学率やＰＩＳＡの成績を評価する教育分野では1位だが、「物質的豊かさ」（貧困の度合い）を示す数値は31カ国の平均に届かず、順位も21位にとどまっている。

　日本が豊かでないという指摘は意外だが、経済的に困窮する家庭に学用品代などを補助する、自治体の「就学援助制度」を受けている小中学生の割合は、1995年の調査開始以来17年連続で上昇、2012年度には過去最高の15.64％に達した。

　就学援助を受けている子供の中には、学校給食でしか満足な食事がとれない子もいる。報告書の作成に関わった社人研の阿部彩・社会保障応用分析研究部部長は、こうした「貧困状態にある子供は、健康面に問題を抱え、学力も劣ってしまい、虐待に合う確率も高くなるといったふうに、構造的に不利な立場に追い込まれてしまいがち」であり、将来への希望や学習意欲を失うなど「やる気が剥奪されている」と語る（http://www.mammo.tv/interview/archives/no248.html）。親の経済格差を子の世代に持ち越さないようにするには、給食の無償化など、親の負担を軽減する制度の確立が急務なのはいうまでもない。

http://mainichi.jp/ronten/news/20140611dyo00m010013000c.html
・いじめ:「自殺」が中高生６人　防止法施行後（6月11日）

　◇１７道県が「数も内容も公表しない」と回答

　昨年６月成立の「いじめ防止対策推進法」が施行された同９月２８日から今年５月末までに、全国で少なくとも６人の中高生が「いじめ」か「いじめの疑い」で自ら命を絶っていたことが毎日新聞のまとめで分かった。都道府県教育委員会への取材と独自調査の結果を総合した。同法は、いじめの防止や自殺など重大事案の発生後の迅速な対応を求めているが、法施行後も子供の自殺が絶えず「いじめ根絶」が困難な実態が浮き彫りになった。

　６月上旬、４７都道府県教委に、管内の小中高、特別支援学校の児童生徒で「いじめ」もしくは「いじめが疑われる」自殺件数とケースについて聞いた。

　「いじめ」「いじめの疑い」の自殺があったと回答したのは、山形県（１月、中１女子）▽広島県（２月、高１男子）▽福岡県（昨年１１月、高３男子）の計３人。いずれも、残された携帯電話やノートからいじめの可能性が浮上した。広島県では有識者のチームが調査を終え「いじめが原因の一つ」とする結論を公表している。

　一方、１７道県が「数も内容も公表しない」と回答。毎日新聞が独自に調べたところ、今年１月、長崎県新上五島町立中３年の男子生徒が自殺し、町教委が「いじめがあった」と認めたケース▽５月に岩手県滝沢市立中２年の男子生徒が自殺し「原因究明が必要」として調査が決定▽兵庫県たつの市立中２年の男子生徒が２月に自殺し、調査が決定−−が判明。いずれも県は「数も非公表」とした。これらのケースも含めると中学生４人、高校生２人の計６人になる。

　非公表の理由として「人数を公表すると個人が特定される恐れがある」（青森県など）「以前から非公表」（長野県）などと答えたケースもあり、消極的な姿勢を示す自治体が目立った。【まとめ・藤沢美由紀】

http://mainichi.jp/select/news/20140611k0000m040146000c.html
・文科省:児童生徒の自殺、全ての事例調査　有識者会議が指針案（6月12日）

　文部科学省の有識者会議は１１日、児童生徒が自殺した場合、在籍する学校が、教職員や児童生徒に速やかに聞き取り調査して結果を教育委員会に報告することを求める指針案を示した。従来、学校が教委に報告しないケースがあり、文科省と警察庁の間で自殺件数に差があった。いじめの有無に関わらず、全件について自殺の実態や背景を調べ、予防につなげる。

　案は（１）子供が自殺した場合、即座に調査を実施し、教委に報告（２）教委は、自殺の背景に体罰や学業不振など学校生活との関係が疑われる場合や遺族の要望があれば、さらに詳細を調査−−の２本柱。詳細調査は遺族からの聞き取りなどで、外部の専門家らで実施する。遺族が望まないケースの対応は今後検討する。いじめが疑われる場合はいじめ防止対策推進法に基づき対応する、としている。【三木陽介】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm012100163000c.html
・学校は変わったか:いじめ防止法成立１年／中　山形・中１自殺　遺族の思い反映できず（6月12日）
　３学期始業式の１月７日朝。山形県天童市で市立第一中１年の女子生徒（当時１２歳）が山形新幹線にはねられ亡くなった。雪深い中、柵を越え線路に立った。「陰湿な『イジメ』にあっていた」。自宅に残されたノートにはそう記されていた。

　昨年６月、女子生徒から所属する部活でのいやがらせやトラブルを打ち明けられた母親は「いじめがあるのではないか」と担任教諭に相談していた。担任や顧問教諭は部活動で他の生徒に指導。しばらく後に女子生徒に聞くと「大丈夫」と応じたという。いやがらせは続いていたのか。今となっては女子生徒の心の動きは分からないが原因の芽はあった。

　ところが市教委は７日夕の記者会見で「いじめの話は上がっていない」と説明する。両親に不信が募った。

　１週間後。全校生徒を対象に学校はアンケートを実施し、翌日その結果を両親に見せた。「部活時、キャッチボールの相手がいなかった」。女子生徒へのいじめを示唆する複数の記述があった。

　学校で何があったのか。娘はなぜ命を絶ったのか。詳しい状況を知りたい。両親はアンケートの再閲覧とコピー提供を望んだ。しかし市教委は「提供を前提に実施したアンケートではない」と拒否。文部科学省の担当者も「学校が実施したアンケートはいじめ防止法の対象外」。父親は「結果を提供してもらわないと真相解明に向けてスタートできない。誰のための法なのか」と憤る。

　生徒の死の原因を調査する第三者調査委員会の人数や人選、設置要綱を巡っても市教委と両親は対立した。「教委も調査の対象だ」と主張する両親は、第三者委を教委以外に設置するよう訴えた。だが、法は教委か学校に設置することを規定する。

　両親は、第三者委事務局に教委の調査対象者を入れないことなどを条件に、教委への設置了解を代理人を通じて伝えた。

　長岡佳孝・学校教育課長は「遺族と信頼関係を築けていない」と認め「法と遺族の思いがかみ合っていない。私たちは具体的にどうすべきなのか国が示してほしい」とも話す。

　もつれた糸がほぐれぬまま、女子生徒の死から５カ月。学校での事件・事故の問題に詳しい京都精華大の住友剛教授はこう指摘する。「法は、遺族の要望を十分に反映できない構造があるように思う。学校や教委が、何を調べ、どう整理して遺族に対応すべきか、調整する体制が必要だ」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇いじめ防止対策推進法（抜粋）

　＜学校設置者、学校の対処＞【２８条】学校設置者または学校は、次の場合速やかに組織を設け、適切な方法で事実関係を明確にするための調査を行う。（１）いじめで児童等の生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき（２）いじめで児童等が相当の期間学校の欠席を余儀なくされている疑いがあるとき。学校設置者または学校は前項の調査をした時は、いじめを受けた児童等及びその保護者に、事実関係等必要な情報を適切に提供する。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm012100159000c.html
・発信箱:だれのため？＝落合博（6月12日）
　運動会の人気種目、組み体操について書いた社説（５月３１日付）にインターネット上で数多くのツイートをいただいた。

　小学校で年間約６５００件の負傷事故が発生している現状に触れ、死亡や重い障害が残った事故の情報が全国で共有されているとは思えず、見栄えを求めて「人間ピラミッド」の高さを競い合うことの危険を指摘した。一層の安全配慮を求めた内容で、組み体操の廃止を訴えたわけでない。

　ネット上では「組み体操がなくなったら運動会が盛り上がらない」「危険なことを体感しながら取り組むことで子どもたちは心身ともに成長する」などの書き込みを目にする。

　作家の内藤みかさんは組み体操が全員参加であることに疑問を感じている２児の母。「地域の祭りが廃れてしまった今、運動会がその代わりの行事になっていて、組み体操をすることが若者の通過儀礼になっているのではないか」と指摘する。前年に事故が起きても翌年も実施する学校が少なくないのは「伝統の継承」が目的化してしまっているからかもしれない。

　子どもたちの個々の運動能力を考えず、スペクタクルな演技で見る人たちの心を動かそうとする。そうした運動会の祭礼化、儀礼化、興行化は最近始まったわけではなく、１９００年代以降、全国の教育雑誌が批判する共通のテーマになっていたことを、社会学者の吉見俊哉さんが「運動会と日本近代」（青弓社）で指摘している。

　時代が変わっても運動会は地域社会全体の行事という性格を持ち続けるだろう。その価値は認めつつ、子どもたちが傷ついている現実から目をそらしてはならない。（論説委員）

http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm005070008000c.html
・性同一性障害:学校に相談６０６人　文科省初調査（6月13日）
　「性同一性障害」であると悩み、学校に相談している児童生徒が全国で６０６人いることが文部科学省の調査で分かった。この障害に関する文科省の調査は初めて。本人が自認する性別の制服着用を認めるなど特別な配慮をしている事例は６割にとどまった。同省は今後、専門家の意見を聞いた上で、対応・指導に生かせる資料を年度内に作成する。

　調査は昨年４〜１２月、各都道府県教委を通じて、全ての国公私立の小中学校、高校、特別支援学校を対象に実施した。学校が把握した事例だけのため、実際に同障害に悩んでいる児童生徒は６０６人より多いとみられるが「実数は不明」（児童生徒課）という。

　６０６人のうち、２５７人が医療機関で受診し、１６５人が性同一性障害と診断された。戸籍上は男性だが「女性」を自認する児童生徒は２３７人（約４割）。戸籍上が女性で「男性」を自認するのは３６６人（約６割）。学年・学校種別では小学１・２年２６人▽同３・４年２７人▽同５・６年４０人▽中学１１０人▽高校４０３人。

　学校による特別な配慮の内訳（複数選択）は、トイレ（職員トイレの利用を認めるなど）４１％▽更衣室（保健室や多目的トイレでの着替え）３５％▽制服（自認する性別の制服着用）３１％−−のほか、自認する性に合った通称名を使う事例もあった。配慮していない理由は今回の調査では聞いていないが、同課は「子供の方が配慮を求めていないケースもあれば、対応に悩んでいる学校もある。専門家の意見を聞き、対応を検討したい」と話している。【三木陽介】

　【ことば】性同一性障害
　身体的な性別と心理的な性別が一致せず、強い違和感に苦しむ疾患。２００４年に施行された特例法は、複数の医師に基づく診断が必要としている。精神科的な治療だけでは改善は困難とされ、多くが男性・女性ホルモンの投与を受けている。成人は条件を満たせば戸籍の性別変更が認められる。

http://mainichi.jp/select/news/20140614k0000m040056000c.html
・教委改革法:成立…首長権限強化　委員の資質向上が課題（6月13日）
　教育委員会制度を見直す改正地方教育行政法が１３日、参院本会議の賛成多数で可決、成立した。教育行政に対する首長の権限を強めるほか、自治体の教育方針について首長と教委が協議する「総合教育会議」の設置を義務付けるのが柱。来年４月に施行される。

　改正法は、移行措置として現在の教育長の任期（４年）が終わるまでは現行の体制での運用を認めている。

　今回の改正法は、２０１１年の大津市中２いじめ自殺事件で、教委の「密室、隠蔽（いんぺい）体質」が問題化したことから、教育行政に「民意を反映させる」として、首長に自治体の教育方針である「大綱」の策定権を与えた。首長が招集し、原則公開する「総合教育会議」で大綱策定や重点的な教育施策、いじめ自殺といった緊急事態への対応を協議する。

　首長の権限が強まるため教育改革が一気に進む可能性がある半面、「暴走」の懸念もあるため「政治的中立性、安定性、継続性のため」（下村博文文部科学相）、教科書採択、教職員人事など現行法で定める重要な権限は教委に残した。

　教育行政における責任の明確化のため教委トップには、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を置き、首長が議会の同意を得て任命・罷免。任期は３年とした。

　新制度の運用に際し、教育長や教育委員の資質・能力の向上が不可欠になる。文科省はこれまで新任の教育委員や教委事務局職員を対象に実施してきた研修の見直しを検討するほか、教育長に特化した研修も新たに始める方針だ。【三木陽介】

http://mainichi.jp/select/news/20140614k0000m040062000c.html
・いじめ:現状と対策　他者との共生力を　加害・被害、常に交代　河野銀子・山形大教授（教育社会学）に聞く　／山形(6月13日)

　県教育委員会は今年４月、小中学校、高校（県立、市町村立）の昨年度のいじめ認知件数が過去最高の計２６７３件あったと発表した。１月には天童市立第一中学校１年の女子生徒（当時１２歳）が「陰湿な『イジメ』にあっていた」という遺書ノートを残して自殺した。いじめを防ぐ有効な手立てはないのか。山形大地域教育文化学部の河野（かわの）銀子教授（４８）＝教育社会学＝に話を聞いた。【鈴木健太】

　−−情報機器の発達に伴い、最近のいじめは見つけにくくなっています。

　インターネットや携帯電話の普及は、生活を便利にしました。一方、いつ、どこでも、誰もがいじめに関与できるようになり、いじめ参加のハードルは下がりました。バーチャル空間や匿名はいじめを手軽にし、罪悪感も感じにくいようです。

　−−いじめ問題が知られるようになったのは１９８０年代と言われています。

　従来、校内暴力の一種で、どちらかと言えば男の子の問題でした。校内暴力の沈静化に伴い、いじめ問題が徐々に表面化。女の子も主体に加わり、常態化が問題視されるようになりました。「子供が成長する上では、時にはけんかも必要だ」と軽く捉える人がまだ多い時代でした。

　−−９０年代になり「いじめ自殺」という言葉が度々聞かれるようになりました。

　いじめを苦に命を自ら絶つなんて……。当時の社会にとってはショッキングな出来事の連続でした。そして、いじめる子、いじめられる子の特性を分析し、指導に生かそうという動きが出てきました。しかし２０００年代になると、国立教育政策研究所の調査で意外な事実が明らかになりました。

　−−意外な事実とは？

　小中学生を３年間にわたり追跡調査したところ、いじめの被害経験を持つ子供は８割以上でした。一方、加害経験を持つ子供も８割以上に上ったのです。つまり、いじめる子といじめられる子は常に入れ替わっている。加害者と被害者に分けた特性分析は限界がある。当時、研究者にとっても衝撃的でした。

　子供たちは「明日は仲間外れになるかもしれない」という恐怖を毎日抱え、学校生活を送っているのです。

　−−いじめを防ぐ有効な手立てはあるのでしょうか。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140613ddlk06100254000c.html
・学校は変わったか:いじめ防止法成立１年／下　「発端」の大津市、模索続く　「過剰」気にせず即応(6月13日)
　大津市立中の女性教諭は昨夏、休み時間の教室で生徒の話し声を耳にした。「あいつの動画、載せられてるらしいで」。ピンときた。調べると、いじめの対象になるかもと気を付けていた男子生徒が同級生にからかわれ、嫌がる様子がインターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に載っていた。学校はいじめと即断。動画を削除させ、同級生と保護者を厳しく指導した。

　大津市は２０１１年、いじめ防止対策推進法成立のきっかけになった中２男子のいじめ自殺があった。学校や市教委のずさんな事後対応に批判が集中。市教委は昨年４月、市立全小中学校５５校中５３校に「いじめ対策担当教員」を置き、校内見回りなど神経を使う。さらに一般教員も含め、疑われる事案を把握したら２４時間以内に学校から教委に報告させる態勢も整えた。

　教員が敏感になった。市内全小中学校で定期的にアンケートを実施し、相談窓口も設けて子供の声を聞く。１３年度に把握した「いじめ」は３８１件。１１年度は６０件で６倍以上に跳ね上がった。「いじめの疑い」も１３年度は５８７件と大幅に増えた。生徒の消しゴムがなくなった事案も「疑い」とした。市教委は「過敏と言われても子供の『嫌だ』との思いを重視する」。

　だが、自殺事件で市教委や学校の隠蔽（いんぺい）行為に直面した越直美市長は教委とは別に常設第三者機関を設け、市長部局の専門員が子供の相談に応じる仕組みを作った。

　いじめの芽を摘み、早く対応するには「過剰」の言葉は当たらない。

　名古屋市は今年４月、臨床心理士らのスクールカウンセラー（ＳＣ）を市内の小中学校に常勤させる「なごや子ども応援委員会」を作った。きっかけは昨年７月に起きた市立中２年の男子生徒の自殺。担任らは、生徒が同級生に「死ね」と言われるのを聞いていたが見過ごした。調査の結果、いじめと判断されたが教師の意識向上が課題になった。「いじめられる生徒の心理理解が不十分」。ＳＣ活用が決まった。

　高校教諭を経て米国でＳＣの技能を学んだ高原晋一さん（５８）はそのひとり。市立中の校門に立ち、生徒に声をかける。「本音を聞ける関係を築けるかどうかがすべて」と、何気ない会話からもいじめの芽を嗅ぎ取ろうとする。挑戦は続く。

　学校を変える努力は始まったばかりだ。

　　　　◆

　この連載は、樋口岳大、坂口雄亮、鈴木健太、藤沢美由紀、石川勝義、岡大介が担当しました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇いじめ相談の電話窓口

＜２４時間いじめ相談ダイヤル＞

電話０５７０・０・７８３１０（なやみ言おう）年中無休、２４時間

＜チャイルドライン＞

電話０１２０・９９・７７７７

月〜土曜日の午後４〜９時

　（東京、栃木、埼玉、山梨、愛知は日曜日も可、１８歳まで）

＜子どもの人権１１０番＞

電話０１２０・００７・１１０

平日午前８時半〜午後５時１５分

　（６月２３〜２９日は全国一斉強化週間で、平日の受け付けを午後７時まで延長、土・日曜も午前１０時から午後５時まで受け付け）

http://mainichi.jp/shimen/news/20140613ddm012100081000c.html
・傷害致死:知的障害２６歳の犯罪死を見逃し−−愛媛県警（6月13日）
　知的障害がある長女（当時２６歳）の首を絞めて死亡させたとして、愛媛県警は１１日、同県四国中央市中之庄町、無職、八木橋喜美男被告（５９）＝傷害罪で公判中＝を傷害致死容疑で再逮捕した。県警は発生時、家族が「自殺した」と話したことなどから自殺と判断していたが、今年１月に「自殺ではない」との情報が寄せられ、再捜査していた。

　逮捕容疑は２０１１年４月１３日午後６時１０分ごろ、自宅で長女あゆみさんの首をロープのようなもので絞め、１４日午前９時半ごろ、搬送先の病院で低酸素脳症で死亡させたとされる。県警は認否を明らかにしていない。

　あゆみさんについては、１０年に病院から「虐待の疑いがある」、１１年には本人から「父親に暴力を受けている」と県警に通報があった。しかし、県警は立件が困難と判断した。八木橋容疑者は今年２月、次女（２７）を木刀で殴ったなどとして傷害容疑で逮捕、起訴された。

　捜査１課の岸田文昭課長は「犯罪死を見逃し遺憾。再発防止に全力を尽くしたい」とのコメントを出した。【橘建吾】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140613ddm041040055000c.html
・性同一性障害:相談の子６０６人　児童生徒、文科省調査　学校が障害配慮６割（６月１４日）

　「性同一性障害」であると悩み、学校に相談している児童生徒が全国で６０６人いることが文部科学省の調査で分かった。この障害に関する文科省の調査は初めて。本人が自認する性別の制服着用を認めるなど特別な配慮をしている事例は６割にとどまった。同省は今後、専門家の意見を聞いた上で、対応・指導に生かせる資料を年度内に作成する。

　調査は昨年４〜１２月、各都道府県教委を通じて、全ての国公私立の小中学校、高校、特別支援学校を対象に実施した。学校が把握した事例だけのため、実際に同障害に悩んでいる児童生徒は６０６人より多いとみられるが「実数は不明」（児童生徒課）という。

　６０６人のうち、２５７人が医療機関で受診し、１６５人が性同一性障害と診断された。戸籍上は男性だが「女性」を自認する児童生徒は２３７人（約４割）。戸籍上が女性で「男性」を自認するのは３６６人（約６割）。学年・学校種別では小学１・２年２６人▽同３・４年２７人▽同５・６年４０人▽中学１１０人▽高校４０３人。

　学校による特別な配慮の内訳（複数選択）は、トイレ（職員トイレの利用を認めるなど）４１％▽更衣室（保健室や多目的トイレでの着替え）３５％▽制服（自認する性別の制服着用）３１％−−のほか、自認する性に合った通称名を使う事例もあった。配慮していない理由は今回の調査では聞いていないが、同課は「子供の方が配慮を求めていないケースもあれば、対応に悩んでいる学校もある。専門家の意見を聞き、対応を検討したい」と話している。【三木陽介】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇性同一性障害

　身体的な性別と心理的な性別が一致せず、強い違和感に苦しむ疾患。２００４年に施行された特例法は、複数の医師に基づく診断が必要としている。精神科的な治療だけでは改善は困難とされ、多くが男性・女性ホルモンの投与を受けている。成人は条件を満たせば戸籍の性別変更が認められる。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140614ddp012040013000c.html
・児童ポルノ禁止法:単純所持も処罰　改正法成立、被害防止に期待（6月18日）
　１８歳未満の少年少女のわいせつな写真といった「児童ポルノ」の単純所持を禁じた改正児童買春・ポルノ禁止法は、１８日午前の参院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数により可決、成立した。「性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく所持」には１年以下の懲役か１００万円以下の罰金を科す。単純所持処罰の必要性が議論されて十数年。被害拡大の歯止めに期待がかかる。

　「小学校低学年から父親の性的虐待を受けている」。児童ポルノ被害の根絶を目指すＮＰＯ法人「ライトハウス」（東京）には昨年、女子中学生からそんな相談が寄せられた。父親に性的行為を動画撮影されるようになり「我慢できない」と助けを求めてきたのだ。ライトハウスの通報で地元の児童相談所に緊急保護されたという。

　インターネット上で親しくなった年上女性と共に水着売り場へ行き、冗談半分で試着室内で裸の写真を撮影し合ったという１０代後半の少女。写真をネット上に掲載された上、見知らぬ男から電話で「裸の写真を送らないと個人情報をばらまく」と脅され、ライトハウスのアドバイスで警察に被害を届け出た。

　同法人の藤原志帆子代表は「相談女性たちは相手を信頼しきった状態で被害に遭っている。男児の被害も報告されており、処罰対象拡大で被害が減ることを願っている」と話す。【伊藤一郎、和田武士】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇改正児童買春・ポルノ禁止法の骨子

・現行の児童ポルノの定義の一つ「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を刺激させるもの」に「殊更に性的部位が露出、強調されているもの」との文言を追加

・「学術研究、文化芸術活動、報道などに関する国民の権利や自由を不当に侵害しないように留意」と明記

・児童ポルノの単純所持を禁止。「性的好奇心を満たす目的」で「自己の意思に基づく所持」の場合に、１年以下の懲役か１００万円以下の罰金を科す（施行後１年間は罰則を適用せず）

・盗撮による児童ポルノ製造を新たな処罰対象に

http://mainichi.jp/shimen/news/20140618dde041010025000c.html
・クローズアップ２０１４:改正児童ポルノ禁止法きょう成立　単純所持、やっと規制　罰則適用の対象者限定（6月18日）

　１８歳未満の少年少女のわいせつな写真など「児童ポルノ」の単純所持を禁止する児童買春・ポルノ禁止法改正案は１７日、参院法務委員会で賛成多数により可決された。１８日の参院本会議で成立する見通しだ。インターネットの発達で国際的に深刻な被害が広がる中、長い議論の末、ようやく規制強化が実現することになり、被害者を支援する人たちからは歓迎の声が上がる。一方で、違法な画像の定義や罰則適用の要件があいまいだとの指摘があり、捜査権の乱用に対する懸念も、なお残っている。

　「児童ポルノがメールに添付されて送られ、知らない間にパソコンに保存されたようなケースは処罰されるのか」。衆参両院の法務委員会の法案審議では、どんな場合に罰せられるのかを尋ねる質問が相次いだ。

　同法は１９９９年、欧米などから「日本は児童ポルノの輸出国」と非難を浴びたことなどを背景に、超党派の議員立法で成立した。児童ポルノの「提供目的の製造、所持」などに対する罰則が設けられたが、個人的に所持しているケースは対象外だった。警察の権限が強まることやプライバシー侵害に対する懸念が強く、２００４年の法改正時にも単純所持への罰則導入が見送られた。その後も必要性が議論されながら、法改正に時間がかかった。

　自民、公明両党は０８年６月に国会に提出した改正案で、単純所持に罰則を科すために「性的好奇心を満たす目的」という条件を付けた。維新も加わって昨年改めて提出された改正案も同様だったが、「線引きがあいまいだ」との批判は消えなかった。このため、児童ポルノの定義を限定化したうえで、「自己の意思に基づく所持」との制限を加え、ようやく民主党とも折り合いがついた。

　ネットが発達し、児童ポルノが世界的に拡散するようになると、国際社会で規制の流れが強まった。先進主要７カ国で単純所持を合法としているのは日本しかなかった。「海外のメディアから取材を受けると、欧米だけでなく、中東やアジアの記者からも『日本はまだ単純所持が違法ではないのか』と不思議がられてきた」。女性の人身取引や児童ポルノ被害の根絶を目指して活動しているＮＰＯ法人「ライトハウス」（東京）の藤原志帆子代表によると「世界の中で日本が『規制の穴』になっていた」という。

　法改正に時間がかかっている間に被害は拡大した。０４年に日本で立件された事件で確認された被害者は８２人だったが、１３年には６４６人にまで増え、摘発件数（１６４４件）とともに過去最多を更新した。それでも、日本ユニセフ協会の中井裕真広報室長は「ようやく国際的な水準に一歩近づいた」と評価。元検事でネット犯罪に詳しい落合洋司弁護士は「ネットを通じて拡散された児童ポルノを所持している個人が、法改正を受けて廃棄するケースもあるのでは」と期待する。

　一方で、インターネット上に流出している画像や動画を完全に削除することは難しい。藤原代表は「日本のサーバーであれば、被害者側の削除要請に応じるようになっているが、海外のサーバーにおかれるコンテンツは削除要請自体が非常に難しい。個人レベルの対応には限界があり、警察など国の機関が連携し迅速に海外サーバーに削除を求められる仕組みが必要」と指摘している。【和田武士、伊藤一郎】

　◇拡散歯止め期待　違法の範囲、なお曖昧

　単純所持が禁じられる法改正について、警察当局は「子どもをより守れるようになる」と歓迎する。

　当時７カ月〜８歳だった自分たちの子どもの裸の画像を相模原市の４０代男性にパソコンなどのメールで送って販売したとして、２０〜４０代の母親６人が昨年、児童ポルノ禁止法違反（提供）容疑で宮城県警に逮捕された。県警は画像を購入した側の男性の捜査も続けたが、個人で楽しむための収集で他人に提供しておらず、画像の作成に関与していることもなかったため、立件は見送られた。

　カナダ・トロント警察が中心となって昨年１１月、約４００人の子どもが絡んだ大規模な児童ポルノ事件を摘発し、約３００人に及ぶ日本人顧客リストが警察庁に提供された際も同様の事情で、情報を活用できなかった。

　しかし法改正後は、「性的好奇心」や「自己の意思」を立証すれば、単純所持でも１年以下の懲役または１００万円以下の罰金の対象となるため、警察幹部は「海外の捜査機関との連携も含めて、今後は捜査対象の範囲が広がる」と話す。

　捜査における今後のポイントは、どんな画像が児童ポルノに当たるのかの判断だ。

　現行法では、児童ポルノを「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの」と定義していたが、改正案では「殊更に性的な部位が露出、または強調されているもの」という部分が追加され、性的な部位も「性器もしくはその周辺部、臀部（でんぶ）または胸部」と初めて明示された。

　雑誌のグラビアなどに、１８歳未満のアイドルの水着姿の写真が掲載され、胸などが強調されていることは珍しくない。日本雑誌協会の高沼英樹・編集倫理委員長は「（立法者側は）『従来より限定的になった』と言うが、本の作り手側にすれば『殊更』というような表現もあいまい。どこまでが『セーフ』か分からない」と指摘しており、捜査関係者は「一つ一つの事例ごとに判断し、新たなハードルを越えていくしかない」と話す。

　一方で、法改正が摘発だけでなく、副次的な「抑止効果」につながるとみる向きもある。警視庁幹部は「児童ポルノを欲しがる人がいなければ画像などを提供する人物も出てこない。単純所持が規制対象となることで、ポルノの拡散に一定の歯止めが期待できる」としている。【長谷川豊、林奈緒美】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140618ddm003010059000c.html
・子供自殺:「貧困」の影　「経済的困難」が５％、「進路」は１２％　文科省調査（6月20日）
　文部科学省は１９日、２０１１年以降に自殺した国公私立の小中高校、特別支援学校の児童生徒約５００人について実態調査結果を初めて公表した。背景に進路問題を挙げたケースが多かったが、経済的困難で将来を悲観した自殺が５％と、いじめ（２％）より多く、分析した専門家は「貧困問題も影を落としている」と、予防対策の必要性を強調した。

　調査は、学校、家庭、個人の各背景に関連する項目を設定し、学校が複数選択で回答。文科省が調査実施を通知した１１年６月から１３年１２月までに回答があった約５００件を専門家が分析した。

　学校的背景では、受験失敗などの「進路問題」が最多で１２％。不登校１０％▽友人関係８％▽学業不振７％と続き、体罰など「教職員の指導」は３％、「いじめ」は２％だった。

　家庭的背景は、保護者との不和１０％▽保護者の離婚７％▽経済的困難５％など。個人的背景では、精神科治療歴があったケースが１４％で最多だった。分析を担当した高橋祥友・筑波大教授（災害精神支援学）は「子供の自殺はいじめに焦点が当てられるが、回答をみると貧困など家庭的背景も少なくなく、自殺予防対策に生かしたい」と話している。【三木陽介】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140620ddm012040044000c.html
・虐待通告:２０００年以降最多５３５８件　「心理的」５年前の３．５倍　　／埼玉（6月20日）
　昨年度に県内の児童相談所に寄せられた児童虐待に関する通告件数は前年度より５８９件多い５３５８件で、２０００年の虐待防止法施行以降過去最高だったことが、県のまとめで分かった。中でも「心理的虐待」の増加が顕著で５年前の約３・５倍に上り、全通告件数の４４％を占めた。

　心理的虐待は、０８年度には６８８件だったが、その後急激に増えて昨年度は２３７２件となった。県こども安全課によると、背景には警察からの通告が増加したことがあるという。昨年度の警察からの通告件数２１２４件中約６割近い１２６０件が心理的虐待だった。通告内容は「お前なんか産まなきゃよかった」などの親からの暴言や脅しのほか、夫婦間のＤＶ（ドメスティックバイオレンス）を目撃したことが多かった。ＤＶの目撃が成長後も心の傷として影響を与えると心理学などで指摘されており、警察がＤＶ対策を強化するなか、こうした通告が増加している。

　そのほかの通告内容の内訳は、身体的虐待１５０６件▽保護の怠慢・拒否１３７０件▽性的虐待１１０件だった。主な虐待者は実母が最も多く５４・７％を占め、次いで実父３１・９％▽実父以外の父親６・２％▽実母以外の母親０・７％▽その他６・５％。被虐待児の年齢は▽小学生３３・１％▽３歳〜就学前２５・３％▽０〜３歳未満１９％▽中学生１５％▽高校生他７・６％だった。

　同課は「児童の前での夫婦間のＤＶは虐待であることを周知すると同時に、引き続き早期発見・早期対応に努めたい」としている。【山寺香】

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20140620ddlk11040237000c.html
・子供自殺:「貧困」の影　「経済的困難」が５％、「進路」は１２％　文科省調査（6月20日）
　文部科学省は１９日、２０１１年以降に自殺した国公私立の小中高校、特別支援学校の児童生徒約５００人について実態調査結果を初めて公表した。背景に進路問題を挙げたケースが多かったが、経済的困難で将来を悲観した自殺が５％と、いじめ（２％）より多く、分析した専門家は「貧困問題も影を落としている」と、予防対策の必要性を強調した。

　調査は、学校、家庭、個人の各背景に関連する項目を設定し、学校が複数選択で回答。文科省が調査実施を通知した１１年６月から１３年１２月までに回答があった約５００件を専門家が分析した。

　学校的背景では、受験失敗などの「進路問題」が最多で１２％。不登校１０％▽友人関係８％▽学業不振７％と続き、体罰など「教職員の指導」は３％、「いじめ」は２％だった。

　家庭的背景は、保護者との不和１０％▽保護者の離婚７％▽経済的困難５％など。個人的背景では、精神科治療歴があったケースが１４％で最多だった。分析を担当した高橋祥友・筑波大教授（災害精神支援学）は「子供の自殺はいじめに焦点が当てられるが、回答をみると貧困など家庭的背景も少なくなく、自殺予防対策に生かしたい」と話している。【三木陽介】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140620ddm012040044000c.html
・くらしナビ・ライフスタイル:子ども虐待防止、若者が声　９月の世界会議でフォーラム
（6月25日）

　児童虐待防止に関わる世界の専門家、支援者らが集まる「子ども虐待防止世界会議」が９月１４〜１７日、名古屋市の名古屋国際会議場で開かれる。２０回目で、日本開催は初めて。地元名古屋では、子どもたち自身が虐待や家族問題について思いを発信するイベント「ユースフォーラム」の準備が進んでいる。

　このフォーラムは、１０代〜２０代前半の若者が、決められたテーマに沿ってそれぞれの経験を発表し、意見交換する。世界会議前日に開催されるが、話し合われた内容は会議で大人たちにも報告される。子どもを虐待からどう守るかが議題となる会議の中で、子ども自身が意見を表明する貴重な場となる。

　●中学〜大学生まで

　フォーラムの実行委員会には、街頭パトロールで孤立する子を支援する「全国こども福祉センター」をはじめ、私立高校の授業料軽減を訴える「愛知県高校生フェスティバル実行委員会」▽虐待防止活動に取り組む「ＣＡＰＮＡ」−−など愛知、滋賀の７団体が参加。団体に関わる中学生から大学生までの約１５人が、昨年１０月から月に１度準備会議を開いている。

　昨年１２月の準備会議では、テーマを決めるために、それぞれが話したいことを自由に書き出した。

　「親が心配。何時に帰ってくるの？」

　「親にかわいいね、いい子だねっていっぱいいってほしい」

　「親が風俗で働かなくていいようにしてほしい」

　「学校、家庭以外の居場所はあるの？」

　「子どもの発言の場が必要だと思う」

　メンバーには、親からの虐待やいじめを経験した子もいる。女性の教育の権利を訴えるパキスタンのマララ・ユスフザイさんのスピーチ映像を皆で見た後、全体テーマを「私たちの思いが世界を変える」に決めた。

　●大人はサポーター

　会議には大人も参加しているが、あくまでサポーターとしてだ。口を挟むのは会議の進行や助言を求められる時に限られている。サポーターの白石淑江・ＣＡＰＮＡ理事は「子どもたちのためのフォーラム。大人がレールを敷くのではなく、自然に出てきた声を発信できるようにしたい」と話す。

　これまであった８回の会議で、フォーラムの内容は▽各国の子どもが取り組む虐待予防活動の発表▽ランチ交流会▽いじめや虐待などについてのグループ討論−−と大枠が決まった。

　●「見ぬふりやめて」

　参加する女子高生のジェシカさん（１６）＝活動名＝は小学生の時からいじめを受けてきた。「リストカット（自傷行為）をしても、先生は『せっかくもらった体を傷つけるな』というばかりで理解してくれなかった」という。母子家庭で、母親は体が弱く頼れない。支援団体に出会い「初めて存在を認めてもらえた」と感じた。フォーラムで「見て見ぬふりをする大人にそれでいいのか問いたい」と話す。児童養護施設で暮らす中学３年の滝沢ジェロム君（１４）は「将来、保育士の資格を取って養護施設で働きたい。子どものことをもっと勉強したくて参加した」と語る。

　ユースフォーラムは１３日午前９時半〜午後４時半。１０代〜２０代前半が対象で、定員１００人。参加無料だが、申し込みが必要。問い合わせはＣＡＰＮＡ（０５２・２３２・２８８０）。【反橋希美】

　◇５５０の研究成果発表へ

　世界会議は「子ども中心の社会に向けて」をテーマに、シンポジウムや講演など国内外から計約５５０の研究成果が発表される。

　主催は「国際子ども虐待防止学会」（ＩＳＰＣＡＮ、事務局・米国）で、２年に１度開き、今回は日本国内の虐待防止に関わる専門家らでつくる「日本子ども虐待防止学会」（ＪａＳＰＣＡＮ、東京都港区）との共催。

　参加する主な研究者は、米国の虐待対策を語る予定のキャロル・ジェニー小児科医▽性虐待対応などに詳しい米ニューハンプシャー大のデイビット・フィンケルホー教授▽被虐待が脳に及ぼす影響を研究している米ハーバード大のマーチン・タイチャー博士ら。

　世界会議実行委員会事務局長の山田不二子医師は「世界の最新の知見に敏感な医学分野に比べ、福祉分野では海外の先進的な取り組みに目を向ける文化がない」と指摘。「どうしたら子どもが確実に安全に生活できるのか、子ども中心の発想が必要。世界の取り組みを知ってほしい」と話している。

　参加費は、全プログラムが８万１５００円（８月１０日までの申し込み）▽８万７５００円（８月１１日〜当日申し込み）。

　ＪａＳＰＣＡＮとの共同プログラム（１４〜１５日）のみは２万円（８月１０日まで）、２万３０００円（８月１１日〜当日）。

　参加希望者は、子ども虐待防止世界会議名古屋２０１４のウェブサイト（http://www.ispcancongress2014.org/)から申し込む。問い合わせは、世界会議実行委事務局（nagoya2014@jaspcan.org）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇子ども虐待防止世界会議の主なプログラム

▼ユースフォーラム…１３日

　話し合った内容は１５日の「ユースプレナリー」で報告する

▼マスタークラス…１４日

　虐待防止分野で世界的に著名な研究者６人による１日の講義。会議とは別途、参加費が必要

▼基調講演…１５〜１７日

　国連本部やユニセフ（国連児童基金）で子どもの暴力にかかわる担当者ら５人

▼世界会議実行委員会の主催講演…１４日

　キャロル・ジェニー氏「子ども虐待に米国はどう対応したか」

▼体罰防止シンポジウム…１５日

　＊使用言語は日本語と英語。基調講演など一部、同時通訳が付く

http://mainichi.jp/shimen/news/20140625ddm013040002000c.html
・社説:国際教員調査　先生たちは忙しすぎる（6月26日）
　まじめで向上心に富むが、教室外の仕事にも追われ、受けたい研修もままならない。学習指導の効果にもなかなか自信が持てない。

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が３４カ国・地域の中学校を対象に実施した比較調査では、こんな日本の教員像が浮かぶ。

　多くの教員は忙しすぎる。政府は義務教育６・３制の見直しなど、学制改革に乗り出すが、成否は直接授業や指導を担う教員にかかる。子どもとより長く向き合い、時間と力を注げるようにしたい。

　比較調査で際立っているのは、勤務時間の差異だ。全体平均で週３８・３時間に対し、日本は５３・９時間に上る。その中で、部活動など課外の指導は平均の３倍以上に当たる７・７時間となっている。

　各種書類や報告書づくりなど事務作業も簡単ではない。立て込むと、子どもたちの顔より、パソコンの画面と向き合っている方が長くなる日さえあるという。授業準備、教材研究もおろそかにできない。

　多岐にわたる校務に追われると、いじめなど、迅速さと細心の注意を要する問題に対応しきれない恐れもある。本末転倒だ。

　昨年、大津市の中学生自殺をめぐって、第三者調査委員会は、問題の背景の一つに教員の忙しさを指摘した。「選択と集中」で業務に優先順位をつけ、行事なども選別、さらには教育委員会が出す学校への依頼文書などを精選するよう求めた。

　今回のＯＥＣＤ調査ではこんな傾向も出ている。「特別な支援を必要とする生徒への指導能力」などが備わった教員が足りない、と感じている割合が日本では高いのだ。背景には、業務の多さ、勤務時間の長さが挙げられている。

　また日本の教員には、指導効果への自信のなさも目立つ。高い目標を持つが、時間を取って資質や技能向上の研修を十分に受けにくい実情が反映している可能性があるという。

　学制改革を論議してきた政府の教育再生実行会議は、近く報告を出す。例えば、目玉の一つ、小中一貫校の制度化は、小学校６年・中学校３年の区切りを弾力化し、独自のカリキュラムも組む。教員にも幅広く多様な力が求められ、大学の養成課程や免許制度にも変革が必要だ。

　教員の多忙解消策は既に各地の学校や教育委員会に取り組み例が見られるが、国全体として、可能な事務の外注化、共同化などを徹底すべきだろう。定数増も不可欠だ。

　それは単に「負担軽減」のためだけではない。それにより、教育力を向上させ、子どもたちに接する時間を増やすことこそが、今後の教育改革の土台になるからだ。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140626ddm005070187000c.html
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　怖い薬物、身近にも　／大阪
（6月28日）

　◆武田さち子さんと考える

　◇逃れられぬ依存性／「合法」のわな　万一関わったら保健所やダルクへ

　大物ミュージシャンが覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されました。薬物の怖さは強い依存性にあります。せっかく築き上げた地位も名誉も人間関係も全て失ってしまいます。

　私は市民団体「ストリートチルドレンを考える会」（東京）のスタディーツアーで、メキシコに行ったことがあります。メキシコ市のストリートチルドレンたちは主に、アクティーボやチェモと呼ばれるシンナー系の溶解剤や接着剤をビニール袋やペットボトルに入れたり、ティッシュペーパーにしみこませたりして、吸っていました。覚醒剤などとは違って安価なため、子どもでも手に入れやすく、１人が買ってみんなで使いまわすこともあります。吸うと気分が高揚し、何でもできる気分になったり、頭がぼーっとして、寒さや空腹感、嫌なことを忘れられて楽しい気分になったりするそうです。

　しかし、効果は長くは続きません。アクティーボやチェモにも、他の薬物と同じように依存性があります。最初はいつでもやめられると思っていても、だんだん薬物が切れるとイライラしてきます。一日中、薬物のことだけを考えるようになります。

　厳しい路上生活を子どもだけで続けるには、支えあう仲間が必要です。しかし薬物をやっていると、友達との約束が守れなくなったり、怒りっぽくなってけんかするようになったりして、孤立するようになります。また、薬物の影響による幻聴や幻覚で、住まいにしている廃屋のビルから転落したり、道路に飛び出して車にひかれたりして亡くなる子どもたちもいます。せっかくボランティア団体の職員が、安心して暮らせる施設への入所を勧めてくれても、薬物やりたさに路上に戻ってしまう子どもたちが少なくありません。

　薬物は体や脳に大きなダメージを与えます。重い後遺症が出たり、最終的には命をも奪います。

　これらは遠い国の話だけではありません。日本にもシンナーや覚醒剤など、危険な薬物があふれています。インターネットで買うことができ、路上で声をかけられたり、友達から誘われたりして、中高生にも手に入れやすい状況にあります。また、海外留学で経験する人もいます。

特に最近、問題となっているのが、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと呼ばれているものです。「合法」「脱法」などと言っても、規制が追いついていないだけです。しかも、その毒性は強く、たった１回の使用でも救急車で運ばれたり、死者も出ています。
　なかには、元気が出る薬、眠くならない薬、やせる薬などと言われて、違法な薬物だと知らずに使ってしまう人もいます。わざと若者受けのする名前をつけ、「１回だけなら大丈夫」「この薬は安全」などと言って、誘い込みます。最初は安く売って、中毒にさせてから、値段をつり上げることもします。

　依存症になってしまうと、自分で自分のことがコントロールできなくなります。人間のほうが薬物に支配され、手に入れるためにはうそや犯罪さえもいとわなくなります。自分の生活を破壊するだけでなく、身近な人や通りがかりの人を傷つけ、命を奪ってしまうことさえあります。薬物の影響は長く続きます。一度はやめることができた人でも、嫌なことがあったりすると、また使いたくなってしまいます。

　好奇心や誘惑に負けないで、手を出さないことが一番大切です。でも万が一、使ってしまったら、ひとりでやめることは極めて困難です。できるだけ早く、保健所や精神保健福祉センターなど専門機関に相談しましょう。「ダルク」という薬物依存者の自助グループもあります。周囲に薬物を使用している人がいる場合も同じです。（ＮＰＯ「ジェントルハートプロジェクト」理事）

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140628ddlk27100401000c.html
＊産経新聞

・障害者の就職、過去最高（6月5日）
　厚生労働省は、平成２５年度にハローワークを通じて就職した障害者数が、前年度比１４％増の７万７８８３人と、４年連続で過去最高を更新したと発表した。

　企業に一定割合の障害者雇用を義務付ける「法定雇用率」が昨年４月に１．８％から２％に引き上げられたことを受け、企業が積極的に障害者を採用した。

　就職者のうち精神障害者は２３．２％増の２万９４０４人と大幅に増え、２万８３０７人（６．５％増）だった身体障害者を上回った。

　都道府県別では、東京都が５９１６人で最も多く、次いで愛知県が４９８０人だった。職業別では、運搬・清掃・包装などの業務が全体の３２．９％と最多で、事務職が２１．４％、サービス業が１２．１％となった。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140605/trd14060508500002-n1.htm
・【虐待を越えて　タエコは訴える（１）鬼父】
父に殺されかけて知った「暴力への罪悪感が次の虐待を生む」　断ち切るには謝れ、「好き」だと言え（6月7日）

「なんや、殴ってしまったんかいな。でも悩むことあらへん。わたしもやったことある」。子供に暴力を振るってしまった母親を、大きく受け止める。続けて「子供に謝り。そして『めっちゃ好きやで』って言ってやり」。型破りな人生相談で母親たちを励ますのは、大阪の映像制作会社社長で兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザーを務める島田妙子（４２）。２度死にかけた」ほどの壮絶な被虐待体験を語り、虐待廃絶を呼び掛ける講演を３年前に始めた。議員や教師、親から中学生まで、さまざまな層を対象にした講演は１８０回を超えた。
　《３人きょうだいの末っ子だった妙子は、小学２年から約６年間、実父と継母から靴べらで殴られたり、包丁を突きつけられたりといった虐待を「ごはんを食べるのと同じように、毎日受けた」。酔った父親に包丁で脅された上、風呂の湯の中に何度も何度も顔を押しつけられ窒息死しそうになったり、首を絞められたり。次兄は小学校の修学旅行の出発日、ふとんごとロープでぐるぐる巻きにされ、旅行を断念されられた。継母のパチンコ費用ほしさの行為だった。きょうだい３人そろって車で児童相談所の前まで連れて行かれ、「『あそこに行け』とポイ捨てされた」こともあった》

　講演を始めたとき、妙子は「虐待をしてしまう大人も助けたい」を目標に掲げた。虐待は悪と認識しながらも、イライラして一時の感情で暴力をふるってしまう親が罪悪感にさいなまれ、それが次の虐待につながることを、実父の姿を見て知っていたからだった。
　当初は、壮絶な試練を乗り越えてきた妙子に共感しながらも、「虐待する親は絶対許せない。それを助けるなんてどういうことだ」と怒りをぶつける聴衆も少なくなかった。そんな声には、ていねいに自分の考えを説明し、理解を得る努力を続けた。

　《虐待は中学２年で終わった。しかし、その後の妙子の人生も平坦ではなかった。父親の自殺、障害のある長男の子育て、認知症の義父の介護…。人生の荒波が次々押し寄せた。虐待廃絶の活動を始めたのは平成２３年。ともに人生を歩む“戦友”のような次兄の死がきっかけだった。それまでだれにも話さなかった「虐待の封印」を解いて、半生を振り返る自伝を執筆。同時に兄の遺言として講演を始めた。その人生と虐待廃絶への強い思いは、マスコミや講演を聞いた人たちの口コミで反響が広がり、昨年４月には兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザーにも就任した》

　「講演内容は最初のころと違ってきたんですよ」

　当初は自らの被虐待体験がほぼすべてだったが、今は全体の３分の１ほど。あとは、自らの子育てやいじめ、若者気質など現代社会の課題に費やす。

　「命の奇跡」「愛と信頼」「幸せのレベル」など、波瀾万丈の人生でたどりついた“真実”に特別斬新さはないが、実体験を交えた説得力のある話しぶりや、伝えたい思いにあふれた熱のこもった口調と相まって聴衆の心をグイグイつかむ。

　虐待をしてしまう大人を妙子はいつしか「虐待さん」と呼ぶようになった。軽い呼び方とも思うが、そこに妙子の愛と決意がにじむ。

「お金が入ったらほしいものを買ってしまう。そうではなくて必要なものを買うべきです。幸せのレベルを上げすぎると、満足のレベルが高くなってしまう」
　「受精して生まれた私たちはみんな、精子が卵子に着床するまでの数億分の一の競争を勝ち抜いて生まれた。誕生してきたことがすでに奇跡なんです」

　中学生を前にこんな話をすると、生徒たちは目を輝かせ、鼻を膨らませて興奮するという。「普通に生きていること自体が素晴らしいこと。子供たちを認めてあげることが大切なんです」

　次兄の死から３年半。人生の相棒の生と死を見つめるうち、頭と心にあった考えが徐々に整理されていったのだった。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140607/wlf14060712000004-n1.htm
【虐待を越えて　タエコは訴える（２）恩人】
・命つないだ１０円玉、先生は２７年間心配していた　「私が家族を引き裂いた。タエコは生きているか…」（6月7日）

　壮絶な被虐待体験を赤裸々に語り、「虐待をしてしまう大人も助けたい」と全国を飛び回る、大阪の映像制作会社社長で兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザーの島田妙子（４２）。３年間で１８０回にもおよぶ講演では、恩人たちとの予期しない再会が一度ならずあった。

　《３人きょうだいの長兄がガラスの灰皿で父に殴られ、大けがをした翌日、妙子は家を出た。そして、何となく虐待を察知し「何かあったら電話しろよ」といって、十円玉１０枚を渡してくれていた学年主任に思い切って連絡。通報を受けた担任の女性教師が両親を学校に呼びつけ、「虐待してるでしょ。言い訳は許しません」と叱責してくれた。中学２年の春だった》

　講演がマスコミや口コミで評判を呼び始めていた平成２４年、妙子は、６年におよぶ虐待から助け出してくれた担任教師と２７年ぶりに再会した。

　「救ってくれた先生のことがずっと気になっていました。連絡しようとすればできたのに、不義理してしまって」と妙子。一方、元担任教師は「（妙子の）親子の仲を引き裂いてしまった。あの子は生きているのだろうかと心配していたが、生きていてくれてよかった」と喜んだという。２人は正反対の心配を胸に、長い間、互いを気遣って生きていたのだった。

　虐待を受けていた最中、家に泊めてくれ「わたしを守ってくれた」同級生と再会するきっかけとなったのは、昨年８月の神戸での講演会。終了後に若い女性が話しかけてきた。「さっき話されていた同級生。わたしの母親です」

　今年５月には、中学２年で虐待が終わったあと一時預けられていた施設の女性職員に再会した。「見たことのある人だなあって思って、講演の中であえてその施設の実名を出したんです。すると、その女性が目を大きく見開いて…」。講演が終わったあと、２人で涙を流し抱き合った。
　《中学卒業後に就職し、２２歳で結婚。３人の子供（娘２人と息子）を産み、３３歳で認知症の義父と車いす生活の義母を介護することになった。苦難を抱えながらも、必死に、幸せに生きていた妙子の人生のターニングポイントは平成２２年１２月。「いつもわたしを守ってくれた」我慢強い次兄〈小兄（しょうにい）〉の死だった。「ともに虐待を耐え、普通の兄妹とは比べものにならない、かけがえのない存在。小兄が亡くなったらわたしはもう頑張れない。そう思っていました」。だが、死の直後、医師に知らされた事実で思いは変わった。「人の役に立ちたい」といい続けていた次兄は、自分の体を新薬開発など医学の発展に役立ててもらうため「献体」を申し出ていた。虐待のニュースが流れると、いつもメールで連絡してきて「何か役立てないか」と悔しがっていた兄だった》

　妙子の講演には、わが子への暴力に悩む母親たちも駆けつける。妙子は「やってしまったことは戻らない。その日のうちに子供に謝ってキレイ（な心）になって、愛していることをみせることが大事」と、母親たちに語りかける。

　講演先は少年院や議会まで広がり、妙子の思いは各層にジワジワと広がっている。「議員の先生を前に話したとき『何でも遠慮せずに言ってくれ』といわれました。そのとき『虐待対応組織や啓発の予算にはふんだんにお金をつぎ込んでいるのに、防止の予算はその何分の一に過ぎない。わたしは虐待の加害者も被害者もつくりたくない』と言ったんです」

そんな妙子の講演は「魂にバチコーンと響く」と評される。「講演を聴いてくださる人たちが抱える悩みに自分がすべて対応することはできない。でも、体験を話すことで虐待廃絶のため、みんなが考えるきっかけづくりができる。さっと話して相談を受けて、さっと去る。月光仮面のようなものかなあ。よく言い過ぎですか」
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140608/wlf14060807000008-n1.htm
・問題行動の生徒、「個別指導教室」を設け、“隔離”へ　レベル１～５に分類　大阪市教委、来年度の導入目指す(6月10日)

　大阪市教委は１０日、橋下徹市長と教育行政について議論する協議会を開き、市立小中学校で悪質な問題行動を起こす子供を各学校から一定期間引き離し、経験豊富な教員らが対応する「個別指導教室」の新設を提案した。問題行動を起こす子供への指導を充実させると同時に、ほかの子供たちの安全や学ぶ権利を守ることが狙いで、橋下市長は「特別な体制を組んで子供に合わせた指導を行うことを否定する理由はない」と了承した。

　橋下市長は「問題のある生徒の行為で、真面目な生徒がバカをみることはあってはならない」とも強調。市教委は来年度からの導入を目指しており、既存施設の活用を軸に教室数などをつめていく。

　同教室での指導対象となる問題行為は悪質な校内暴力、授業妨害など。市教委は昨年９月に問題行動を軽い方からレベル１～５に分類した対応マニュアルを策定しており、傷害行為や危険物所持などが例示されたレベル４、５に相当する行為を想定している。

　学校教育法に基づく出席停止措置を行い、その期間中に同教室で指導。子供ごとに個別指導計画を作成し、在籍する学校と連携して問題行動の克服を図る。

【暴力件数全国でワースト】
　個別指導教室の背景には、学校現場が抱える深刻な現状があった。大阪市教委は１０日、小中学校で悪質な問題行動を起こす子供への指導に特化した教室の整備へと動き出した。学校現場は相次ぐ校内暴力、教員への挑発などに対処しきれない状況が生まれているとされ、特別教室での重点的な指導で子供の立ち直りを推し進めたい考えだ。関係者からは「真面目な子供に落ち着いた授業をできる」と歓迎の声があがる一方、実効性を疑問視する意見も聞こえてくる。

　大阪府の児童・生徒千人あたりの平成２４年度の暴力行為の発生件数は４７都道府県の中で最多の９・５件。文部科学省が全国の学校を対象に行った調査の結果で、全国平均の４・１件の倍以上もある。大阪市教委によると、学校現場では暴力行為に加え、授業離脱、授業妨害などの問題行動が後を絶たない。

　さらに２４年１２月に生徒が自殺した市立桜宮高校の体罰事件以降、体罰撲滅が進む水面下で教員は子供たちの増長に直面。市立学校の校長らで作る研究班が調査したところ、中学校の教員の約４割が生徒から「しばけや」「体罰や」などと言われる挑発・揶揄（やゆ）が増えたと感じている。

　「問題行動の指導に追われる学校で落ち着いた授業を行うのは正直、難しい」。市教委幹部は学校現場だけでは手に負えない状況があることを打ち明け、真面目な子供に悪影響が出ることを懸念する。

学校教育法では問題行動を起こさない他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から、学校側に出席停止措置をとることが認められている。
　市教委が昨年９月に策定した問題行動への対応マニュアルでも、レベル４以上の悪質なケースで出席停止を提示。しかし市教委の担当者によると、市立小中学校で出席停止措置は１度も行われたことがないとみられる。

　課題は出席停止にした子供への「学習支援」。小中学校は義務教育のため、出席停止の際には教員が自宅に出向いて授業を行うなど必要な措置をとらなければならず、「人的余裕がない中で学校現場の負担が増えるため実行に踏み切りにくい」（市教委幹部）。

　打開策として考案されたのが、出席停止中の子供を指導する個別指導教室の新設だ。子供たちを集めることにより教員の負担が軽減される上、経験豊富な教員らを指導役に配置することで「しっかりと規範意識を育てられる」（市教委幹部）とする。

■

　「実現すれば授業の実施に集中できるようになる」。学校現場では歓迎する声もあるが、「レッテル貼りにつながる」との懸念や実効性を疑問視する見方もある。

　問題行動を繰り返す子供には学校に来なかったり、授業の途中で抜け出したりするケースが目立つといい、生徒指導の経験が長い市立中学校の校長は「自発的に特別教室に通い続けるとは考えにくい」と指摘する。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140610/wlf14061013520015-n1.htm
・ご注意！　高校部活の体罰　指導者を一律１年間停止に　渡辺敦司（6月13日）
大阪市立高校で部活動の体罰により生徒が自殺した事件（２０１２＜平成２４＞年１２月）をきっかけに、政府の教育再生実行会議（外部のＰＤＦにリンク）が体罰の禁止の徹底を求めるなど、体罰の問題が改めてクローズアップされました。各地の調査（外部のＰＤＦにリンク）を見ると、体罰の把握件数は軒並み減っているようです。しかし、気を緩めるわけにはいきません。そんな中、全国高等学校体育連盟（全国高体連）は更に厳しい「体罰根絶全国共通ルール」（外部のＰＤＦにリンク）を制定し、この７月から適用するとしています。

全国共通ルールは、監督・コーチ・顧問教諭・外部指導者などに適用されるものです。これらの指導者が体罰を行った場合、教育委員会や学校の指導措置・処分などが確定してから１年間、その指導者を高体連主催の大会に出場できないようにし、高体連の役職にも就かせません。体罰の場面は練習中はもとより、ミーティングや寮生活も含みます。何をもって体罰と判断するかは、文部科学省が２０１３（平成２５）年５月に示した「運動部活動での指導のガイドライン」（外部のＰＤＦにリンク）にある「体罰等の許されない指導と考えられるものの例」を参考にするといいます。学校自体が出場停止になるわけではありませんが、大会に出られない指導者は事実上、その部活動の指導者を続けることはできなくなるでしょう。

全国共通ルールを制定する狙いについて全国高体連は「全ての運動部活動指導者、生徒、保護者、そして、社会全体にまで広く周知することにより、運動部活動にかかわる体罰の発生を未然に防止する」と説明しています。裏を返せば、体罰問題はそれだけ根深いとも言えるでしょう。

中・高校時代に運動部活動をしていた保護者の方々にも「昔から体罰はあったし、少しぐらい厳しいほうが鍛えられる」と思わないでもない向きがあるのではないでしょうか。しかし、それこそが体罰の「芽」になります。

全国大学体育連合が実施した調査（外部のＰＤＦにリンク）によると、体罰を振るわれた経験がある学生の６割が「体罰・暴力は必要」と考えており、ない学生では４割を切っているのと比べると多くなっています。しかも、体罰経験のある者のほうが、「将来、運動部活動等のスポーツ指導者になりたい」と回答しています。ただでさえ「体罰の連鎖」が生み出されかねない状況にあるというわけです。意識的に体罰をなくそうと努力しなければ、根絶はできません。

体罰自殺事件を受けて、全国高体連と日本中学校体育連盟（日本中体連）は連名で「体罰根絶宣言」（外部のＰＤＦにリンク）を発表したほか、日本体育協会（日体協）や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）などとも連名で「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を発表しています。

２０２０（平成３２）年にオリンピック・パラリンピックの東京開催が決まったというのに、いつまでもスポーツにおける体罰禁止が徹底できないとすれば、国内的に問題であるばかりでなく、国際的にも恥ずかしい話です。五輪を機に、体罰を容認しがちな日本の文化風土を変える努力が必要でしょう。何より学校では体罰が昔から法律で禁止されていることを、改めて思い起こす必要があります。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140613/edc14061315000002-n1.htm
・小中高、性同一性障害調査　悩み深刻…自殺未遂や不登校も「学校現場の理解不可欠」（6月14日）
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　文部科学省が初めて実施した性同一性障害（ＧＩＤ）に関する調査では、子供たちから多くの相談が寄せられ、性同一性障害特例法が性別変更を認めていない２０歳未満で、性の不一致への悩みが深刻であることが浮き彫りになった。対応次第では自殺未遂や不登校につながることもあり、関係者は「学校現場の理解を深めることが不可欠だ」と訴える。

　「当事者の９割は中学生までに性別違和を覚えている」。教師らを対象に、年に数回講習をしているＧＩＤ学会理事長の中塚幹也岡山大教授がデータを示すと、参加者は驚きを隠せなかった。「もしかしたら自分たちも教室で見落としている子がいるかも」

制服に嫌悪感

　体が急激に変わっていく第２次性徴は、小学校高学年から中学生にかけて迎える。中塚教授によると、望まない性の特徴が顕著になることに焦りを感じたり、制服を着ることへの嫌悪感が強くなったりする。

　岡山大病院の調査では、自殺を考える子供は中学生でピークを迎え、実際に自殺未遂や自傷行為をしたり、不登校になったりすることもある。

希望する性別の身体的特徴を促すホルモン治療をする方法もあるが、日本精神神経学会の治療指針では早くても１５歳からしか認められていない。このため、最近は第２次性徴を抑える薬を投与し、体の変化を止めるやり方が取り入れられるようになってきた。
　しかし、学校生活を送る上での課題は、投薬だけでは解消できない。

　文科省は平成２２年、性同一性障害とみられる児童生徒に配慮し、教育相談を徹底するよう通知。今回の調査でも、制服の着用やトイレ、更衣室の使用について、特別な配慮をしているケースが報告された。

「環境整えて」

　大学生になって男性から性別変更した京都市の女性（２２）は、高校生の時に担任にカミングアウトし、水泳の授業などで学校側の配慮を受けられた。だが、小学３年のころ、自分の性別に違和感を覚えるようになってから長い間、「ばれたらいけないことだと思い、誰にも相談できずに悩みを抱えてきた」。

　数カ月前、小学６年の道徳の授業に呼ばれ、性同一性障害について自身の経験を話した時、女性に向かって「オカマ」と言った児童がいたが、別の児童がその子に「それはあかんで」と注意した。女性は「授業などで当事者の生の声を聞き周囲の理解が深まれば、性に悩む子供にも生活しやすい環境が整うはずだ」と強調する。

当事者団体「日本性同一性障害と共に生きる人々の会」（東京）の山本蘭代表は「校長の理解が足りず、学校に相談しても何もしてくれないという相談は少なくない」と指摘している。
◇

【用語解説】性同一性障害
　心と体の性別が一致しない障害で、原因は解明されていない。平成１６年施行の性同一性障害特例法に基づき、（１）２０歳以上（２）婚姻していない（３）未成年の子がいない（４）性別適合（性転換）手術を受けている－などの要件を満たせば、家裁で戸籍の性別変更の審判を受けられる。文部科学省の今回の調査では、診断の有無にかかわらず、児童生徒の認識に基づいて判断した。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140614/edc14061410000002-n1.htm
・教育行政の責任明確化　民意反映させ適正運用を　改正法が成立（６月１４日）

　改正地方教育行政法により、教育行政のトップを自治体の首長が直接任免するようになるなど、首長の権限が大幅に強化される。一方、形骸化が指摘されていた従来の教育委員会も存続し「中途半端だ」との声もある。いじめ自殺などの重大問題に迅速に対応するため、民意を反映させた適正な運用が求められている。

　「首長と教育委員会の責任の分配が明確とはいえず、十分だとは思えない。ただ、首長の権限を強化したことは大きな前進である」。大津市幹部が、自戒を込めてこう話す。同市で平成２３年に起きた中２男子いじめ自殺事件が、改正法成立のきっかけとなった。

　改正法では、首長主宰の「総合教育会議」が新設され、首長の責任のもと、教育方針の大綱が定められるようになった。「これまでより迅速で適切な対応が期待できる」（文科省関係者）という。

　だが、教育行政の最終権限を教委から首長に移行するまでには至らなかった。元神奈川県教組委員長で教育評論家の小林正氏は「教委廃止がベストだったが、改正法が成立した以上、教育行政の責任明確化と透明化に向けて適正かつ厳格に運用すべきだ」としている。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140614/edc14061409130001-n1.htm
・どう変わる？　学校の健康診断　座高など廃止、新たな項目追加も　斎藤剛史（6月16日）
学校時代の健康診断には、さまざまな思い出がある人もいるかと思います。その健康診断について文部科学省は、２０１６（平成２８）年度から検査項目のうち「座高」と「寄生虫卵検査」を廃止する一方、新たに「四肢の状態」という項目を追加することを決めました。学校の健康診断の風景が、少しだけ変わることになりそうです。

学校の健康診断のうち「座高」は、１９３７（昭和１２）年度から検査項目に加わりました。当時の徴兵検査の中に座高があり、それにならったともいわれています。戦後もそのまま残っていましたが、データ的には身長と体重だけで十分として座高測定を疑問視する声もありました。しかし、国中のほぼすべての子どもたちの身体データを毎年測定する日本の学校の健康診断は、世界的にもほとんど例がない取り組みで、一度項目を廃止するとデータが途切れるため、医学関係者などが廃止に強く反対していました。ところが、文科省の検討会が調べた結果、座高のデータを活用した研究が実際には少ないことが判明しました。さらに、座高を低く見せようとして子どもたちが背を丸めたりして、測定に時間がかかるという批判が学校関係者の間で多かったこともあり、ようやく廃止が決まりました。同じような経緯で廃止になった例としては、１９９５（平成７）年度からなくなった「胸囲」測定があります。

また、ぎょう虫などの「寄生虫卵検査」は１９５８（昭和３３）年度から始まりました。当時の子どもたちの寄生虫発見率は約３割でしたが、水洗トイレの普及など衛生環境の改善により現在の発見率は１％未満に低下しているため、廃止することになりました。

一方、新たに加わる「四肢の状態」は、「四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態」を観察するもので、まっすぐ立っていられない、和式トイレなどにしゃがめないなど運動不足が原因で筋肉・関節・骨などの発達に問題があると思われる子どもが増えたことに対応するのが狙いです。

また運動不足だけでなく、野球やサッカーなど過度に特定のスポーツばかりしてきたことなどに起因する障害なども調べることにしています。具体的には、家庭で書く保健調査票などをもとに学級担任・体育教諭・養護教諭などが判断して、医師が検査するということになりそうです。このため高校では１年時のみに限定されている家庭での保健調査票の記入を、小・中学校と同様に全学年に義務付けることにします。

文科省は今後、これらの診断の具体的な手順や方法などを示した学校向けマニュアルを作成し、配布する予定です。

このほか色覚検査は、差別の助長につながる恐れがあるとして２００３（平成１５）年度から廃止されました。しかし、色覚異常があることに気が付かないまま社会人となる者が増えてきたという指摘があり、資格取得などの際に問題が生じるケースもあります。このため文科省は、本人や保護者の同意があれば健康診断で色覚検査を実施できることを保護者に周知し、子どもに将来の不利益を招かないようすることを、教育委員会や学校に求めています。　

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140616/edc14061615000003-n1.htm
・児童ポルノ単純所持も「１年以下の懲役」　改正法成立、７月施行　摘発急増で規制強化（6月18日）
　個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」の禁止を盛り込んだ改正児童買春・ポルノ禁止法は、１８日午前の参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数により可決、成立した。

　児童ポルノの摘発件数が増加する中、規制を強化し、被害の拡大を防ぐ。漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス（ＣＧ）などは明確に規制の対象外とした。早ければ７月に施行される見通しだ。

　改正法は、自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で１８歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、１年以下の懲役または１００万円以下の罰金を科す。個人が既に所有する写真などを処分するための期間として、罰則の適用を法施行から１年間猶予する。

　盗撮による児童ポルノの作製を罰するほか、インターネット関連事業者に捜査機関への協力や拡散防止の措置を求めた。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140618/plc14061811350012-n1.htm
・マイノリティの子供を支援（6月18日）
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冊子「教職員のためのセクシュアル・マイノリティサポートブック」（性と生を考える会刊）。＜ダウンロード＞ｈｔｔｐ：／／ｓａｙ－ｔｏ－ｓａｙ．ｃｏｍ
　生まれ持った体の性別で生活することに苦痛を感じたり、同性が好きだと気づいたりと、学校でもさまざまな性に悩む子供たちがいる。２０１３年に発表された「教員のＬＧＢＴに対する意識調査」では、「同性愛や性同一性障害について教える必要があると思う」と答えた教員が６～７割に及んだにもかかわらず、「授業にＬＧＢＴを取り入れた」という回答は２割に満たなかった。冊子『教職員のためのセクシュアル・マイノリティサポートブック』は、教職員やＬＧＢＴ当事者を含む有志が集まり制作された。用語解説のほか、具体的な学校での支援から家族への支援までマイノリティの子供が自分らしく楽しい学校生活を送れるようサポートのヒントを紹介している。性と生を考える会（ｓａｙ－ｔｏ－ｓａｙ．ｃｏｍ）からダウンロードできる。（ＳＡＮＫＥＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ）
　■ＬＧＢＴ　レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140618/edc14061817240005-n1.htm
・広がるスマホがらみの犯罪　狙われる無防備な子どもたち　斎藤剛史（6月19日）
２０１３（平成２５）年下半期（７～１２月）に出会い系以外の交流サイトを利用して性犯罪などの被害に遭った１８歳未満の子どものうち、スマートフォン（スマホ）を使用していた者は４６７人で、同年上半期（１～６月）の１．７倍にも上り、過去最多となったことが警察庁の調査（外部のＰＤＦにリンク）でわかりました。また、スマホの普及に伴い犯罪の手口も変わりつつあります。保護者はスマホに潜む危険性をもっと真剣に受け止める必要があるようです。

東京都立高校生の８４．５％がスマホを利用するなど、いまやスマホは子どもの間でも一般的になりつつあります。しかし、従来の携帯電話と違い、より自由に交流サイトなどに接続できるほか、ＬＩＮＥなどの無料通話アプリが使えるスマホには、危険も潜んでいます。警察庁の調査によると、２０１３（平成２５）年下半期に一般の交流サイトを利用して性犯罪の被害に遭った子どもは６９５人でした。このうち携帯電話などからサイトにアクセスした子どもは６２８人で、うち４６７人（７４．４％）がスマホを利用していました。携帯電話などを利用した被害者に占めるスマホ利用者の割合は、２０１１（平成２３）年上半期が０．８％、同下半期が１．４％、２０１２（平成２４）年上半期が８．３％、同下半期が２３．９％、２０１３（平成２５）年上半期が５０．５％、同下半期が７４．４％と急増しています。同時に交流サイトを利用した性犯罪の被害に遭う子どもの人数も増加しており、スマホを使用していた被害者は２０１３（平成２５）年上半期２７４人だったものが、下半期は４６７人と１．７倍にも増えています。

一方、２０１３（平成２５）年下半期に検挙された被疑者を見ると、携帯電話などで交流サイトにアクセスしたのが９４．０％、そのうちスマホを使っていたのが７５．８％でした。スマホの普及は犯罪の手口にも変化を及ぼしています。これまでは交流サイトに付随するミニメール機能を利用して子どもに連絡し、メールアドレスを聞き出すのが主流でした。ところが、２０１３（平成２５）年上半期からミニメールの利用が減り、代わりにサイト内のプロフィールなどから直接連絡先を入手する手口が急増しています。これは、スマホの無料通話アプリのアドレスを利用したものと思われます。複数の人間と同時にやりとりができる無料通話アプリは、気軽に使える分だけ、子どもたちの警戒心が薄れるのでしょう。

また、被害に遭った子どもたちに尋ねたところ、９４．５％が有害サイトを遮断するフィルタリング機能に加入していません。さらに「（交流）サイト利用を親に話していないので、注意を受けたことはない」が２９．９％、「注意を受けたことはない、放任」が２７．１％、「ゲームサイトと親に話していたので、注意を受けたことはない」が１．３％で合計５８．３％、約６割が交流サイトの利用について保護者から何の指導も受けていませんでした。これに対して、検挙された被疑者の７２．３％が最初から「児童との性交目的」で交流サイトにアクセスしたと答えています。スマホは便利なだけではなく危険もあるということを子どもたちに指導しておく必要があるでしょう。　

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140619/edc14061915000003-n1.htm
・即日全件調査、新指針に　全教員から聞き取り専門家も　有識者会議（6月20日）

　子供の自殺予防策を考える文部科学省の有識者会議は１９日、児童らが自殺した場合、学校が全事案について即日背景調査に着手するよう指針を見直すことを了承した。現在の指針は「できる限り全ての教員から迅速に聴取する」としていたが、全件調査は明示していなかった。近く全国の教育委員会などに通知する。

　新指針では子供が自殺した場合、学校が状況把握のため「基本調査」に即日着手。全教員からの聞き取りは３日以内をめどに終了し、状況に応じ自殺した子の友人らからも話を聴く。

　学校設置者が必要と判断すれば、精神科医など専門家を加えた調査組織による「詳細調査」もする。全ての事案で実施することが望ましいが、少なくとも（１）いじめや体罰など学校が背景にあると疑われる（２）遺族の要望がある－などの場合は詳しく調査するとした。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140620/edc14062014130004-n1.htm
・子供の自殺、１０人に１人が進路問題　背景調査、文科省が初めて実施（6月20日）
　小中高校生の自殺の背景を調べたところ、１１・９％に受験や就職の失敗などの進路問題があることが１９日、文部科学省が初めて実施した児童生徒の自殺に関する実態調査で分かった。不登校や保護者と不和だった子供も約１０％に上った。

　文科省は平成２３年６月から、自殺や自殺の可能性がある児童生徒がいた場合、背景となった事実関係のデータを収集するよう学校側に求めている。調査票は背景を「学校」「家庭」「個人」の３つに分け、４０以上の選択肢から考えられるものを全て選ばせた。２５年１２月までに集まった約５００の回答を集計、有識者会議に報告した。

　学校的背景では、進路問題を抱えていた子供が１１・９％で最多。不登校または不登校傾向９・９％、いじめを除く友人関係の悩み７・９％が続いた。家庭的背景では保護者との不和が９・９％で最も多く、経済的な困難を抱えた子供は４・６％。個人的背景では、精神科の治療歴がある子供が１３・５％だった。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140620/edc14062008450001-n1.htm
・生みの親が別にいることを知った７歳長男は「お母さん、大丈夫？」と育ての母を気遣った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6月20日）
保護者が育てられない子供の養育に関しては主に児童相談所や民間のあっせん団体などを通じて養子縁組に至るケースがある。ただ、日本では養子縁組そのものが浸透していないという

　「お母さん、僕はどこから来たの？」

　神奈川県の篠山幸恵さん（４９）の長男、孝君（７）＝いずれも仮名＝が、何げなく幸恵さんに尋ねたのは、３歳のときだった。幸恵さんと夫の康行さん（５１）＝仮名＝は平成１９年、戸籍上も養親の実子となる特別養子縁組で、生まれたばかりだった孝君を迎えた。

　「包み隠さず、いずれ何もかも話そう」。２人は以前から決めていた。今がその機会かもしれないと、本当のことを明かした。

　「孝を生んだママは、別にいるんだよ」。幸恵さんは、自分が赤ちゃんを産めないことも伝えた。

　「お母さん大丈夫？」。孝君は幸恵さんを気遣った後「わかった」と答えた。

　孝君が本当に理解できたのかは、今もわからない。けれど、孝君は明るく、争いごとを好まない優しい子に育った。幸恵さんは、その姿がわが子からのメッセージなのだと感じている。

　夫妻は２年前、長女の昭子ちゃん（２）＝同＝も特別養子縁組で迎え、４人家族になった。一家は２年に１度、孝君が生まれた病院を訪ねる。熊本市西区の慈恵病院。孝君は、同病院を介した最初の特別養子縁組のケースだった。

不倫、性被害も…複雑な事情

　慈恵病院は１９年、親に望まれずに生まれた赤ちゃんを預かる「こうのとりのゆりかご」を始めた。母親に産み落とされた赤ちゃんが亡くなる事件が相次ぎ、赤ちゃんの命を守ることは産婦人科の責務だと考えた蓮田太二院長（７８）の発案だったが、一般には「赤ちゃんポスト」と呼ばれ、当初は「捨て子を助長する」と批判を浴びた。

　児童養護施設を舞台とし、内容や表現が物議を醸した今年１～３月放映のテレビドラマ「明日、ママがいない」に関し、最初に抗議の声を上げたのも同病院だった。主人公のあだ名は「ポスト」。ほかの子供から「ポストのくせに」となじられるシーンがあった。

　「ゆりかご」で預かった赤ちゃんは６年で９２人。制度上、ほぼ全員が乳児院に預けられた。病院は赤ちゃんの「その後」にタッチすることはできない。

一方で、同病院は「『ゆりかご』に預ける前にまず相談を」と呼びかけ、１９年以降、全国の親から相談を受け、特別養子縁組の仲介に積極的に携わってきた。
　不倫、年少者の妊娠、性被害…。相談者の事情はさまざまだ。延べ相談件数は昨年、千件を超えた。民間団体と連携して成立させた縁組は６年で１６７件。このほか１９８人の母親に、面談を経て子供を手放すことを思いとどまらせた。

　「行政は、複雑な事情を抱える母親に親身に寄り添いきれていない。私たちは『ゆりかご』で赤ちゃんの命を救い、相談に乗ることで親も救う」（田尻由貴子看護部長）。同病院には「子供の将来を守りたい」という強い意志がある。

一刻も早く

　親から虐待を受けるなどして一緒に暮らせない子や、死別や行方不明などで親と離ればなれになった子らの数は約４万６千人。厚生労働省によると、虐待の増加が影響し、ここ数年は高水準で横ばい傾向だ。

心に傷を負う子供を癒やし、健やかに育てるには、家庭に近い安心感を持てる環境で、愛情や信頼関係のもとに育まれることが求められる。しかし日本では、より家庭的な養育が望める里親委託や養子縁組は、思うように浸透していない。
　「僕、この病院で生まれたんでしょう？」。孝君は５歳のときに慈恵病院を訪れた際、出迎えた蓮田院長らに明るく語りかけた。旅行先で覚えた歌も披露し、スタッフを喜ばせた。

　「養子縁組を結ぶなら、一刻も早く、新しい親に育ててもらいたい」。蓮田院長は、子供の健全な心身の発達を強く願う。「早くから親の愛を受けた子供は、みな明るく優しい」。その言葉は、幸恵さんの思いと重なる。

◇

　「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」。児童福祉法は第１条でこううたうが、虐待や育児放棄が増加し、親の愛を受けられない子供を生み出す負の連鎖がある。社会はいかに向き合うのか。「人生（いのち）の楽譜」第２楽章では、こうした子供たちを取り巻く環境の「今」を見つめる。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140620/wlf14062007000005-n1.htm
・なくならぬ「児童虐待」、再発防止策作った直後も被害に悩む和歌山…検察の「情報公開」で状況は変わるか（6月22日）
　和歌山市で昨年７月に起きた２歳男児虐待死事件を受け、和歌山県の検証委員会が今年４月に再発防止策をまとめたが、その直後の５月、県内では乳・幼児の虐待事件が相次いで発覚した。行政が取り組みを進めてもなくならない虐待。和歌山県では、児童相談所（児相）への児童虐待相談件数が平成２５年度に８００件近くと過去最多を記録した。法務省は虐待の疑いで親が逮捕された場合、検察が捜査情報や処分理由などを児相に連絡する方針を決め、県も関係機関との連携強化や孤立化する親の支援に乗り出した。虐待防止には垣根を越えた連携や情報共有が求められている。（兵頭茜）

　

逮捕されても再び虐待

　昨年７月、和歌山市内の自宅で当時２歳だった長男の頭部を強打し死亡させたとして、傷害致死容疑で父親が逮捕された事件は、再発防止に向けた態勢づくりへと行政を大きく動かした。

　この父親は２３年１１月と１２月にも、長男の太ももを踏むなどの暴行を加えたとして傷害容疑で逮捕されたが、いずれも起訴猶予となっていた。長男はその後、児相に保護されたが、昨年６月１１日に長期外泊許可が出て自宅に戻り、７月８日に正式に家庭復帰が可能と判断されたが、同２４日に死亡した。児相は当時、家庭復帰から約１カ月で事件が起きたことに対して、「入所後の（親子関係の）経過は良好と判断した」と説明していた。

　事件を受けて、県は１１月に検証委員会を設置し、弁護士や学識経験者を中心に、行政機関の対応や再発防止策について協議。今年４月、児相と市、乳児院など関係機関の連携が不十分だったとする報告書を県に提出した。その中で指摘された再発防止策について、仁坂吉伸知事は「国や市町村と連携し、すべて具体的に実施していきたい」と話した。

しかし、そうして態勢を整えるなかでも、虐待は続いた。報告書が出されて間もない５月、同県岩出市で、生後間もない長女の頭をたたくなどし頭蓋骨骨折の重傷を負わせたとして、２１歳の母親が逮捕された。「育児によるストレスが限界に達していた」と供述したという。
　さらに同月、当時５歳の義理の長女に暴行し左太ももの骨を折る重傷を負わせたとして、同県有田市の２９歳の父親が逮捕された。被害を受けた子供はともに児相の関連施設で保護された。

　

検察との情報共有どこまで…

　県は、昨年の男児虐待死事件で、父親が以前の傷害事件で起訴猶予となっていた事実を重視。６月上旬、虐待の疑いで親が逮捕された場合に、検察側の捜査情報や処分理由などを児相が共有できるような法整備を法務省に要望した。

　県子ども未来課によると、同省刑事局担当者は法整備については「そこまでする必要はない」としつつも、「現行法のなかで一定の情報提供は可能。必要があれば児相と情報を共有していく」と話し、捜査情報を積極的に児相に提供する方針を示した。今後、全国の検察に周知していくという。

　同課は「今後どのくらいの情報が開示されるか注視したい。（それらを参考に）対策をより具体化していく。むしろこれからが重要だ」と話す。児相も「実際に情報がもらえるかは別として、気になったときに相談や連絡をしやすくなったことは大きい」と、検察との連携が深まったことを評価する。

県のまとめによると、県内に２カ所ある児相が２５年度に自治体の福祉事務所や一般などから受け付けた児童虐待の相談件数は、７９３件で過去最多を更新。前年度より７５件多く、増加傾向が続いている。その内訳は、子ども・女性・障害者相談センター（和歌山市、中央児相）に６５１件、紀南児相（田辺市）には１４２件だった。
　相談の内容で最も多かったのが、殴る蹴るといった身体的虐待の２７８件（３５％）。次いで、言葉や態度で心理的疎外感を与える心理的虐待が２６７件（３４％）、食事を与えない、長時間放置するなどの育児放棄（ネグレクト）が２３３件（２９％）、性的虐待が１５件（２％）だった。

　ネグレクトは前年度より４件減少したが、心理的虐待は５４件増、身体的虐待も２２件増加するなど依然として深刻な状況だ。特に、家庭内暴力に関連した虐待の通報が増加傾向にあるという。件数の増加について、県子ども未来課の岡本勝年課長は「虐待そのものが増えていることもあると思うが、虐待への認識が浸透し、一般の人や学校からの通報が増えたためでは」と話す。

　虐待者については、実母が４５２件（５７％）で最も多く、実父が２６６件（３３％）、実父以外の父親が２４件（３％）、実母以外の母親が１５件（２％）だった。

　岡本課長は「核家族化の中で、親が孤立していくケースも多く見られる。従来の親支援プログラムをさらに改善していく」と話し、今年中に市町村向けに「親支援のファシリテーター」養成研修を実施する計画だ。

　現在も、妊婦健診で声かけを実施するなど、なんとか母親の孤立化を防ごうと取り組む。子育てを共有するコミュニティーの減少が進むなか、県では、親が子育てを学ぶ場や親同士が意見交換できる場づくりなどに力を入れていくという。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/141217/waf14121721070001-n3.htm
・「家庭の愛情」知らぬまま育つ「養護施設の子」…“卒業後”もさいなまれる孤独感（6月22日）
　「最近どうしてる」「仕事は？」。２月のある夜、大阪市東成区の民家に十数人の若者らが集まって食卓を囲んだ。児童養護施設の出身者らが自立を助け合う団体「ＣＶＶ」の交流事業「よりみち堂」。月１回、施設出身者らが料理を作り、一般参加者も交えて近況報告や相談などを行う。

　「ＣＶＶがあるから、ひとりぼっちじゃない」。同市の山川由貴さん（１９）＝仮名＝は語る。

　２人暮らしだった母親に小学２年ごろから日常的に暴力を受けるようになり、１０歳で施設に入所。昨春、高校卒業を機に巣立った。児童養護施設の入所者は、原則高校卒業とともに施設を去らなくてはならない。

　「施設では生活への安心感はあったけど、集団生活で誰かに相談できる環境じゃなかった」。山川さんは一方で「退所後も戸惑うことばかり」と痛感した。

　就職した会社は不規則な勤務で体力的に厳しく、１カ月で退職した。会社の寮を出てアパートを探したが、未成年に貸してくれる業者はなかなかない。親代わりの施設長が心配して保証人となってくれ、今はスーパーのアルバイトで得る月約１１万円で生活する。

　施設退所後は社会に１人でほうり出された感じで、時間やお金の使い方など、一般家庭で育てば当たり前のことがわからず戸惑った。「とにかくお金をためて生活を安定させたい」。当面の切なる願いだ。

ＣＭの「家族」にあこがれ

　「若くして退所を迫られる施設出身者は、後ろ盾のない人が圧倒的に多い」。約１０年前にＣＶＶを設立した中村みどりさん（３０）も、児童養護施設の出身だ。

　２歳で施設に預けられ、常時５０人前後の子供たちと生活。当時は８畳ほどの部屋で６～７人が過ごす形で、食事や入浴は決められた時間にこなす。遠足のときは全員中身の同じ弁当を持たされるのが恥ずかしかった。個人的に誕生日を祝ってもらったこともない。自分を預けた母親は、１度面会に来たきりだった。

施設出身、３割「孤独・孤立」…振り返れば「上下関係の厳しい合宿の日々」
周囲には、施設出身というだけで偏見にさらされたり、性風俗業や暴力団に入ったりする人が少なくない。不安定な生活の中で、若年出産する女性も多い。

　施設出身者が悩みを打ち明けられる場所は少ない。東京都の平成２３年の調査によると、退所者の悩みは「孤独感、孤立感」が３０％でトップ。６人に１人が、誰にも相談できずにいた。

　中村さんは、１６年間を過ごした施設での生活そのものにも窮屈さを感じていた。「日々生活はできたけど、私個人を大切にしてもらった経験がなかった。笑顔で仲の良い両親と子供たち…。ＣＭで見るそんな家族のイメージが、あこがれだった」

　個より集団が先に立つ施設での日常。中村さんは「上下関係が厳しい合宿が、毎日続くような生活だった」と振り返る。

虐待理由に集中

　厚生労働省は近年、児童養護施設について、２０人以上のグループ単位で暮らす大規模型から、ケアが行き届きやすい１２人以下の小規模型へシフトさせようとしている。そのモデルとなるような施設がある。

　埼玉県北東部の加須（かぞ）市。田園地帯に立つ建物から、子供たちの笑い声が響く。「光の子どもの家」。昭和６０年の設立時から、子供５人ごとに母親代わりの女性担当保育士をつけて「家」とし、約３０人が６つの家で暮らす形態を続けている。

　「ここ数年、虐待以外の理由で来る子供がいなくなった」。菅原哲男理事長（７４）は「だからこそ、家庭的な暮らしが必要だ」と考える。ただ、過酷な虐待被害を受けた子供が増えれば、それだけ職員の心身の負担も大きくなる。１人の職員が１０人以上の子供を担当する施設もある。

　職員が交代制で勤務する施設も少なくないが、菅原理事長は否定的だ。「時間になったら『お母さんが交代します』って、そんな家がありますか」

ケアの充実と、職員の負担の増大。各施設は、日々そのはざまで、難しい課題を突きつけられている。「親の愛情を受けられない子供を、どう育てていくのかが問われている」。菅原理事長はそう感じている。
【用語解説】児童養護施設と乳児院
　保護者のいない子や、虐待などで親と暮らせない子供を養育する施設。原則０歳児が乳児院、１～１８歳は児童養護施設に入る。延長措置もあるが、多くは高校卒業までに退所しなければならない。厚生労働省によると、昨年１０月現在、全国の児童養護施設５９５カ所で、約２万９千人が生活。子供の平均在籍年数は平成２０年度で４・６年だが、８年以上在籍する子供も約２割いた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140622/wlf14062207000003-n1.htm

・児童ポルノ　恥ずべき社会脱する機に（6月24日）
　改正児童買春・ポルノ禁止法が成立し、７月中にも施行される。改正法では、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」も禁止され、１年以下の懲役または１００万円以下の罰金が科せられる。

　これまで先進７カ国で児童ポルノの単純所持を禁じていないのは日本だけだった。恥ずべきことである。これを機に、子供を児童ポルノの被害から徹底して守りたい。

　改正法は、児童ポルノを「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」と定義した。また、「自己の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で所持」という要件も設け、他者から一方的に送りつけられたメールや、純粋に自分の子供の成長記録として裸を撮影した場合などとの線引きを示した。

　悪意の有無を判断することが、それほど困難であるとは思えない。子供を食い物にするような行為や、これに加担する単純所持は許さないということだ。一方で捜査機関による乱用を防ぐため、弁明の場はていねいに設けられるべきだろう。

　昨年１年間に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は１６４４件で、過去最多を６年連続で更新した。被害に遭った１８歳未満の子供も６４６人と最多を数えた。

　ネットに流出した画像や映像を消すことは容易でなく、被害児童は長く苦しむことにもなる。子供が性的対象となることで傷つく社会であっていいはずはない。

改正法では、漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス（ＣＧ）などは表現の自由に配慮する観点から規制の対象外とされた。だが現実には、幼児を性的対象とするような「作品」が氾濫している。架空の創作物であれば何でも許されるのか。将来的な規制について検討を重ねる必要がある。
　栃木県の小学１年女児が殺害された事件では、８年半後に逮捕された容疑者宅のパソコンから、幼児性愛に関する画像が多数見つかった。児童ポルノの所持が、凶悪犯罪と結びつくケースもある。子供を守る手立ては、どれだけ厳重にしてもいい。

　いま現在、児童ポルノを所持している人は、写真などを処分するための期間として、罰則適用は改正法の施行後１年間猶予される。この間に、すべて捨てよう。社会から一掃しよう。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140624/trd14062403110002-n1.htm
・学級崩壊させる「問題児」は“特別教室送り”…橋下流「更生プログラム」は“画期的”か“レッテル貼り”か（6月24日）
　橋下徹大阪市長が推し進めようとする「問題児」の更生プログラムが波紋を広げている。悪質な問題行動を起こす子供を市立小中学校から一定期間引き離し、「個別指導教室」で徹底指導する試みで、真面目に勉強しようとする子供の安全や学ぶ権利を守る狙いもある。しかし“教室送り”のレッテル貼りを懸念する声が根強い上、市教委が例示した問題行動も「窃盗」「傷害」など警察沙汰ばかりで、教室の将来像がイメージしにくい。来年度の導入に向け、精緻な制度設計が課題となりそうだ。
「順法意識や規範意識を備えよ」

　「大阪の現状をみてください。実際に問題行動をする子供たちのせいで学級崩壊しているクラスもある」

　６月１０日に開かれた橋下市長の定例会見。個別指導教室に関心を持った在京テレビ局のスタッフから否定的な質問を受けた橋下市長は語気を強めた。

　“教室送り”のレッテルが貼られることへの懸念に対しては「子供たちには『そんなことを気にするなよ。ちゃんと順法意識や規範意識を備え、真面目になるほうが重要だよ』と言いたいです」と熱っぽく語っていた。

　橋下市長と市教委は同日午前に開いた協議会で同教室の設置を確認。悪質な問題行為を起こす子供に対して学校教育法に基づく出席停止措置を行い、その期間中に指導する。

　指導は問題行動の対応に経験豊富な教員や、心理学の専門家らが担当。子供ごとに個別指導計画を作成し、在籍する学校と連携して問題行動の克服を図る。

　「各学校では行えない専門的なケアで立ち直りを促すと同時に、ほかの子供たちが落ち着いた環境で教育を受ける権利を守りたい」。市教委幹部は強調する。

全国ワーストの暴力行為…教員４割「挑発増えた」

　橋下市長と市教委が個別指導教室の設置へと舵を切った背景には、大阪の学校現場が抱える深刻な現状がある。

文部科学省が全国の学校を対象に行った調査によると、大阪府の児童・生徒千人あたりの平成２４年度の暴力行為の発生件数は、４７都道府県の中で最多の９・５件。全国平均の４・１件の倍以上もある。大阪市教委によると、学校現場では暴力行為に加え、授業離脱、授業妨害などの問題行動が後を絶たない。

　さらに、２４年１２月に生徒が自殺した市立桜宮高校の体罰事件以降、体罰撲滅が進む水面下で教員は子供たちの増長に直面しているとされる。

　市立学校の校長らで作る研究班が調査したところ、中学校の教員の約４割が生徒から「しばけや」「体罰や」などと言われる挑発・揶揄（やゆ）が増えたと感じている。

　約６割が「生活指導をやりにくくなった」とも回答。「暴力や危険行為を防ぐための行為でも体罰と言われかねない」「状況や背景に関係なく体罰の言葉でくくられる」などの悩みも寄せられ、教員たちが萎縮している状況が浮き彫りになった。

　「昔みたいに言うことを聞かなかったら殴ったり、ケツを蹴り上げたりする時代ではない。先生に手をあげるなというなら、やっぱりルールに従わない子は別のところで個別指導する」。橋下市長はこう述べており、教員の負担を軽くすると同時に、体罰撲滅のためにも同教室が必要というスタンスだ。

「違法薬物所持」「凶器所持」「放火」警察沙汰ずらり

　課題は運用のルール作りといえる。

　市教委は今回、問題行動を軽い方からレベル１～５に分類した既存の対応マニュアルを使いながら同教室のイメージについて説明した際、“教室送り”の対象をレベル４、５相当の行為とした。

　しかし、そこで例示されている行為は「重度の傷害」「窃盗」「危険物・違法薬物所持」「凶器所持」「放火」といった警察が乗り出すべき事案ばかり。教室での指導とはかけ離れており、制度の実効性がイメージしにくい。

橋下市長は「個別指導のほうがいいだろうという（問題行動の）領域を確定し、明文化する」と述べ、今後、市教委に明確なルール作りを求めていく姿勢を強調した。
　日本教育再生機構の理事長を務める麗澤大の八木秀次教授は「問題行動を起こす子供と、他の子供の双方にとって良い措置であり、画期的だ」と評価する一方、橋下市長と市教委に対してクギを刺す。

　「恣意（しい）的な運用にならないように、誰にでも分かる客観的な基準、運用ルールを作らなければならない」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140624/waf14062407000003-n1.htm
・里子・施設の子・里親を不安に陥れる「高卒後は自立せよ」…望んでも大学進学できぬ子は多く(6月24日)
　「父ちゃん、こっちだよ！」。大阪府内のスーパーの食品売り場に、山口優君（９）＝仮名＝の声が響いた。呼びかけられたのは、里親の内海滋夫さん（６１）＝仮名。髪の毛に白髪が目立ち、「おじいちゃんじゃないの」という周囲の視線を感じて、思わず「恥ずかしい」と身をすくめた。

　親と暮らせない子供を預かる里親制度。戸籍上は他人で姓も異なるが、子供は、児童養護施設では味わいにくい家庭的な環境のもとで育てられる。

　滋夫さんと妻の美枝さん（６５）＝仮名＝は子供を授かれず、里親登録した。当時３歳だった優君の養育を持ちかけられたとき、美枝さんは６０歳目前だったが「今しかない」と滋夫さんの背中を押した。

　優君には軽い知的障害がある。仲介した児童相談所でもそのことを告げられたが、決意は揺るがなかった。夫妻は平成２０年３月、優君を迎え入れた。

　「優には、産んでくれたお母さんもいるんやで」。年齢的にまだ理解できないと分かっていたが、引き取ってすぐにそう告げた。家の玄関先には「内海」「山口」の２つの表札が並ぶ。

　その上で、夫妻は折に触れて伝える。「優は大切な子。神様が優を育てなさいと言ったんや」

　夫妻はわが子として優君に接する。だからこそ将来を不安に思う。里子は原則１８歳で高校を卒業する際、里親のもとを巣立たなければならない。そのとき、２人は７０代だ。

　「優には障害もある。私たちがいる間はいいけど、自立できるだろうか」

ここから嫁げばいい

　里子の自立には経済的な難しさがつきまとう。故に里子の大学進学率は一般家庭の子供に比べて低い。

　３月２６日、東京都内で開かれた「出発（たびだち）の会」。大手たばこメーカー、フィリップモリスジャパンが平成２０年度に創設した、里親家庭出身者対象の奨学金制度を利用する人の門出を祝うセレモニーだ。大学在学中、毎年５０万円を返済不要で助成する内容で、これまでに２５人が利用し、今年も新たに５人が奨学金を受ける。

大学４年になった青山美鈴さん（２１）＝仮名＝は、同制度など３つの奨学金で学費を賄ってきた。
　４歳になる直前に里親の夫妻に引き取られて以来、実の親とは一度も会っていない。それでも姓はもとのままだ。高校卒業までは里親の姓を名乗った。他人に実の親子ではないと知られることが嫌だった。「病院で保険証の姓が違うと指摘され、母が説明しているのがつらかった」

　里親は青山さんに愛情を注いだ。今も里親宅から大学に通い、「嫁ぐときも、自分たちのもとから行けばいい」と言ってくれる。

　「頼めば学費も出してくれただろうけど、自分ですべきことはやらないと」。青山さんは深く感謝し、「私は、里親が実の親だと思っている。将来の世話もしたい」と話す。

　今年から奨学金制度を利用する林誠さん（１８）＝仮名＝も、進学できた喜びをかみしめながら「社会科の教師を目指して頑張りたい」と前を見据える。

　小学４年の時、児童養護施設から里親に引き取られた。里親は林さんの将来を思い、積み立てもしてくれている。立派な社会人になることが、恩返しになると感じている。

高校卒業、とても不安

　日本の里親委託率は近年向上しているが、豪州や米国などと比べるとはるかに低い。「日本では里親委託は実親の同意を原則としているが、同意しないケースが多い。一方で、他人の子を育てることに抵抗感がある人もいる」。大阪府立大の伊藤嘉余子准教授（３８）は、制度が定着しない理由をこう分析する。

「里親の愛情を受けられた自分たちは恵まれている」。青山さんと林さんは口をそろえる。
　周囲には、望んでも大学に行けない里子や児童養護施設の出身者もたくさんいる。奨学金制度を知らずにあきらめる人も多い。

　「里子や施設の子は、自立を求められる高校卒業を迎えるのがとても不安。けれど、そのことはあまり知られていない」。２人は「少しでも多くの子が『当たり前の生活』を送ることができるようになってほしい」と切実に願っている。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140624/wlf14062407000001-n1.htm
・日本の先生、働き過ぎ？　「授業以外」に追われ、仕事時間最長　ＯＥＣＤ国際教育調査（6月25日）
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は２５日、加盟国など世界３４カ国・地域の中学校の教員らを対象に、勤務環境などを調べた国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）の結果を発表した。日本の教員の仕事時間は１週約５４時間で、参加国平均の約３８時間を大幅に上回り、最長だった。また、女性教員の割合が少なく、参加国の中で唯一、５割以下だったことも分かった。

い、日本では１９２校の校長と教員３５２１人が回答した。

　それによると、日本の教員の仕事時間は１週５３・９時間で、参加国の中で唯一５０時間を超えた。だが、このうち授業に使った時間は１７・７時間で、参加国平均の１９・３時間を下回った。

　その一方、「課外活動の指導」が７・７時間（平均２・１時間）、「一般的な事務業務」が５・５時間（同２・９時間）もあり、本来の授業以外でも仕事が山積している日本の教員像が浮き彫りになった。

　女性教員の割合が少ないのも、日本の特色といえそうだ。日本を除く３３カ国・地域で女性の割合が５０％以上だったのに対し、日本は３９％で圧倒的に少なかった。女性校長の割合も、参加国平均４９・４％に対し、日本はわずか６％だった。

　女性教員の割合は欧州北部で高く、ラトビア８８・７％、エストニア８４・５％－など。アジアではマレーシア７０・５％、韓国６８・２％－などだった。

　今回の調査結果について文部科学省は「多忙な学校現場の実情が分かった。いじめや不登校への対応など教育課題は多岐にわたり、教員数の充実が必要」としている。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140625/edc14062522310005-n1.htm
・「親権」の強さに阻まれる「養子縁組制度」…“育てられぬ親”の子の「幸せ」とは何なのか（6月26日）
　「あさー、上手だね」。つかまり立ちする男児が、無邪気な笑顔を向けた。兵庫県尼崎市の自営業、谷口孝英さん（３１）、奈都子さん（３２）夫妻と、生後９カ月の朝陽（あさひ）ちゃん。夫妻は今、家裁に特別養子縁組を申請中だ。

　昨年６月、民間の仲介団体を通じて迎え入れが決まった。「不思議と夫に似てるんですよね」。奈都子さんがほほえむ。

　「将来的に不妊症になる」。若い２人は医師から宣告された。孝英さんは平成２０年と２４年の２度、脳腫瘍で闘病生活を送った。回復したが、抗がん剤治療の影響で無精子症になった。

　養子を迎えることには不安もあったが、孝英さんには確たる自信があった。「自分も愛してもらって幸せに暮らしてきたから」

　孝英さんは１歳のときに両親と養子縁組。姉と兄も養子だった。息子夫婦が養子を迎え入れることが決まると、孝英さんの父親は、自分と同じ選択をしたことを何より喜んだ。

　夫妻がつけた「朝陽」という名前には、特別な思いが込められている。孝英さんは、大病で自ら命を絶つことさえ考えたことがあった。「けれど、明けない夜はない。どんな日でも朝は来る。そして、この子は私たちの太陽だから」

子供１人に待つのは１０組

　６歳未満を対象とし、戸籍上も養父母の実子となる特別養子縁組は、実の親と離れた子供が家庭的な愛情を受けて育つためにも有効な制度だ。しかし、制度開始から四半世紀を過ぎても、国内ではなかなか定着していない。

　不妊で悩む夫婦らの中には、養子を望む人が増えている。養子縁組の仲介に取り組むＮＰＯ法人「Ｂａｂｙぽけっと」（茨城県）の岡田卓子代表（５４）によると、同法人では、子供１人に対し１０組が待っている計算になるという。

　なぜミスマッチが起こるのか。背景に、実親の同意なしに養子縁組ができない日本の法制度がある。

　親権の強さは、行政の関与を萎縮させる。ある自治体の担当者は「虐待が疑われる家庭でもなかなか強制的な措置が取りにくいのと同様に、養子縁組でも、実親が拒めば強く踏み込むことはできない」と話す。

日本の養子縁組では、行政の補完役を民間の仲介団体が果たしている。だが、団体への公的な資金助成はなく、全国的に活動する岡田さんの団体でも「運営は手弁当の状態だ」という。
　一方、東京都が昨年、養親から１００万円以上の高額な寄付金を得ていたとして２団体に改善指示を出したことなどをきっかけに、団体に対する監視機能の不十分さも指摘された。

　養子縁組制度にはさまざまな課題が浮かぶ。それでも活性化を望む声は強い。静岡大の白井千晶准教授（４３）は「民間団体を財政面やそれ以外でどのように支え、点検するのかを、行政は改めて考えるべきだ。制度を活性化させないと、結局は子供が幸せになる機会を逃すことにつながってしまう」と指摘する。

手放したからこその幸せ

　「子供の笑顔を見て、選択は間違っていなかったと思えるようになりました」。名古屋市の城久美さん（４０）＝仮名＝のもとには、仲介団体を通じ、北陸地方の４０代の夫婦から、養子に出した女児の写真が定期的に送られてくる。

　城さんは、長男に虐待を繰り返す元夫と離婚後、職場で知り合った男性（３３）との間に、２年前にこの女児を身ごもった。

　だが、妊娠を告げると男性は行方をくらました。蓄えもないぎりぎりの生活。悔いを残しながら、出産直後に女児を手放した。

　養子に出しても「あの子は私の子だ」という思いはよぎる。「私のわがままだと思う。けれど、あの子には幸せになってほしい」

日本の養子縁組では、行政の補完役を民間の仲介団体が果たしている。だが、団体への公的な資金助成はなく、全国的に活動する岡田さんの団体でも「運営は手弁当の状態だ」という。
　一方、東京都が昨年、養親から１００万円以上の高額な寄付金を得ていたとして２団体に改善指示を出したことなどをきっかけに、団体に対する監視機能の不十分さも指摘された。

　養子縁組制度にはさまざまな課題が浮かぶ。それでも活性化を望む声は強い。静岡大の白井千晶准教授（４３）は「民間団体を財政面やそれ以外でどのように支え、点検するのかを、行政は改めて考えるべきだ。制度を活性化させないと、結局は子供が幸せになる機会を逃すことにつながってしまう」と指摘する。

手放したからこその幸せ

　「子供の笑顔を見て、選択は間違っていなかったと思えるようになりました」。名古屋市の城久美さん（４０）＝仮名＝のもとには、仲介団体を通じ、北陸地方の４０代の夫婦から、養子に出した女児の写真が定期的に送られてくる。

　城さんは、長男に虐待を繰り返す元夫と離婚後、職場で知り合った男性（３３）との間に、２年前にこの女児を身ごもった。

　だが、妊娠を告げると男性は行方をくらました。蓄えもないぎりぎりの生活。悔いを残しながら、出産直後に女児を手放した。

　養子に出しても「あの子は私の子だ」という思いはよぎる。「私のわがままだと思う。けれど、あの子には幸せになってほしい」

　朝陽ちゃんと向き合う孝英さんは、高校生になって初めて自分が養子だと知った。「何で捨てたんや」。実の親を憎んだ。
　「朝陽もいずれ養子であることを悩むときがくる」。孝英さんはそのとき、同じ境遇にいた自分の経験を語るつもりだ。「親が自分を捨てたことは正当化しない。けれど、手放したからこそ今の幸せがある。血がつながっていないことは特別なことではない」。そう言い切れる自分は、恵まれていると感じる。

　わが子に一つの願いがある。「朝陽は僕らの子。ただ、産んでくれたお母さんにも感謝してほしい」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140626/wlf14062607000001-n1.htm
・アンガーマネジメント　怒りを制御、体罰防止で注目（6月26日）
　怒りの感情をコントロールする技術「アンガーマネジメント」が体罰防止策の一つとして教育現場で注目されている。きっかけは平成２４年１２月、大阪市立桜宮高校の男子生徒が体罰を受けた後に自殺した問題。その後、全国で行われた体罰の実態調査で、カッとなって手が出てしまった事例が多かったことがあるようだ。どのような技術なのか－。（寺田理恵）

◇

６秒待つ

　アンガーマネジメントは１９７０年代に米国で開発された感情理解教育プログラム。米国では教育に限らず、職場でいらいらせずに、効率的に仕事をするためや、スポーツ選手が試合中に冷静さを保つためなど幅広い分野で使われる。

　桜宮高校の問題を受けた実態調査では、教員が体罰はいけないと認識していながら、生徒の言葉や態度にカッとなって衝動的に手が出たケースが多く見られた。教員が指導の手段として「体罰は必要だ」と考えているケースもあった。

　こうした事例に決め手となる対策を打ち出すのが難しい中、その手法の一つとして各地の教育委員会が着目。体罰防止策をまとめた際、対策の一例として紹介したり、研修に取り入れたりしている。

各地の教委で講演や研修を行っている「日本アンガーマネジメント協会」（東京都港区）の安藤俊介代表理事は「怒らないようにする考え方ではない。訓練によって怒る必要のないときは怒らず、怒る必要のあるときはうまく怒れるようになる」と話す。
　安藤さんによると、衝動的なケースと「必要だ」と考えているケースのいずれにも有効だ。まず、衝動的なケースには、アンガーマネジメントのポイントの一つである「６秒待つ」が適している。「６秒待てば怒りのピークは過ぎる」

許容範囲を広く

　人はなぜ怒るのかについて、安藤さんは「自分が信じている『○○すべきだ』『○○すべきではない』に当てはまらない事態が起きた瞬間に腹が立つ。しかし、この『べき』は『譲りがたい思い込み』だ」と説明する。

　例えば、「遅刻は何分まで許せるか」は人によって違う。「遅刻はすべきでないが、５分までなら許容できる」という人は、１０分の遅刻をした人を「許せない」と感じて腹を立てるが、「１０分まで許容できる」という人もいる。

怒りのピークが過ぎたら、原因となった事態が自分の信じる「○○すべきだ」と同じか、許容範囲に入るのかを検討する。許容範囲は、同じ人でもつらいことがあったり、寂しかったりなど精神状態で変わることがある。「許容できる範囲が毎日変わると、周囲の人はなぜ怒っているのか理解できず、怒りをマネジメントできていない状態。範囲を広くするとともに安定させる訓練が重要だ」
　「体罰は必要だ」と考えている教員については、「自分が『○○すべきだ』と信じている範囲と、教委が禁じている『体罰』『不適切な行為』とでズレがある。自分の信念である『べき』と教委が定めたルールの境界線をすり合わせる必要がある」と指摘している。

◇

　■文科省が体罰と懲戒との区別を示す
　≪×正座で苦痛訴えても続行　○学習課題や清掃活動課す≫

　大阪市立桜宮高校の問題を受け、文部科学省は平成２５年３月、学校教育法が禁じる体罰と、指導上認められる懲戒との区別を示す通知を出している。

　それによると、殴る、蹴るなどの体に対する侵害のほか、「放課後に教室に残らせ、トイレに行きたがっても行かせない」「正座で授業を受けさせ、苦痛を訴えてもそのままの姿勢を続けさせる」といった肉体的苦痛を与える行為も体罰に該当するとした。

　一方、「放課後に教室に残らせる」「学習課題や清掃活動を課す」などを認められる懲戒の例に挙げた。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140626/edc14062611000001-n1.htm
・児相に虐待捜査情報提供へ　法務省、検察に指示（6月27日）
　法務省は２７日までに、児童虐待事件の再発防止に向け、捜査情報を児童相談所に積極的に提供するよう全国の検察に指示した。法務省によると、提供する具体的な情報は事案によって異なるが、虐待事件で逮捕された人物が不起訴となったケースも含んでおり、供述内容や不起訴理由などを想定しているという。

　一方、厚生労働省は同日、児相から検察に対し、虐待事案の内容や不起訴処分の理由などの情報を求めるよう全国の関係自治体に通知した。

　法務省によると、児相が虐待を受けたとして保護した児童を家庭に復帰させる際、捜査情報があれば慎重に判断することができるようになる。

　これまでは親が逮捕された場合でも、不起訴になれば事件に関する情報が児相に提供されることはなかった。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140627/trd14062721000016-n1.htm
＊読売新聞

・リベンジポルノ　画像の拡散をどう防止するか（６月３日）
　ふられた腹いせに、相手の裸の写真や動画をインターネット上に流出させる――。「リベンジポルノ」による被害が後を絶たない。

　加害者の摘発に加え、被害を最小限に抑える仕組み作りが喫緊の課題だ。

　ネット上のトラブル相談を受け付ける民間団体によると、被害相談は、今年３月までの半年間で１７０件を超えた。前年の同期間の２０倍以上という急増ぶりで、深刻な状況にある。

　立件されるケースも相次いでいる。元交際相手の裸の写真をサイトに投稿したとして名誉EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(きそん),毀損)罪に問われた男に、名古屋地裁は実刑を命じた。写真をばらまくと脅して女性に交際継続を迫った男は、脅迫容疑で逮捕された。

　リベンジポルノの広がりは、携帯電話やスマートフォンの普及で、撮影・送信が容易になり、流出行為への罪悪感が希薄になっていることも背景にあろう。

　だが、これは、れっきとした犯罪である。わいせつ図画陳列罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反にも問われ得る。性的な情報をさらして相手を辱めるのは、性暴力でもある。警察は、卑劣な行為を徹底して取り締まるべきだ。

　問題は、画像がネット上にいったん流出すると、抹消するのが困難なことだ。延々と画像をさらされ続ける被害者の苦痛や不安は計り知れない。転載が繰り返されれば、瞬く間に拡散してしまう。

　掲載後、いかに早く削除するかがカギとなる。

　プロバイダー責任法には削除に関する規定がある。掲載情報の削除要請を受けたサイト管理者は、発信者に連絡し、７日間を過ぎても反論がなければ、削除しても民事上の責任は問われない。

　ただ、この規定は削除を義務付けてはおらず、要請に応じるかどうかは、管理者側の自主的な判断に任されている。要請に応じたとしても、削除するまでの間に画像が他のサイトへ転載されてしまう例も少なくない。

　自民党は、被害者の救済策について、法改正も視野に検討を進めている。迅速な削除を可能にするルールの整備に期待したい。

　予防啓発も重要である。被害相談の約８割が１０代の女性からだ。交際相手に頼まれるまま画像を送り、被害に遭う事例が目立つ。「断ったら嫌われる」と、要求に応じてしまった女性もいる。

　画像を安易に提供する危険性を、家庭や学校でしっかりと教える必要がある。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20140602-OYT1T50144.html
・教員暴力減は本当か（6月6日）
◇増減繰り返す「歴史」

　体罰を考察した「教育は今」の第３部。被害を受けた児童生徒は苦しみ、教職員は力に頼らない教育と向き合いつつある現状を見つめた。そこでは、指導か体罰かの線引き、体罰を是とする意識をいかに払拭するかの難しさも浮かび上がった。根絶への道のりはまだ半ばだ。

◇許さぬ意識　親に広がる

　県教育委員会が体罰に関する２０１３年度の調査結果を公表した５月７日、教育委員からは疑問の声が相次いだ。１１６件の体罰が確認された前年度とは一転、１４件に激減したためだ。

　「あまりに大きな減少。単に、教諭たちへの指導の効果があったと分析するだけでいいのか」

　「本当にこんなに減っているのかという不安が、正直に言うとある」

　これらの声に対し、事務局は強調した。「研修などで人権を大切にした指導が必要と繰り返し訴えた結果、それが教職員に根付いたのです」

　調査は、県内の公立小中学校、高校を対象に実施した。１２年度はこの年の大阪市立桜宮高校の体罰事件を受け、児童生徒、保護者、教職員すべてにアンケート用紙を配布した。文部科学省が全国の都道府県教委に実態把握を求め、県内の調査もこの一環だった。確認された体罰は１１６件に上り、０７～１１年度の５年間に県教委が把握してきた件数（計３７件）をはるかに上回った。

　しかし、１３年度は１４件と再び減少に転じた。４～１０月は前年度と同様の調査方法を用い、１１～３月は学校が把握している分と、各教委の相談窓口への相談分を計上した。全国的にも前年度と比べると減少傾向にあり、東京都の公立学校で体罰を加えた教職員や外部指導者らは６０人減の１２２人、北海道（札幌市を除く）の公立学校の体罰は４６件（４４件減）、大分県は４８件（５１９件減）だった。いずれの教委も、教職員への啓発効果が奏功したとみている。

　果たして、本当に体罰は減ったのか――。栃木県教委の事務局は、教育委員に説明した。「１２年度は全国的な関心が強く、非常に軽微なものも報告されたと考えている」。児童生徒、保護者が敏感に反応したとの推測だ。宇都宮地方法務局が１３年度に受理した教職員による体罰件数は前年度より２件多い９件で、この５年で最多だった。

　同法務局人権擁護課の生沢悦三課長は指摘する。「体罰はこれまで、増加しては対策で減り、また増えてとの歴史を繰り返してきた。今回減ってもまた増えるかもしれない」。一方で、たとえ小さくても体罰の芽を摘む重要性を説いた。「最近は被害者以外の保護者からの『通報』が増えている。『自分の子でなくても、体罰は許さない』という意識の高まりは感じる」

　体罰がなくなる日は来るのか。

◇根絶できぬ背景はその方策は

　体罰がなくならない背景や、どうすれば根絶できるかなどについて、２人の識者に聞いた。

　（聞き手・清武悠樹）

◆子供と同じ目線必要／宇都宮大教育学部／青柳宏教授

　――昨年度の県の調査で体罰が激減した。

　「本当に少なくなったのか、県教委は注意し続けることが必要だ。こういう数字は調査をするほど増える。『告発』のような側面があるから、積極的には言いにくい児童や保護者もいるはずだ。手が出せなくなったことで、言葉の暴力に変化しないかも心配だ。ただ、調査は現場にとって重い負担。根本的な解決にもならないので、調査より現場の先生が子供と対話できる時間をつくる改革が必要だ」

　――対話とは、具体的には。

　「相手の主張に耳をすまし、相手と自分の主張を公平に考えることだ。そういう姿勢や文化が家庭でも学校でも根付いていないから、子供が思い通りにならなかったときに力や権威で言うことを聞かせようとする。優等生になり、学力をつけ、いい学校にいかせることを義務のように押しつけてはいけない。子供は、大人が思っているよりずっと物をわかっているし、考えている。『君は何がしたいの？』と同じ目線で聞いてあげれば、なぜこれをしたい、またはしたくないのか心を開くはず」

　――体罰容認論は根強い。

　「社会学者の岩井八郎氏が２００８年に発表した意識調査で、親から子への体罰を約６割の人が肯定しているというデータがある。教師からの体罰では５割。多くの人が、体罰を認めている。このような現状にある原因は、対話の文化が未成熟だからだと考えている」

　――スポーツの「勝利至上主義」の下では、対話は生まれにくそうだ。

　「体罰で発奮し、勝つための精神が育まれたと実感している人は多い。手段を選ばず勝ちを目指す勝利至上主義を、指導者や子供、かかわる人すべてが乗り越える必要がある。勝つためでなく、精神と身体を成長させるための場としてとらえ直すべきだ」

◆ＮＰＯ「子どもすこやかサポートネット」／田沢茂之代表理事

◇法律で禁止明文化を

　――体罰は、なぜいけないのか。

　「まず、けがを負うような取り返しのつかない事故を引き起こすことがあり、それを見ているほかの子供にも心理的ダメージを与える。教育効果にも疑問がある。確かに体罰は、恐怖心を植え付けることで行動を矯正するから即効性はある。ただ、体罰をしない人の前では行動は変わらない。善悪を判断する力や社会規範を身に付けさせるなら、体罰は効果がないどころか、マイナスの方が多い」

　「また、表面的な効果に味をしめた大人は、他のしつけの仕方に目がいかなくなる弊害もある。さらに、痛みに慣れれば、相手への効果は薄れる。もっと痛く、もっと怖くと、エスカレートしていく傾向がある」

　――「うちの子には体罰をしてもいい」と教諭に言う保護者もいる。

　「親の都合を押しつけているのではないか。子供がどうしたいかより、親が子供を『こうしたい』という希望が先立っている。大会で優勝させたいとか、きついことに耐えられる人になってほしいとか。子供も大人同様、尊厳を持った一人の人間。『世間は甘くない。きついことも乗り越えて成長するんだ』などという意見もあるが、教育現場に人を傷つける可能性がある行為はあってはいけない。体罰によって、自己を調節する力、主体的に物事を判断する力は育たない」

　――今後、国や行政に求めたいことは。

　「３０人くらいの少人数学級を増やしてほしい。体罰に頼らずとも指導がしやすいはずだ。あとは、学校教育法だけでなく児童虐待防止法や民法に、体罰禁止を明文化すること。遠回りに見えるかもしれないが、家庭内暴力（ＤＶ）だって防止法が施行されてだいぶ国民の意識が変わった。法律、啓発により、体罰によらない教育が定着することを期待したい」

http://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/feature/CO007870/20140606-OYTAT50005.html
・性犯罪被害者の氏名、被告に伝えない制度導入へ（6月12日）
　法制審議会（法相の諮問機関）の特別部会が１２日開かれ、ストーカー事件や性犯罪などで再び被害を受ける恐れがある被害者や暴力団事件での目撃者を保護するため、証人尋問や証拠開示の際、氏名・住所を被告側に明かさない制度を導入することで一致した。

　法務省は、刑事訴訟法の改正案を来年の通常国会に提出する方向で検討している。

　起訴状については、検察の運用で被害者らの情報の秘匿が図られるケースが増えており、新たな制度により、刑事裁判を通じて被害者らの個人情報を保護できるようになる。

　刑訴法は、検察官が被害者や目撃者の供述調書を証拠請求したり、証人として公判で尋問したりする場合、被告側が反証できるよう、原則として被害者らの氏名・住所を開示しなければならないと定めている。そのため、被害者や目撃者が被告側からの危害を恐れて捜査への協力を拒んだり、告訴や被害届を取り下げたりするケースがあった。

　新たな制度では、検察官が「被害者や目撃者の氏名・住所を被告側に伝えると再被害や報復の恐れがある」と判断した場合、〈１〉氏名・住所を被告に伝えないことを条件に、弁護人のみに開示する〈２〉再被害などの恐れがさらに大きい場合は、弁護人にも秘匿する――措置を取れるよう定める。

　弁護人がこれに反して、被告に氏名などを伝えた場合、検察官や裁判所は弁護士会に懲戒処分を請求できる。被告側が秘匿に不服を申し立てれば、裁判所が審査して取り消すことができる仕組みも盛り込まれる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140612-OYT1T50142.html
・性同一性障害の子供６０６人…学校配慮なし４割（6月14日）
　体と心の性が一致しない性同一性障害とみられる児童生徒が、全国の小中高校で少なくとも６０６人いることが１３日、文部科学省の初めての調査で分かった。

　このうち６割に対しては制服などについて何らかの配慮がされていたが、４割近くは配慮がなく、学校現場で対応が分かれている実態が浮き彫りになった。文科省は今後、専門家の意見を踏まえ、対応策づくりに乗り出す。

　国公私立の小中高校などに昨年４～１２月に在籍した児童生徒１３６９万人を対象に、学校側が既に把握している事例を調査。その結果、児童生徒か保護者が性同一性障害と認識し、学校側に伝えているケースは６０６人。このうち戸籍上の男子は２３７人、女子が３６６人で、無回答が３人いた。高校が４０３人と過半数を占め、中学１１０人、小学高学年４０人、同中学年２７人、同低学年２６人だった。

　学校側が特別な配慮をしている児童生徒は３７７人と全体の６２・２％。具体的な配慮（複数回答）としては、服装面が１６１人と最も多く、生徒が認識している性別での制服着用を認めた学校や、制服のない小学校で戸籍上男子の児童がスカートで登校しているケースもあった。ほかに、職員トイレを使用させたり、戸籍名とは違う通称で呼んだりと、各校が様々な工夫をしていた。

　一方、２２８人（３７・６％）に関しては特に配慮はされていなかった。無回答は１人（０・２％）。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140614-OYT1T50007.html
・女性の薬物依存断つ　リハビリ施設始動（6月15日）
　多摩地区で薬物依存症患者の回復を支援している民間団体「武蔵野ダルク」が開設した女性専用リハビリ施設が、この春から本格的に始動した。現在は４人が入所して生活をともにしながら自分と向き合い、薬物依存の克服へ踏み出そうとしている。（粂文野）

　■処方薬がきっかけ

　施設は昨年末、多摩地区のアパートの１室に開設された。入所が始まったのは今年３月。現在は施設長の渡辺智子さん（４４）と一緒に４人の女性が暮らし、１日２回のグループミーティングを中心とした回復プログラムに取り組んでいる。

　「このまま薬漬けだと一生寝たきりになってしまうと怖くなった。今はとにかく日々、できることをしたい」と話すのは、入所して３か月目となる女性（３５）。この女性は１５歳頃から、病院で処方された精神安定剤を多用するようになった。留学先の米国で精神的に不安定になり、通院したのがきっかけだった。

　両親の不仲に加え、留学したことで「いつも周囲から浮いているような孤立感が強まった」と振り返る。薬物で気持ちが楽になるような気がしたという。

　２０歳を過ぎて帰国した後も、交際していた男性にそそのかされ、薬物に依存する日は続いた。誰かに襲われる幻覚や幻聴がひどくなり、精神科病院に入退院を繰り返した。生活もすさみ、見かねた行政の介添えで武蔵野ダルクを紹介された。今は被害妄想や体調不良が少しずつ改善しているという。

　■現実を受け入れ

　プログラムでは、地域で薬物やアルコール依存に苦しむ人らのミーティングに参加。自分の体験を打ち明け、共感し合う。依存症という現実を受け入れ、同時に回復への希望も抱けるようになるのだという。

　生活のリズムを取り戻すため、畑で農作業をするなどして体を動かし、医師の診断も定期的に受ける。金銭管理の習慣を身につけるため、食費や交通費などは１日２０００円でやり繰り。地域の社会福祉協議会や支援者との連携も始まった。

　ダルクは１９８５年、覚醒剤や脱法ドラッグなどの依存症の人たちが集い、社会復帰を目指す取り組みとして都内で始まった。現在は全国約７０か所にある。武蔵野ダルクは２０１２年４月の設立。交際相手に強要されるなどして薬物を始める例が少なくない女性患者の支援が手薄と感じ、安心してリハビリできる施設の開設を目指した。

　４月に入所した女性（３０）は１０歳代の頃にマリフアナの売人と交際し、薬物を始めた。その後に付き合ったのも脱法ハーブの売人など薬物依存症の男性だった。「人間関係がどんどん小さくなり、ずっと孤独だった」と打ち明ける。

　■一人で悩まずに

　女性たちを受け入れる渡辺施設長も、薬物依存症の恐ろしさを経験した一人だ。２４歳の頃、使用した薬物の影響で激しいEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps18 \o\ad(\s\up 11(どうき),動悸)や目まいに襲われるようになった。「このままでは死んでしまう」と覚悟を決め、都内の女性専用入所施設「ダルク女性ハウス」に入所。同じようにミーティングを重ねるなどして、１年間で症状から抜け出した。

　その時、支援してくれたスタッフも依存症の経験者。依存症を克服する上で、スタッフと本音で語り合い、人を信頼することができるようになったことが大きかった。渡辺さんは「薬物依存症は人の助けなしでは手に余る病気。一人で悩まず、まずは相談してほしい」と力を込める。

　支援する立場に回った今も、当時のスタッフらと連絡は絶やさないようにしている。「依存症は一度回復しても、いつ逆戻りするか分からない。施設を出た後こそ仲間と語り合い、相談できる場に通うことが重要。その基礎をここで作ってもらいたい」。これからも依存症の克服を目指す人たちを見守るつもりだ。

　武蔵野ダルクの問い合わせは（０４２・５９４・９３２５、または０８０・３５０５・１２３８）へ。

　◇安心できる居場所に

　国立精神・神経医療研究センター（小平市）薬物依存研究部室長の松本俊彦医師の話「日本で薬物依存は取り締まりの対象であり、治療が必要な病気と認識されていない。十分な治療プログラムを持つ医療機関はきわめて少なく、ダルクなど民間機関が多くを担っているのが現状だ。女性の薬物依存者には性暴力被害者としての側面もあり、回復支援は男性以上に難しい。回復には当事者による集団ミーティングが効果的だが、男性と同じ場にいることで状態が悪化する場合もある。女性が安心できる居場所を確保することが大切だ」

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20140614-OYTNT50395.html
・「今の学年でいじめ被害」１割…熊本の小中高（6月19日）
　熊本県教委は、県内（熊本市を除く）の児童・生徒を対象に、２０１３年度に行ったいじめの実態などに関するアンケート結果を発表した。

　対象約１２万１０００人のうち、約１割に当たる１万１５６２人が「今の学年になっていじめられたことがある」と回答。小学校では微増、それ以外は減少傾向だった。

　アンケートは昨年１１～１２月、熊本市を除く公立小中学校、県立高校、特別支援学校を対象に実施した。

　「今の学年になっていじめられたことがある」と答えたのは、小学生１６．７％（前年度比０．６ポイント増）、中学生５．４％（同０．２ポイント減）、高校生１．５％（同０．１ポイント減）、特別支援学校２．３％（同２．９ポイント減）だった。

　いじめの内容は、いずれの学年でも「冷やかし、からかい」（５３．０～３２．１％）が最も多く、「仲間外れにする」（２８．８～１２．０％）「いいがかり、おどされる」（２７．３～１６．０％）が上位だった。

　調査時点では２８７１人が「今もいじめられている」と答えたが、県教委は今年１月末までに、特別支援学校は全校、小学校は９９．７％、中学校は９８．５％、高校は９０％が解消したとしている。ただ、「いじめられたことを誰かに話した」というのは全体の７１％で、児童・生徒の約３割がいじめを打ち明けられず、抱え込んでしまっている実態も浮き彫りになった。

　県教委は「いじめの解消に向け、粘り強く取り組みを続けていく」としている。

　熊本市教委が、２０１３年度に市立小中学校の児童・生徒計６万２０２４人を対象に行ったアンケート調査でも、１割強の７６６５人が「今の学年でいじめられたことがある」と答えた。

　「いじめられた」と答えたのは、小学生で全体の１６％にあたる６６３４人（前年度比１．１ポイント減）、中学生は５．２％にあたる１０３１人（同０．１ポイント増）。いじめの内容は「冷やかし」が３７．７％で最も多く、「言いがかり」２８．３％、「仲間はずれ」２８．２％と続いた。

　調査を行った昨年１１月中旬～１２月末の時点で、小学生１４２７人、中学生３０１人が「いじめが続いている」と答えたが、その後の指導で全体の９９．６％が解消されたとしている。（緒方裕明）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140619-OYT8T50154.html
・子どもの所在確認に統一基準…神奈川（6月19日）
　黒岩知事は１８日の神奈川県議会本会議で、政令市３市と横須賀市に協力を呼びかけ、県内全ての児童相談所（児相）で１８歳未満の子供の所在を確認する際の方法や対象について統一の基準を設ける方針を明らかにした。

　また、県の所管する児相で２３日までに所在確認できない子供について、県警に行方不明者届を提出する考えも示した。自民党の木村謙蔵氏の代表質問に答えた。

　厚木市のアパートで斎藤理玖ちゃん（当時５歳）の遺体が見つかった事件を受け、県は所管する５か所の児相で、虐待や不登校などの相談・通告を受けて対応中の子供の所在確認を緊急で実施。職員が１か月以上接触していない子供を対象に、親族以外の第三者による目視か電話での確認を求めた。

　児相を設置する政令市３市や横須賀市も同様に所在確認は行っているが、知事は「対象や確認方法にバラつきがあったため、全県の状況を明らかにできなかった」と指摘。

　「県内全ての児相が統一の基準で所在確認を行うルール作りを進める」と語った。今後、県と４市の担当者で協議を進めるという。

　県所管の児相で所在確認できない子供は１８日夕現在で２２人。このうち６人は引きこもりや不登校などで保護者から相談を受け、児相職員らが接触できないケースという。県は引きこもりや他県に照会中のケースなどを除き、県警に行方不明者届を提出する考えだ。

　情報共有にルール作り…厚木
　今回の事件を受け、厚木市などは１８日、「要保護児童対策地域協議会」（要対協）の代表者会議を開き、〈１〉体制の補強〈２〉子供の状況に応じた各部署の対応手順を示したフローチャートやチェックリストの作成〈３〉関係部署で情報を共有するためのルール作り――などを進めていくことを確認した。具体的な改善策は２６日に正式決定する。

　情報の共有に関しては、個人情報保護にも配慮する必要があるが、子供の命を優先し、関係部署に限り情報を開示する方向で検討する。乳幼児健診を受けなかったり、小学校の就学前説明会に保護者が出席しなかったりした場合、担当部署が連絡を取りやすいよう連絡先の一覧表も用意する考えだ。

　冒頭、小林常良市長は「職員の意識改革を促し、子供の命を守るメッセージを厚木市から発信する」と厳しい口調で決意を述べ、平井広教育長も「居所不明の子供がいた場合、警察や児童相談所と連携し、最後まで居所を突き止めるようにする」と強調した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140619-OYT8T50152.html
・子育て支え、虐待防ぐ…保育所に臨床心理士配置（6月18日）
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　保育所に配置された臨床心理士が保育士と連携し、児童虐待の予防や早期発見につなげる試みが横浜市旭区で行われている。２０１２年度に始まった市のモデル事業で、保育士からは「困難を抱える母親にどう接すればよいのかが見えてきた」と効果を実感する声が上がっている。（板垣茂良）

　臨床心理士は武蔵野大心理臨床センター相談員の氷室綾さん（３４）。これまで児童相談所などで多くの親子に接してきた。氷室さんは、区内全体の保育カウンセラーの立場で、同区が「育児支援センター園」と位置づける市左近山保育園（旭区左近山）に週２日勤務し、区内の認可保育所などから寄せられる相談に乗っている。

　区こども家庭支援課によると、氷室さんが保育士から受けた相談件数は１２～１３年度で計約２９０件。虐待を未然に防いだケースでは、子供の送迎時につらそうな表情を見せる母親に気づいた保育士が氷室さんに相談。アドバイスに従い、相手に寄り添う接し方を続けたところ、女性は「自分の感情がコントロールできず、子供に手を上げそうになる」などと打ち明けるようになった。その後、区の保健師も関わり、事態の深刻化を防ぐことができたという。

　また、「子供が言うことを聞かない」と悩む女性のケースでは、母親役と子供役に分かれてブロック遊びをするロールプレイを提案。指図するばかりの母親役を氷室さんが演じると、子供役を務めた女性は「自尊心を傷つけられて反発する」という子供の気持ちに気がついたという。

　同課の担当者は「保育士は母親と子供に日常的に接しており、ちょっとした異変もキャッチしやすい」とする一方、「どのように対応すれば解決に向かうのかについてのノウハウが十分あるとは言えない」と指摘する。そのため、保育士と臨床心理士が連携することで、虐待予防や育児支援を効果的に行うことが期待できるという。

　区内の認可保育所の男性園長は「専門家の助言を得ることで、保育士も保護者に自信を持ってアドバイスできている」と話す。

　モデル事業では、氷室さんが２か月に１度、市内の児童虐待に関する専門機関から助言を受ける仕組みも整えた。「対応の仕方を複数の目で確認することで見落としを防ぐことができる」（旭区こども家庭支援課）ためだ。

　この事業は今年度末までだが、市保育運営課は「育児における母親の孤立は深刻な課題。同様の事業を市内全域に展開することも含め、支援の仕組みを広げていきたい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20140617-OYTNT50429.html
・自殺の小中高生「進路で悩み」１割、いじめは…（6月21日）
　文部科学省が、自殺した小中高校生ら約５００人の実態調査を初めて実施したところ、１１・９％が進路問題で悩んでいたと学校側が把握していたことがわかった。

　いじめは２・０％だった。文科省は、調査結果を今月中にも都道府県教委を通じて学校に通知し、自殺の予防対策を呼びかける。

　２０１１年６月～１３年１２月末までに学校から文科省に報告のあった、自殺した小中高校生らを対象に調査。学校側が把握していた背景を複数回答で求めた。

　このうち、学校が背景になっていたケースでは、受験や就職試験の失敗などの進路問題が最も多く、次いで不登校や不登校の傾向（９・９％）、いじめを除く友人関係での悩み（７・９％）だった。

　家庭に関する背景では、保護者との不和（９・９％）、保護者の離婚（６・５％）、経済的困難（４・６％）。ほかに、精神科の治療歴など個人的な背景もあった。

　自殺予防策を検討している文科省の有識者会議の主査を務める高橋祥友・筑波大教授は「精神的に不安定な子供を適切な治療につなげるなど予防の余地があったケースもある。調査結果を参考に、予防に努めてほしい」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140621-OYT8T50090.html
・見知らぬ男とＩＤ交換、出会い系アプリ被害増(6月23日)
　スマートフォンの「出会い系アプリ」を利用した少女らが、性犯罪などに巻き込まれる事例が相次いでいる。
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　出会い系アプリを通じて「カカオトーク」などの無料通話アプリの利用者ＩＤを見知らぬ人物と交換し、被害に遭うケースが多いという。子どもの性犯罪被害防止などを目的とした「出会い系サイト規制法」の適用対象にもなっておらず、専門家は「犯罪の温床だ」と指摘する。

　「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」（東京）によると、関東地方在住の少女は、高校１年生だった昨年５月、スマホに出会い系アプリをダウンロード。自らの無料通話アプリのＩＤとともに、＜友達になりませんか＞と書き込んだ。
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　すると「北海道の大学生」と名乗る男が応じてきた。少女は男とＩＤを交換後、無料通話アプリでメッセージをやりとり。「遊びにおいで」と誘われ、「旅費がない」と答えると、男に援助交際を持ちかけられ、応じてしまった。男は「学校にばらす」と現金を要求。少女の親も脅され、結局、１００万円を超える大金を支払ってしまったという。

　警察庁によると、出会い系アプリなど交流サイトを通じて犯罪被害に遭った１８歳未満の少女らは２０１３年下期で６９５人（昨年上期比９７人増）。うちスマホを利用していたのは６７％（４６７人）で、１２年下期の２２％、１３年上期の４６％と増加が続く。同庁幹部は「多くの被害者が出会い系アプリを使っていた」と明かす。

http://www.yomiuri.co.jp/it/20140623-OYT1T50090.html
＊東京新聞
・虐待死の防止　お母さんを孤立させず（6月4日）

　虐待で子が命をなくす事件が後を絶たない。その最大の犠牲者は生後間もないゼロ歳児だ。孤立し、妊娠時に健診も受けず、生活に多くの困難を抱えた母親。そんな彼女たちを、まず救い出さないと。
　神奈川県厚木市の五歳児の放置死亡がニュースになっているが、子どもの虐待死はゼロ歳児が一番多い。厚生労働省の専門委員会が二〇〇三年から一二年まで九次にわたって検証した。

　その間の虐待死は、全国で四百九十五人（心中を除く）。年齢別ではゼロ歳児が二百十八人（４４％）にも上った。そのうちでも、幼い方が多い。

　原因は身体的暴力、育児放棄、生んだまま放置などである。「子どもへの拒否感」や「泣きやまないことへのいらだち」などが動機として見られた。

　これらは、いわゆる「望まない妊娠・出産」といっていい。７０～８０％前後の母親が妊婦健診をほとんど受けず、母子健康手帳も受け取っていなかった。

　ゼロ歳児の虐待死の加害者になるのは実母が圧倒的だ。

　そうした中、児童虐待防止推進月間（全国は十一月）を独自に五月にも定めている名古屋市では、これまで以上に市医師会との連携を強め「妊娠期からの切れ目のない支援」に取り組んでいる。

　鍵を握るのは、未受診妊婦への対策である。具体的には六月から始める電話やメールによる助産師の相談窓口「妊娠ＳＯＳ」の設置だ。先進例は大阪府にもある。

　貧困や夫のＤＶ、ひとり親、未成年、精神疾患など、それぞれが困難を抱えた妊産婦たち…。居場所もわからぬ彼女たちを医療機関に結びつけなければ、解決の糸口はつかめないからだ。

　たとえ細くとも、パイプがつながったら産科医、助産師、看護師ら産科のスタッフが働きかける仕組みだ。

　医療の手で当面の危機を乗り越えても、その後の行政（保健、福祉）との連携、支援に生かされないと、いつか、つまずく。助産施設、里親や養子縁組などの対応も必要になってこよう。

　児童虐待防止法によって住民の通報も義務づけられ、関心も高まっている。「切れ目のない支援」には、難しいことだが、孤立した妊産婦への周りの気づきが救いにもなる。

　ゼロ歳児に限らず、子どもを死なせぬためには、行政、医療機関、さらには地域の関わりが不可欠になっている。

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014060402000139.html
・虐待死の７５％見落とし　「要対協」１０年（6月21日）
　神奈川県厚木市で起きた遺棄致死事件で、児童虐待を社会で防ぐ取り組みが重視されている。各自治体には虐待事例を児童相談所や教育委員会などが検討する「要保護児童対策地域協議会」（要対協）がある。だが、事件同様、多くのケースが要対協で検討されないまま子どもが命を落としている。法制化から十年、要対協の課題を追った。　（安食美智子）

　「（手遅れになる前に）情報を上げる時期を確認し、連携する。税務情報など個人情報を共有したい」

　16日に開かれた厚木市の要対協実務者会議終了後、大高松太朗・市子ども未来部長が話した。

　5月末、同市で斎藤理玖（りく）ちゃん＝当時（５つ）＝が遺体で見つかった事件では、要対協が健診未受診などの情報に対応していなかった。

　厚生労働省の専門委員会による虐待死亡事例の検証結果（2013年）によると、要対協が関与したのはわずか２５％。事件同様「児相以外の関係機関との接点があったが虐待を認識しなかった事例」が３９・３％と最も多い。関西学院大の才村純教授（児童福祉論）は「市町村の相談支援体制は脆弱（ぜいじゃく）。虐待を見抜く関係機関の感度や連携、アセスメント（必要な支援の判断）技量が問われている」と語る。

　流通科学大（神戸市）の加藤曜子教授（児童家庭福祉）は2010年以降の虐待の死亡事例を分析、技量不足などを指摘している。

　ネグレクト（養育放棄）されていた男児＝当時（５つ）＝のケースでは、保健師らが35回親に会い、保育所入所や健診受診を勧め、要対協で検討されたが11年、死亡した。親が勧めを拒む理由の把握と対応は、話し合われていなかった。

　研修や人員配置も十分ではない。加藤教授が昨年行った別の調査では、関係機関がアセスメントの合同研修を行った自治体は２３％。要対協を率いる調整機関（事務局）が十分な労力を確保できるのは６％だった。加藤教授は「虐待の問題は、親の就労や精神保健などもからむ家族の福祉問題。経験と専門性を持つ職員の常勤配置が、責任ある対応につながる」と話す。

　居所不明への対応も遅れている。乳幼児健診や就学時健診の未受診や入学式を欠席するなど、所在不明の児童は虐待の疑いが高い。

◆情報窓口一元化を

　東京都荒川区では昨年5月、子育て支援課だけでなく戸籍住民課や国保年金課などを含めた「居所不明児童対応連絡会」を発足した。都内では同区と北区の二カ所だけ。要対協ではないが、「実務者会議とほぼ同様」（区子育て支援課）だ。

　昨年末にはチェックリストを作った。住民基本台帳やきょうだいの有無などを各部署で確認し、出入国記録も見る。親だけでなく子どもの所在を確認する「子ども現認」が原則。国内にいる可能性が高いと、要対協事務局も務める子ども家庭支援センターに調査を依頼、要対協でも検討が始まる。子育て支援課の古瀬清美課長は「さまざまな機関が連携すれば、成長の節目で子どもを把握するチャンスができる。リストにより役割分担が明確になる」。昨年度は居所不明児童がゼロになった。

　才村教授は「虐待の疑いがある所在不明の子は要対協の場に上げるべきだが、実際はそうなっていない。所在に関わる情報窓口を一元化するべきだ」と指摘している。

　＜要保護児童対策地域協議会＞　虐待を受けている子どもなど要保護児童の早期発見や適切な保護のため、関係機関が情報や考え方を共有し、連携して対応する各市町村の協議会。「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」で構成される。2004年に児童福祉法改正で法制化され、全国の９８．４％が設置している。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014062102000152.html
＊日本経済新聞

・恋人間の暴力、保護命令１～４月51件　改正ＤＶ防止法で対象に（6月29日） 
フォームの終わり

　１月施行の改正ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）防止法で新たに対象となった同居する恋人間の暴力の被害申し立てを受け、全国の裁判所が４月末までに51件（速報値）の保護命令を発令していたことが28日、最高裁の集計で分かった。

　最高裁によると、１～４月に配偶者間を含めて全国で958件の保護命令申し立てがあり、923件が決着した。そのうち恋人・元恋人の暴力に関するものは62件で、保護命令の発令は51件、却下が３件、取り下げなども８件あった。

　今回の改正で同居中に恋人から暴力を受けた場合、接近禁止や退去の保護命令、一時保護の制度が使えるようになった。ただ戸籍に明記された夫婦とは違い、恋人の同居は住民票や公共料金の支払い名義などで立証する必要がある。支援者からは「関係機関が連携して事例を共有し、迅速な発令につなげるべきだ」との声が上がっている。

　５月に保護命令を申し立てた山口県の40代女性は５年以上一緒に暮らした男から暴力を受けていた。男は本名を告げずに女性宅に転がり込み、住民票も郵便物の宛先も移していなかったため、身元確認や同居の証明に苦労した。

　支援した団体によると、男からのメールに「帰ってこい」などと同居をうかがわせる内容があったため、撮影して証拠として提出、間もなく保護命令が出た。女性の相談を受けた警察も捜査に乗りだし、協力した。

　ＤＶ防止法は昨年６月、ストーカー規制法と同時改正された。2011年、同居していた交際相手の男の暴力に苦しんでいた女性が逃げた後も付きまとわれ、長崎県西海市で女性の母親と祖母が殺害されるなど、恋人間の暴力の末の凶悪事件が頻発している。

　▼保護命令　ＤＶ防止法に基づき、配偶者から暴力を受けた被害者の申し立てを受け、裁判所が加害者に出す命令。被害者とその親族、同居する子供への６カ月間の接近禁止と、住居からの２カ月間の退去などがある。2001年10月の同法施行後、３度の改正で事実婚を含む配偶者のほか、元配偶者、同居の恋人の暴力にも対象が拡大された。内閣府の男女共同参画白書によると、05年以降は発令件数が毎年２千件を超え、13年度は2312件（速報値）だった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG28024_Y4A620C1CC1000/
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